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１．近年の電気保安行政について
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◆ 電気事業法における電気保安の骨格をなすのは主任技術者制度であり、個人に資格が与えられた電気主任
技術者の方々がこの制度の中心です。経済の発展、拡大とともに、その保安の監督者と事業場の設置数と
の間にバランスを欠く経済環境になってきたことから、電気主任技術者の外部委託が認められるように
なった時代変化はあるものの、電気主任技術者免状の有資格者が、電気工作物の工事、維持及び運用に関
する保安の監督者として電気設備を安全に運用してきた歴史は、昭和３９年に電気事業法が制定されて以
降、変わっていません。従って、現在において、また将来においても、保安水準の維持・向上というテー
マは、電気主任技術者の存在なくしてあり得ません。

◆ その電気主任技術者を取り巻く状況は、大きな環境変化の中にあります。電力システム改革が進む中で、
技術革新（スマート化）・ビジネススピードの加速、新規事業者の参入拡大、電気保安人材の不足、自然
災害の激甚化・電力インフラの経年劣化といった構造的課題が顕在化し、環境変化・課題に直面している
時期といえます。

◆ また、カーボンニュートラルに向けた太陽電池発電所や風力発電所などの分散型電源の設置数拡大や、こ
れら再生可能エネルギーの有効利用を目的とした、蓄電所の導入など、持続可能な社会インフラとしての
電力システム構築に向けた政策の中で、電気主任技術者は既存の設備保守から最新技術を利用した設備ま
で、幅広いフィールドで活躍することが求められています。このような状況下において、電気主任技術者
自らが、電気工作物の工事、維持及び運用に関して適切な判断が行えるよう、今まで以上に情報や知識の
習得を行うことが必要となっています。

◆ 以上のことから、電気主任技術者の皆さまにおかれては、これらの国の議論や保安規制の最新動向に注視
していただくとともに、特に災害対応に関して、設置者を交え、緊急時の保安体制や連絡体制について
しっかり話し合っておく等、事前の準備や心構えに万全

を期すようにお願いします。



２．法令等改正
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（１）電気事業法関係手数料規則の一部改正について
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⚫電気事業法関係手数料規則の別表第３、別表第４の改正を実施し、令和３年
１２月１日より施行した。

⚫電気事業法関係手数料規則の別表第１の改正を実施し、令和４年４月１日よ
り施行した。

納付
方法

要 件 申請媒体 金 額

収
入
印
紙

一 法第四十四条第二項第一号の規定により主任技術者免状の
交付を受けようとする者

紙申請 ¥        6,600 

電子申請 ¥        4,750 

五 主任技術者免状の再交付を受けようとする者
紙申請 ¥        2,600 

電子申請 ¥        1,550 

納付
方法

設 備 条 件 審 査 方 法 申請媒体 金 額

納
入
告
知
書

六 需要設備
の変更の工事
に係るもの

法定事業者検査の実施場所及び当該
検査記録の保管場所で行う場合

紙申請 ¥      82,300 

電子申請 ¥      73,100 

映像及び音声の送受信により相手の
状態を相互に認識しながら通信をす
ることが可能な方法を用いて行う場
合

紙申請 ¥      74,900 

電子申請 ¥      65,700 

収
入
印
紙

一 発電所の
設置の工事及
び発電所の変
更の工事で
あって発電設
備の設置の工
事に係るもの

(四) 太陽
電池発電所に
係る工事

(五) 風力
発電所に係る
工事

法定事業者検査の実施場所及び当該
検査記録の保管場所で行う場合

紙申請 ¥    178,500 

電子申請 ¥    169,300 

映像及び音声の送受信により相手の
状態を相互に認識しながら通信をす
ることが可能な方法を用いて行う場
合

紙申請 ¥    149,800 

電子申請 ¥    140,600 

納付
方法

設 備 条 件 審 査 方 法 申請媒体 金 額

納
入
告
知
書

三 変電
所及び送
電線路の
設置の工
事に係る
もの

法定事業者検査の実施場所及び当
該検査記録の保管場所で行う場合

紙申請 ¥    223,000 

電子申請 ¥    213,200 

映像及び音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通信
をすることが可能な方法を用いて
行う場合

紙申請 ¥    180,900 

電子申請 ¥    171,100 

四 変電
所及び送
電線路の
変更の工
事に係る
もの

法定事業者検査の実施場所及び当
該検査記録の保管場所で行う場合

紙申請 ¥    172,300 

電子申請 ¥    162,400 

映像及び音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通信
をすることが可能な方法を用いて
行う場合

紙申請 ¥    141,000 

電子申請 ¥    131,100 

五 需要
設備の設
置の工事
に係るも
の

法定事業者検査の実施場所及び当
該検査記録の保管場所で行う場合

紙申請 ¥    130,400 

電子申請 ¥    121,200 

映像及び音声の送受信により相手
の状態を相互に認識しながら通信
をすることが可能な方法を用いて
行う場合

紙申請 ¥    112,300 

電子申請 ¥    103,100 

a.使用前安全管理審査関係

b.電気／ボイラ・タービン／ダム水路主任技術者免状関係

注意）電気事業法関係手数料規則抜粋のため、詳細は規則参照のこと。

資料－１



⚫ 電気事業法及び電気工事士法に基づく資格（主任技術者、電気工事士等）の交付申請において、
添付書類として戸籍抄本、住民票の写しに加え、本籍、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書
類であれば認められる。

⚫ 第３種電気主任技術者試験について令和４年度から年度に２回実施するため、一部の試験科目を
合格した際の、その科目についての受験免除期間について均一化を図った。

（２）電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正
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ケース １年度目 ２年度目 ３年度目 ４年度目

１年度目１回目
の試験で科目合
格となった場合

１回目試験
科目合格

２回目試験 １回目試験 ２回目試験 １回目試験 ２回目試験 １回目試験 ２回目試験

１年度目２回目
の試験で科目合
格となった場合

１回目試験 ２回目試験
科目合格

１回目試験 ２回目試験 １回目試験 ２回目試験 １回目試験 ２回目試験

科目免除有効期間

科目免除有効期間

＜科目免除期間の考え方＞

資料－２

及び電気工事士法施行規則の一部改正について 施行日：令和4年4月1日



（３）電気事故報告に関する内規の一部改正について
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（電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（内規）の一部改正について）

⚫ 「配電事業者」を導入したことによる変更。

⚫ 「他社への波及事故」（２）運用上の留意事項に「③災害時等における緊急的な送電
措置として地域独立系統の運用が行われる。地域独立系統内において系統側と需要側
の保護協調を維持した運用ができない状況における波及事故については、報告の対象
からは除く。」を追加。

＜配電事業制度の概要＞

2020年6月19日「エネルギー供給強靭化法」の閣議決定
を受け、令和４年4月１日より「配電事業」への新規参入
が認められた。配電事業制度は、レジリエンス強化等の観
点から、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電
網を活用して、新たな事業者がAI・IoT等の技術も活用し
ながら、自ら当該送電網を運用することを可能とする制度
のこと。

■災害対策

…大規模災害時に一般送配電会社が運営する送電網でトラ
ブルが発生して、停電が長期化した場合、特定区域の配電
網を切り離して独立運用することで、自然災害に対する耐
性（レジリエンス）を高めることができる。⇒電力供給が
継続でき、街区規模での災害対応力が強化されることが期
待される。

■新規事業者による市場開発

…新規事業者によるAI・IoT等の技術を活用した運用・管
理が進展することが期待されている。⇒設備のダウンサイ
ジングやメンテナンスコストの削減に繋がる。

資料－３施行日：令和4年4月1日



（４）電気設備の技術基準の解釈の一部改正について
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⚫ 配電事業者制度開始に伴う対応（地域独立系統の保安要件を規定）

⚫ 低圧地中電線における施設要件の明確化

（地中電線路の直接埋設式による施設であって、低圧地中線を施設する場合の要件を規定）

⚫ 分散型電源における系統連系要件の見直し

（低圧連系を行う分散型電源の施設における、逆潮流を生じる場合の逆変換装置の設置要件につい
てこの限りではないこととする改正）

資料－４施行日：令和4年4月1日

＜分散型電源における系統連系要件の見直し（高低圧混触事故発生時の対策）＞



1秒 1秒超過
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逆変換装置の構成と同等の保安が確保でき、他
の需要家へ影響がない場合には、逆変換装置を
用いずに逆潮流有の連系も可能とする。

第226条【低圧連系時の要件】 他条文改正
2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系す
る場合は、逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用い
て分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列
ができる場合は、この限りではない。

⚫ 高低圧混触事故においては、低圧機器の絶縁破壊を防止するため、技術基準において、1秒以内に電路を遮断する
ことが規定されている。（電技解釈第17条2項）

⚫ 1秒以内に電路を遮断することは保安上の要請であり、このうち高低圧混触事故発生後に配電用の変電所の遮断
器が開放するまでの時間は、需要家との保護協調（事故範囲を限定し、系統への波及事故を防ぐ仕組み）の関係
から「約0.8秒」と設定されている。遮断器開放後に分散電源供給と負荷がバランスした場合には、分散電源の単独
運転が発生し、電路の充電状態が継続してしまうため、残る約0.2秒以内に、単独運転を確実に検出し、系統から
解列することが必要となる。

⚫ 慣性力を有する交流発電機は、単独運転時に周波数及び電圧が平衡を保つ可能性があり、逆変換装置のように即
時解列ができないため、逆潮流を生じさせないことで保安の確保を求める。

⚫ 逆変換装置と同等水準の保安を確保することができる場合には、逆潮流有の連系も可能であることから、逆変換装置
と同等水準である“即時の系統から解列”することは保安要件として引き続き求める。一方で、逆変換装置に限った

表現は改める。

（４）電気設備の技術基準の解釈の一部改正について 施行日：令和4年4月1日

分散電源（小水力発電等）に関連する系統連係要件の見直し

受動的方式のみ
(逆変換装置有無関係なし)

従来型能動的方式
(逆変換装置設置なし)

新型能動的方式
AND

逆変換装置

約0.8秒

検出時間
（0.5～1秒）

検出時間（ゲートブロック）
（瞬時0.01～0.05秒）

遮断時間
（0.1秒以上）

②DGRにより、地絡事故発生か
ら約0.8秒後に遮断器開放

保安上1秒以内に発電設備を系統か
ら解列 (電技解釈第17条2項)

他励磁誘導発電機については、自己励
磁により発電を継続した場合

分散電源供給≒負荷
の場合、検出不可

交流発電機の場合は、発電設備が慣性力を
有するため、単独運転状態になっても、周波
数及び電圧が平衡状態を保つ可能性があり、
逆変換装置での検出時間より延びる。

能動的方式かつ逆変換装置設置の場合、変
電所遮断器解放後、約0.2秒以内で動作し、
合計1秒以内に遮断可能。

①高低圧混触事故発生

50kW未満の小水力発電（かご型誘導発電機）に
課されている逆変換装置の追加設置要件について
の緩和措置。

③分散電源供給≒負荷

(単独運転発生)



◆電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令は令和４年１０月１日か
ら施行する。

◆この省令の施行の際、現に設置され、又は設置のための工事に着手している自家用電気
工作物（発電事業の用に供するものを除く。）についてのこの省令による改正後の電気
設備に関する技術基準を定める省令第十五条の二の適用については、この省令の施行後
最初に行う変更の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。

⚫ 「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正を行い、自家用電気工作物
（発電事業の用に供するものを除く※）についても技術基準に基づくサイバーセキュ
リティ（以下「CS」という。）の確保を義務付ける。

※発電事業の用に供するもののCS規制は既に平成９年通商産業省令第５２号「電技省令」にて義務付け実施済み。

⚫ 自家用電気工作物の保安規程についてCSの確保を明記することを求める。

10

＜経過措置：実施タイミング＞

既に設置されている電気工作物、又は設置工事に着手している電気工作物については、令
和４年１０月１日以降に実施する“変更の工事”が完成するまでにＣＳ対応が必要。（既存
の設備について直ちに対策を実施することは求めていない。）

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定

資料－５

施行日：令和4年10月1日
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⚫ 電気保安分野におけるスマート化の進展や再エネの導入拡大にあわせて、CSの確保も重要な
課題。

⚫ 諸外国においては製鉄所、変電所等の産業施設へのサイバー攻撃により、大規模な被害が生じ
ており、サイバー攻撃のリスクが高まるため、CS対策の具体化を急ぐ必要がある。

＜産業構造審議会 産業保安基本制度小委員会
報告書（令和3年12月1日）＞

⑵サイバーセキュリティ対策

本年５月に発生した米国東部の石油パイプライン
へのサイバー攻撃により、アメリカ東部の石油製品の輸
送が停止した事例等も踏まえ、保安規制の見直しに
際しても、サイバーセキュリティの確保が重要である。特
に、各産業分野におけるスマート保安の進展や、太陽
電池発電・風力発電などの再生可能エネルギー導入
拡大の中で、サイバー攻撃のリスクが高まるため、サイ
バーセキュリティ対策の具体化を急ぐ必要がある。

（出展）第20回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電
力・ガス基本政策小委員会

諸外国における産業施設へのサイバー攻撃事例

製鉄所の制御システムに侵入し、不正操
作をしたため、生産設備が損傷。

製鉄所の溶鉱炉損傷（ドイツ、2014年）

事務系から侵入したマルウェア
CrashOverrideの感染により、変電所が遠
隔制御された（数万世帯3～6時間停電）

変電所へのサイバー攻撃（ウクライナ、2015年）

製造業等を標的とした新種のランサムウェア「LockerGoga」
業務系システムへの攻撃が、制御系システムの運用に大きな

支障をもたらす事象が発生。プラントの制御自体には支障が
ないものの、生産計画へのアクセスができないことによって操業
を継続できないなどの被害が発生している。（ノルウェー・アル
ミ製造会社、アメリカ・エポキシ樹脂製造会社等）

ランサムウェア”LockerGoga”（2019年1月以降）

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定
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○ 技術基準改正前

電気事業の区分 電気工作物の区分
CS確保に係る
技術基準維持
の義務の有無

事
業
用
電
気
工
作
物

一般送配電事業

電気事業法第38条第３
項
各号に掲げる事業の用に
供する電気工作物
（大手発電事業を含む）

有

送電事業 有

配電事業 有

特定送配電事業 有

発電事業

有

自家用電気工作物
（中小発電事業を含む）

有

（該当なし） 無

（大手）

（中小）

A．技術基準改正について

○ 技術基準改正後

電気事業の区分 電気工作物の区分
CS確保に係る
技術基準維持
の義務の有無

事
業
用
電
気
工
作
物

一般送配電事業

電気事業法第38条第３
項
各号に掲げる事業の用に
供する電気工作物
（大手発電事業を含む）

有

送電事業 有

配電事業 有

特定送配電事業 有

発電事業

有

自家用電気工作物
（中小発電事業を含む）

有

（該当なし） 有

（大手）

（中小）

⚫ 電気設備技術基準・解釈を改正して、自家用電気工作物についてもCS確保を義務付けた。

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



A．技術基準改正について

⚫ 自家用サイバーセキュリティガイドライン（以下、自家用GL）を制定し、①電気設備技術基準・解釈（改正）、②保安
規程の記載事項に係る内規（制定）に紐付け、令和4年６月１０日付けで公示し、周知期間を設けるため、令和４年
10月1日付けで施行。
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➢ 自家用GLでは、サイバーリスクによる社会的影響度などを勘案して、それぞ
れの実状に応じたCS対策が取れるように、ベースを「推奨」としている。

➢ 自家用GLの活用にあたっては、自家用電気工作物設置者や電気主任
技術者等のみの対応でなく、CS対策を専門とする事業者への委託も可能
としている。

◆自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関す
るガイドライン（内規）（新規制定）

（サイバーセキュリティの確保）
第15条の２ 事業用電気工作物の運転を管理する電子計算機は、
当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるお
それ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支
障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ
基本法（平成26年法律第104号）第2条に規定するサイバーセキュ
リティをいう。）を確保しなければならない。

◆電気設備技術基準省令（改正後）

【サイバーセキュリティ対策】（省令第15条の2）
三 自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。）に
係る遠隔監視システム及び制御システムにおいては、「自家用電
気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン
（内規）」（２０２２０５３０保局第１号 令和４年６月１
０日）によること。

◆電気設備の技術基準の解釈（改正後）

◆ 電気設備技術基準省令（改正前）

（サイバーセキュリティの確保）

第15条の２ 電気工作物（一般送配電事業、送電事業、配電事業、
特定送配電事業及び発電事業の用に供するものに限る。）の運転
を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、
又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業
に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセ
キュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）
第２条に規定するサイバーセキュリティをいう。）を確保しなければなら
ない。

◆電気設備の技術基準の解釈（改正前）

【サイバーセキュリティ対策】（省令第15条の２）

一 （略）

二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格
JESC Z0004（2019）「電力制御システムセキュリティガイドライ
ン」によること。

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



⚫ 事業用電気工作物のうち、一般送配電事業、送電事業、配電事業及び大手発電事業（事業者合計
200万kW以上）の用に供するものについては、保安規程へのCSの確保に関する記載を義務付けていたが、
これを拡大。

⚫ 特定送配電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物及び自家用電気工作物の中でCS確保が
必要な電気工作物の設置者に、保安規程へのCS確保に関することを義務付けた。

⚫ 保安規程に記載する具体的内容は、民間規格の電制GL、新に制定したCS内規を引用。
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電気事業の区分 電気工作物の区分
CS確保に係る
保安規程記載
の義務の有無

事
業
用
電
気
工
作
物

一般送配電事業

電気事業法第38条第３
項に掲げる事業の用に供
する電気工作物
（大手発電事業を含む）

有

送電事業 有

配電事業 有

特定送配電事業 無

発電事業
有

自家用電気工作物
（中小発電事業を含む）

無

（該当なし） 無

（大手）

（中小）

○ 保安規程における現行規制の整理

B．保安規程における対応について

電気事業の区分 電気工作物の区分
CS確保に係る
保安規程記載
の義務の有無

事
業
用
電
気
工
作
物

一般送配電事業

電気事業法第38条第３
項に掲げる事業の用に供
する電気工作物
（大手発電事業を含む）

有

送電事業 有

配電事業 有

特定送配電事業 有

発電事業
有

自家用電気工作物
（中小発電事業を含む）

有

（該当なし） 条件により有

（大手）

（中小）

（注）保安規程に係る規制対象については、自家用電気工作物を追加することに併せ、現
行規制で対象外となっていた特定送配電事業及び発電事業の一部も追加することとする。

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定
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○電気事業法施行規則第50条第３項の解釈適用に当たっての
考え方（内規）（新規制定）

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第４２条第１項に規
定する保安規程（以下「保安規程」という。）の記載事項については、電気事業法施行規
則（平成７年通商産業省令第７７号。以下「省令」という。）第５０条第１項において、
事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業、配電事業又は発電事業（法
第３８条第３項第５号に掲げる事業に限る。）の用に供するものと、それ以外の事業用電
気工作物（すなわち、特定送配電事業又は発電事業（法第３８条第３項第５号に掲
げる事業以外のものに限る。以下同じ。）の用に供する事業用電気工作物及び自家用
電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。以下同じ。））に区分し、保安を一体
的に確保することが必要な組織ごとに定めることとしている。特定送配電事業又は発電事業
の用に供する事業用電気工作物及び自家用電気工作物の設置者の定める保安規程につ
いては、省令第５０条第３項に掲げる事項について記載することが求められ、自主保安活
動を行う上での基本的なルールを設置者自らの責任において適切に定めるべく、同項第９号
について下記のように記載されることが必要である。
なお、本内規に定める保安規程の記載事項は、経済産業省が、本内規の制定時において、
特定送配電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物及び自家用電気工作物
の保安確保に必要と考える標準的記載事項である。

サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成２６年法律第１０４号）第
２条に規定するサイバーセキュリティをいう。）を確保するため、次に掲げる事業用電気工
作物の種類ごとにそれぞれに定められたところにより適切な措置が講じられることが必要であ
る。また、次に掲げるもののほか、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保
安を行う上で設置者の判断により必要となるものについて記載することが必要である。

１．特定送配電事業又は発電事業の用に供する事業用電気工作物（※１）
①スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会規格JESC

Z0003(2019) 「スマートメーターシステムセキュリティガイドライン」によること。
②電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC

Z0004(2019)「電力制御システムセキュリティガイドライン」によること。

２．自家用電気工作物（※２）
遠隔監視システム及び制御システムにおいては、自家用電気工作物に係るサイ
バーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規。令和４年６月１０日付け
２０２２０５３０保局第１号）によること。

○電気事業法施行規則第50条第２項の解釈適用に当たって
の考え方（内規）

（前略）発電事業（法第３８条第３項第５号に掲げる事業に限る。以下同
じ。）（中略）一般送配電事業、送電事業又は発電事業の用に供する事業用
電気工作物の設置者（以下「事業者」という。）の定める保安規程については、
省令第50条第2項に掲げる事項について記載することが求められ、自主保安活動
を行う上での基本的なルールを事業者自らの責任において適切に定めるべく、下記
のように記載されることが必要である。（後略）

記１．～１１．（略）
１２．第１５号(その他保安上必要な事項)

サイバーセキュリティ（サイバーセキュリティ基本法（平成二十六年法律第百
四号）第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。）を確保するため、次の各
号により適切な措置が講じられることが必要である。
一 （略）
二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC

Z0004（2016）「電力制御システムセキュリティガイドライン」によること。
また、本号は前に掲げるもののほか、事業用電気工作物の工事、維持及び

運用に関する保安を行う上で事業者の判断により必要となるものについて記載す
ることを想定した規定である。

十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し
必要な事項

B．保安規程における対応について

※２

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

※１

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



B．保安規程における対応について

⚫ 施行規則第50条（保安規程）

第3項第九号（その他保安上必要な事項）

その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
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【保安規程記載例】
第○章 電気工作物の巡視、点検、検査及びサイバーセキュリティの確保
○条（サイバーセキュリティの確保）
電気工作物の保安を確保するため、「自家用ＧＬ」及び「○○マニュアル等別で定める
もの」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。

参考として以下の用に保安規程の条文に記載し、詳細は社内規定やマニュアル等で定めることを推奨する。
また、自家用ＧＬ第２－２条よりセキュリティ管理責任者を設置するようにしているため、保安規程別表の体制図において、どの
役職・立場の人がセキュリティ管理責任者か明記することも推奨する。

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



自家用電気工作物サイバーセキュリティガイドラインの考え方

⚫ 自家用GLの内容は、電制GLを引用するものの、自家用電気工作物の実態を踏まえたものとし
て策定。

⚫ 電制GLでは、各項目の要求レベルは、実施すべき「勧告」と、自らが実施の要否及び実施方法
を判断する「推奨」の２種類に区分されているが、自家用GLでは、「推奨」レベルを基本とした。

⚫ 自家用GLの解説では、サイバーリスクによる社会的影響度などを勘案して、それぞれの実状に応
じたCS対策が取れるように、ベースを推奨とし、最低限の勧告を書き分けた。

⚫ 自家用GLの活用にあたっては、自家用電気工作物設置者や電気主任技術者等のみの対応で
なく、CS対策を専門とする事業者への委託も可能。
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○ 自家用GLの活用者（適用先）

⚫ 自家用電気工作物の保安管理の責任は、原則的には設置者が担っていることを踏まえ、本ガイドラインは基本的には設置者に対して提示。

⚫ 記載事項を参考とした具体対策の実装は、電気主任技術者やベンダー、サイバーセキュリティの専門家等の監督・支援の下、設置者が実
施（又は実施を委託）することを想定。そのため、電気主任技術者等における活用のしやすさを考慮して作成。また、そのような想定を「まえ
がき」等にて明示。

⚫ 対象となる自家用電気工作物は、設置者、保安管理担当者（外部委託先）、遠隔監視サービス提供者等、複数の事業主体が関係す
る。これら複数の関係者が運用する機器・システムが本ガイドラインの対象となることをガイドライン中の「まえがき」、「適用範囲」、「システム構
成」等にて明示。

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



自家用電気工作物サイバーセキュリティガイドラインの考え方

⚫ ガイドラインの対象システムは、サイバー攻撃やサイバーセキュリティ確保の管理不良により、電気工作物の保
安の確保に支障を及ぼす可能性のある、遠隔監視システム、制御システム等とする。

⚫ また、ガイドラインの対象者は、それらのシステム及び付随するネットワークを使用する者（設置者、保守点
検を行う事業者（外部委託の保安管理業務受託者を含む）、遠隔サービス提供事業者などを想定）と
する。
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＜自家用サイバーセキュリティ規制の該当性確認のフロー＞

区分B 区分C区分A 対象外

YES

NO

YES

YES

NO

NO

遠隔監視システム 又は 制御システムがある

発電設備がある

自家用サイバーセキュリティガイドラインは区分によって対策事項（レベル）を差別化

系統連系を行い、かつ、制御システムがある

対象となるシステムについては、系統連系
における電力系統への影響に応じて、区
分A～Cに分類され、区分により勧告又は
推奨となるガイドラインの条項がある。

＜自家用電気工作物の区分＞

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



⚫ 第1－3条（対象となるシステムの区分）

区分A：自家用電気工作物のうち系統連系する発電設備（蓄電設備を含む。以下同じ。）の制
御システム

区分B：自家用電気工作物のうち系統連系する発電設備の遠隔監視システム並びに自家用電気
工作物のうち系統連系しない発電設備の遠隔監視システム及び制御システム

区分C：自家用電気工作物のうち発電設備以外の設備の遠隔監視システム及び制御システム

19

発電設備：火力発電所、水力発電所、太陽電池発電所、風力発電所等に施設する発電設備のほか、需要設備の非常用予備発電装置等

発電設備以外の設備：需要設備の受配電設備等

遠隔監視システム：自家用電気工作物の運転状況や構成設備の状態を、ネットワークを介して監視することができるもの（運転状況や構成設
備の状態を監視するための機器を制御する機能を有する場合もあるが、発電した電気や使用するための電気の電路に施設さ
れた遮断器、開閉器の開閉操作等を行うことができないもの）

制御システム：自家用電気工作物の運転を制御することができるもの

区分B、区分Cについては、各条の規定はいずれも推奨的事項としているが、区分Aについては、系統連系先の一般送配電事業者等が定
める系統連系技術要件に基づき、本ガイドラインにおいて勧告的事項としているものがある。

自家用電気工作物サイバーセキュリティガイドラインの考え方

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



⚫ 第1－1条（目的）

自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。以下同じ。）の遠隔監視システム等、
制御システム等のサイバーセキュリティの確保を目的として、自家用電気工作物を設置する者
（以下「設置者」という。）が実施すべきセキュリティ対策の要求事項について規定したもの。
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・ 勧告的事項：遠隔監視システム等、制御システム等に関する想定脅威に対して、設置者等が実施すべきこと。

・ 推奨的事項：遠隔監視システム等、制御システム等に関する想定脅威に対して、設置者等が実施の要否及び実施方法を判断
すべきこと。

⚫ 第1－2条（適用範囲）

設置者が施設する自家用電気工作物の遠隔監視システム及び制御システム並びにこれらのシ
ステムに付随するネットワークを対象とし、これらに携わる者に適用する。

サイバー攻撃やサイバーセキュリティ確保の管理不良を要因としたシステムの不具合により、自家用電気工作物の保安の確保に支障を及ぼ
す可能性のある遠隔監視システム及び制御システム並びにこれらのシステムに付随するネットワークを防護の対象。

これらに携わる者（設置者や保守点検を行う者（保安管理業務の外部委託をする場合にあっては電気管理技術者及び電気保安法人
を含む。以下同じ。）、遠隔サービス提供事業者等）に適用。

具体的な対策は、各々の自家用電気工作物の遠隔監視システム等、制御システム等の特性を十分に踏まえ、重要性や必要性を鑑み、
設置者が判断し、実施する又は設置者との協議に基づいて、保守点検を行う者、遠隔サービス提供事業者等にその一部を実施させる。

自家用電気工作物サイバーセキュリティガイドラインの考え方

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について

自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定



⚫ 第1－3条（対象となるシステムの区分）

⚫ 第1－4条（想定脅威）
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図2の例では、発電設備の運転状況（出力、電力量等）や構成設備の状態（絶縁が保たれていること、設備が破損していないこと等）をセン
サーやカメラ等によって取得し、遠隔サービス提供事業者のシステムを介して設置者が遠隔の監視拠点にて監視している。また、保安管理業務の
外部委託の受託者が、別のシステムを介して遠隔の監視拠点にて監視している。これに加えて、発電設備の出力制御コマンドが、系統接続先の
電力会社から別のシステムを介して伝達される。さらに、発電設備の起動コマンドが保安管理業務の外部委託の受託者等が接続するシステムを
介して伝達される。想定される具体的な脅威としては、例えば、遠隔監視システムにおいては、監視している情報の傍受や改ざん等が考えられ、
制御システムにおいては、設定値の改ざんや不正アクセス等が考えられる。

図2：発電設備の保安管理業務を外部委託する場合の対象システムの範囲の例（発電設備
の出力制御コマンドが系統接続先の電力会社から別のシステムを介して伝達される例）

自家用電気工作物サイバーセキュリティガイドラインの考え方
自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドラインの策定について

（５）「電気設備に関する技術基準を定める省令」等の一部改正について
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（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要 資料－６
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律



●適宜・適切な時期に立入検査を実施。（認定は5年以上10年以内において政令で定める期間ごとに更新）
●認定取消事由が発生した場合は認定取消を行う。
●重大事故や不適切な事象等が発生した場合は再発防止対策や改善措置等の確認を行う。 等
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（１）認定高度保安実施設置者に係る認定制度について

⚫ スマート保安を促進するため「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業
者」を審査・認定し、安全の確保を前提に、その保安力に応じて、法令手続や検査の在り方を見
直すもの。

保安規程
事業用：法第42条

主任技術者
事業用：法第43条

工事計画届出
事業用：法第48条

使用前自主検査
安全管理審査

事業用：法第51条

定期事業者検査
安全管理審査

事業用：法第51条

高度な保安力を確認・認定

行政への届出は省略
※保安規程作成・主任技術者選任義務は維
持しつつ、記録保存とする。

国の審査省略
※自主検査・記録保存は維持。

国の審査省略
事業者検査時期の柔軟化
※事業者検査・記録保存は維持。

工事計画届出は、環境影響評価の反映
等、保安力とは別の観点からの確認が含ま
れるため、従来どおり。

改正法第55条の3

改正法第55条の10（保安規程に係る特例）
改正法第55条の11（主任技術者に係る特例）

改正法第55条の12
（使用前安全管理審査の特例）

改正法第55条の13
（定期事業者検査の特例）

事業用電気工作物であること。
①経営トップのコミットメント
・コンプライアンス体制の整備
・コーポレート・ガバナンスの確保 等

②高度なリスク管理体制
・持続的な検査体制
・持続的な保守管理体制
・高度な運転管理
・有事の際の措置 等

③テクノロジーの活用
④サイバーセキュリティなど関連リスクへの対応
・電力制御システムセキュリティガイドライン 等

《認定要件》

認定事業者への規制

（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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（２）小規模事業用電気工作物に係る届出制度等

⚫ 小規模な再エネ発電設備（太陽電池10kW以上50kW未満、風力20kW未満）を「小規
模事業用電気工作物」に分類し、保安規制の適正化を行う。（基礎情報届出を義務付ける）

小規模事業用
電気工作物

改正法
第46条

改正法
第46条

改正法第
51条の2

改正法第
51条の2

（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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⚫ 現行の電気事業法では50kW以上の太陽電池発電設備及び20kW以上の風力発電設備に対しては、そ
の維持・運用上の保安の確保のため、保安規程の作成や主任技術者の選任を求めているところ。

⚫ 小規模事業用電気工作物については、適正な事業規律を確保する観点から、（保安規程の作成や電気主
任技術者の選任に代えて）所有者情報や、設備に係る情報、及び保安管理を実務的に担う者といった基礎
的な情報について届出を求める。（基礎情報届出は所有者が変更する場合も求める。）

改正法第46条（小規模事業用電気工作物を設置する者の届出）

（２）小規模事業用電気工作物に係る届出制度等

（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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⚫ 現行の電気事業法では500kW～2,000kWの太陽電池発電設備及び20kW～500kWの風力発電設
備に対して、使用開始前に、技術基準の適合性を設備の設置者自らが確認し、結果を行政へ届け出る「使
用前自己確認制度」が存在。「小規模事業用電気工作物」に対しても「使用前自己確認制度」の適応を行
う。

⚫ 太陽電池発電所の設置にあたっては、設計・施行、及び安全性の確認は、専門事業者が協力・実施している
例も多くみられるため、保安上の責任については「設置者責任」の原則は維持しつつ、実務的には専門の施
工業者やO＆M事業者が委託を受けて確認業務を行うことができるよう、協力事業者の情報も併せて収集す
る。

改正法第51条の2（設置者による事業用電気工作物の自己確認）

（２）小規模事業用電気工作物に係る届出制度等

（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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⚫ 太陽電池発電所の使用前自己確認対象範囲の拡大を行い、出力10kW～500kWについても対象とす
る。

⚫ また、改正前は自己確認の中で主に電気的なリスクを中心に確認を求めているが、設備の構造的（支持物
等）なリスクについても確認を求める。

出力条件
技術基準適合性確認

（電気設備）
技術基準適合性確認

（支持物等）

2,000kW以上 工事計画届出

500kW～2,000kW 使用前自己確認 ー

10kW～500kW ー ー

出力条件
技術基準適合性確認

（電気設備）
技術基準適合性確認

（支持物等）

2,000kW以上 工事計画届出

500kW～2,000kW
使用前自己確認

10kW～500kW

（改正前）

（改正後）改正法第51条の2（設置者による事業用電気工作物の自己確認）

（２）小規模事業用電気工作物に係る届出制度等

（６）「高圧ガス保安法等※の一部を改正する法律」の概要
※高圧ガス保安法、ガス事業法、電気事業法、情報処理の促進に関する法律
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（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について 資料－７
改正日：令和4年6月22日



30

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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被統括事業場6まで

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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１．法第４３条第１項の選任については、次のとおり解釈する。

（６）配電事業を営む者が設置する配電事業の用に供する発電設備については、配電事業者又は発電事業者（当該設備を発電事業の用に供する場合であって、
当該発電事業者が法第３８条第３項第５号に掲げる発電事業を営む者である場合に限る。）として主任技術者を選任しなければならない。この場合において、
法第４２条に基づく保安規程についても同様に取り扱う。

電気事業法第４３条第１項（主任技術者の選任）について、配電事業制度の導入に伴い新設。

配電事業の用に供する発電設備については、配電事業者又は発電事業者として主任技術者を選任すること及び保安規程の届出を義務付け
ている。

●配電事業制度の導入に伴う新設

３．規則第５２条第１項の表第６号に掲げる事業場等について行う主任技術者の選任は、次のとおり解釈する。

（直接統括する事業場の電気主任技術者の選任）

（１）発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場（以下３において「被統括事業場」という。）を直接統括する事業場（以下３．において
「統括事業場」という。）のうち、自家用電気工作物であって電圧１７０，０００ボルト未満で連系等をするものへの電気主任技術者の選任は、次に掲げる要件の全てに適合す
る場合に行うものとする。なお、被統括事業場について、その数が７以上（発電所と同一設置者が設置する送電線路又は変電所を介して電力系統に接続し、これらの電気工作物を
一体として運用する事業場等は１とみなすことができる。このうち、風力発電所については、複数の発電機を一体として運用する発電所は１とみなすことができる。）となる場合は、保安
管理業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。

●統括制度の見直し

規則第５２条第１項の表第６号（発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場
（「被統括事業場」という。））に主任技術者を選任する場合

連系する電圧が170,000ボルト未満の自家用電気工作物の場合は、統括要件に全て適合する場合に行うものとする。

なお、被統括事業場について７以上となる場合は、保安管理業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期するこ
ととする。

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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①統括事業場において、被統括事業場の保安を一体的に確保するための組織（以下３．において「保安組織」という。）が次に掲げる要件の全てに適合すること。

イ設置者又はその役員若しくは従業員（以下３．において「設置者等」という。）の中から、統括事業場において被統括事業場の保安管理業務を指揮する電気主任技術者（以
下（１）において「統括電気主任技術者」という。）を選任していること。

ロ被統括事業場の保安管理業務の実施計画に基づいた人員数を、統括事業場に確保していること。ただし、設置者等以外の者から確保するときは、保安管理業務の遂行上支障が
生じないようその業務内容を契約において明確にしなければならない。

ハ統括事業場は、被統括事業場について次の（イ）又は（ロ）による監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。

（イ）被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈（２０１３０２１５商局第４号）第４７条第１項若しくは第４７条の２第１項に規定する発電所又は第４８条第１項
に規定する変電所である場合においては、その種類に応じ、統括事業場を制御所（被統括事業場が変電所である場合にあっては、変電制御所）とみなして、電気設備の技術基準
の解釈第４７条、第４７条の２又は第４８条の規定を適用したものであること。

（ロ）被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈第４８条第３号（ト及びチ
を除く。）の規定を準用したものであること。この場合において、「監視制御方式に応じ４８－２表に規定する場所等」とあるのは「統括事業場」と、「全屋外式変電所以外の変電所
にあっては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。

ニ保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。

ホ異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に適切な措置を行う体制を確保していること。

へ設置者は、保安管理業務の遂行体制を構築し、また、統括電気主任技術者による保安管理業務の内容の適切性及び実効性を確認するために、あらかじめ定められた間隔で、保
安管理業務のレビューを行い、必要な場合には適切な改善を図ること。

●統括制度の見直し＜①統括保安組織の条件＞

イ 設置者等の中から統括事業場において、被統括事業場の保安管理業務を指揮する電気主任技術者を選任すること。

ロ 計画に基づいた人員の確保。

ハ 統括事業場から（イ）又は（ロ）による監視を行い、保安組織に通報する体制を確保すること。

（イ）発電所、変電所の場合

（ロ）需要設備又はこれと同一の構内において常時監視しない需要設備の場合

二 緊急時、速やかに統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。
ホ 緊急の対応が必要な時は、夜間、休日等であっても速やかに統括電気主任技術者に通報ができる体制であること。
へ 設置者は保安管理業務の遂行体制を構築して、定められた間隔で内容の適切性、実効性等をレビューし、必要により改善を図ること。

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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②統括電気主任技術者として選任しようとする者が次に掲げる要件の全てに該当すること。

イ被統括事業場の種類に応じて、第１種電気主任技術者免状、第２種電気主任技術者免状又は第３種電気主任技術者免状の交付を受けていること。

ロ保安組織において実効性のある監督及び管理ができること。

ハ異常が生じた場合において通報を受けた場合には、現場の状況に応じた確認や保安組織へ指示を行うなど適切な措置をとることができること。

●統括制度の見直し＜②被統括電気主任技術者の要件＞

イ 主任技術者免状の交付を受けていること。

ロ 保安組織において実効性のある監督及び管理ができていること。

ハ 異常が発生した場合、現場状況に応じて保安組織への指示を行うなど適切な措置ができること。

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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③被統括事業場は、次に掲げる要件の全てに該当する場合を除き、統括事業場から２時間以内に到達できるところにあること。

イ被統括事業場の保安管理業務を専ら担当する技術者（以下この③において「担当技術者」という。）として、被統括事業場の規模に応じた知識及び技能を有する者を確保していること。ただし、設置
者等以外の者から確保するときは、①ロただし書の規定によること。

ロ担当技術者が常時勤務する事務所（以下この③において「担当技術者駐在所」という。）は、被統括事業場に２時間以内に到達できるところにあること。

ハ統括事業場、担当技術者駐在所及び当該担当技術者に係る被統括事業場（送電線路又は配電線路を管理する事業場にあっては、当該送電線路又は配電線路を設置する場所を含む。）が、
一の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあること。

ニ①ハの規定に基づく統括事業場による被統括事業場の監視に加え、担当技術者駐在所は、被統括事業場について次の（イ）又は（ロ）による監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報す
る体制を確保していること。

（イ）被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈第４７条第１項若しくは第４７条の２第１項に規定する発電所又は第４８条第１項に規定する変電所である場合においては、その種類に応じ、
担当技術者を技術員と、担当技術者駐在所を制御所（被統括事業場が変電所である場合にあっては、変電制御所）とみなして、電気設備の技術基準の解釈第４７条、第４７条の２又は第４８
条の規定を適用したものであること。

（ロ）被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈第４８条第３号（ト及びチを除く。）の規定を
準用したものであること。この場合において、「監視制御方式に応じ４８－２表に規定する場所等」とあるのは「担当技術者」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災」とあるのは「火災」と読
み替えるものとする。

ホ事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに担当技術者が統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。

ヘ異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に担当技術者が適切な措置を行う体制を確保していること。

ト担当技術者に対する保安教育、災害その他非常の場合に統括電気主任技術者、担当技術者及び保安組織が採るべき措置並びにサイバーセキュリティの確保のために必要な措置について、保安規
程に規定していること。

●統括制度の見直し＜③２時間ルール適応除外条件＞

イ 被統括事業場の保安管理業務を専ら担当する技術者「担当技術者」を確保していること。

ロ 担当技術者が常時勤務する事務所「担当技術者駐在所」は被統括事業場に２時間以内に到達できること。

ハ 統括事業場、担当技術者駐在所及び当該担当技術者に係る被統括事業場が、一の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内であ
ること。
二 統括事業場による被統括事業場の監視に加え、担当技術者駐在所は、被統括事業場について（イ）又は（ロ）による監視を行い、異
常時に保安組織に通報する体制を確保していること。

（イ）発電所、変電所の場合
（ロ）需要設備又はこれと同一の構内において常時監視しない需要設備の場合

ホ 緊急時に速やかに担当技術者が統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。
へ 異常時に緊急対応が必要な場合、夜間、休日等であっても常に、被統括電気主任技術者の指示の下に担当技術者が対応できる体制が
あること。

ト 保安規程の充実

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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④統括電気主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合すること。

イ原則として、統括事業場に常駐すること。

ロ統括電気主任技術者がやむを得ず勤務できない場合に備え、あらかじめ統括電気主任技術者と同等の知識及び経験を有する代務者を指名しておくこと。

⑤①から④までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。

統括制度の見直し＜④統括電気主任技術者の執務要件＞

イ 原則、統括事業場に常駐すること。

ロ あらかじめ統括電気主任技術者と同等の知識及び経験を有する代務者を指名しておくこと。

ハ 異常が発生した場合、現場状況に応じて保安組織への指示を行うなど適切な措置ができること。

⑤①から④までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。

統括制度の見直し＜⑤保安規程の対応＞

①から④に係る事項が保安規程に反映されていること。

担当技術者の要件
◆電気主任技術者免状（第1種、第2種、第3種）、電気工事士免状（第1種、第2種）
の交付を受けている者

◆電気主任技術者免状（第1種、第2種、第3種）、電気工事士免状（第1種、第2種）
に合格した者

◆主任技術者の資格等に関する省令に基づく認定校で、電気主任技術者免状の認定に必
要な科目を修めて卒業した者

保安規程：担当技術者に必要な保安教育とは

◆保安教育には、公衆安全の確保や作業安全等の観点から、地震や台風等の非常時を想
定した連絡訓練や現場の安全確保訓練、復旧手順の確認訓練が必要。

◆また、停電時には開閉器等の操作が必要な場合もあるため、以下の項目は必ず必要。
①非常時における統括電気主任技術者との連絡体制及び方法並びに指揮命令系統
②非常事態が発生した場合の現場の安全確保
③遮断器等の操作手順 被統括事業場6まで

（７）主任技術者制度の解釈及び運用（内規）の一部改正について
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（１）ソーラーカーポートを設置する際の電気事業法上の技術基準について

40

➢ 小出力発電設備（太陽電池50kW未満、風力20kW未満）
の所有者（設置者）は、電気主任技術者の専任や保安規程
の届出が免除される。

➢ 他方で、経済産業省令で定める技術基準に適合させる義務
があり、当省職員による立入検査を受けることがある。立
入検査で、技術基準に適合していないことが判明した場合
は、所有者（設置者）が、自主的に補修を行っていただく
ことになる。もし、補修等を行わないまま稼働を継続した
場合は、電気事業法に基づき「技術基準適合命令」が発令
され、その事実がホームページなどで公表されることにな
る。なお、技術基準に適合していない場合は、FIT法にお
ける認定が取り消されることもあるので、十分に注意が必
要。

設備を管理する責任は、発電設備の施工業者や設備メーカー等ではなく、所有者（設置者）にある

⚫ カーポートの屋根部分に太陽電池モジュールを搭載した太陽電池発電設備は、
建築基準法の規定が適用される建物の他に、電気事業法の規定が適用される
電気工作物に該当する。

⚫ 2021年4月1日に施行された「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定め
る省令（令和3年経済産業省令第29号）に適合するものであることが法で規
程されている。



（２）NITEがスマートフォン端末用の「詳報作成支援システム」の提供開始について

⚫（独）製品評価技術基盤機構（NITE）は、新たにスマートフォン端末に対応
した小出力発電設備向け「詳報作成支援システム」の提供を開始。

⚫スマートフォン等で撮影した現場写真等を活用し、迅速かつ簡便に事故報告
書を作成・報告することが可能。

41
※NITEは2016年度より電気保安行政を支援する活動を行っている。

・電気事故が発生した場合、電気工作物の設置者は電気事業法に基づき事故報告書を作成し、経済産
業省に提出する必要がある。

・2021年4月1日の改正電気事業法の施行に伴い、小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太
陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備についても事故報告の対象になった。



⚫詳報作成支援システム
（https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/）

42

（２）NITEがスマートフォン端末用の「詳報作成支援システム」の提供開始について

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/


⚫電気事業法・電気工事士法に基づく資格に、令和4年1月1日付の申請から旧
姓使用が可能。

⚫旧姓による資格交付を希望する場合は、交付申請書の氏名を旧姓で記入。申
請にあたって住民票を提出する場合には、当該住民票に旧姓が併記されてい
ることが必要。

43

① 第一種電気主任技術者免状

② 第二種電気主任技術者免状

③ 第三種電気主任技術者免状

④ 第一種ダム水路主任技術者免状

⑤ 第二種ダム水路主任技術者免状

⑥ 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状

⑦ 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状

【電気事業法に基づく資格】 【電気工事士法に基づく資格】

① 第一種電気工事士免状

② 第二種電気工事士免状

③ 特種電気工事資格者認定証

④ 認定電気工事従事者認定証

（３）電気事業法・電気工事士法に基づく資格証に旧姓使用可能
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（４）NITEが「電気設備の事故情報公開システム」のサービス開始について

⚫（独）製品評価技術基盤機構（NITE）の、電気設備の事故詳報公表システム
（ https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search）

⚫全国の事故情報（詳報）が一元化されたデータベース（2020年4月～）

⚫抽出データはCSVファイルとしてダウンロード可能

（参考）中国四国産業保安監督部HPにも事故概要を定期的に掲載しています。

（https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jiko/jirei/jirei.htm）

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search
https://www.safety-chugoku.meti.go.jp/denki/jiko/jirei/jirei.htm
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（５）非常用発電設備等の購入者に対する規制周知について
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(

２

)

　
出
力
三

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
の
火
力
発
電
所

に
係
る
も
の

(
１

)

　
出
力
三

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
の
火
力
発
電
所

に
係
る
も
の

(

２

)

　
出
力
三

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
の
火
力
発
電
所

に
係
る
も
の

(

１

)

　
出
力
三

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満
の
火
力
発
電
所

に
係
る
も
の

(

３

)

　
出
力
九

十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト

以
上
の
火
力
発
電

所
に
係
る
も
の

(

２

)

　
出
力
三

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
九
十
万
キ
ロ

ワ
ッ
ト
未
満
の
火

力
発
電
所
に
係
る

も
の

３
　
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を

原
動
力
と
す
る
火
力
発

電
所
に
係
る
も
の

２
　
汽
力

(

地
熱
を
利

用
す
る
も
の
に
限

る
。

)

を
原
動
力
と
す

る
火
力
発
電
所
に
係
る

も
の

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

七
十
一
万
八
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
十
七
万
九
千
円
）

八
十
六
万
五
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
二
万
五
千
五
百
円
）

七
十
一
万
四
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
十
七
万
七
千
円
）

百
二
十
七
万
二
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
百
二
十
万
八
千
七
百
円
）

百
六
十
万
八
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

百
五
十
四
万
四
千
六
百
円
）

九
十
三
万
六
千
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
八
万
九
千
七
百
円
）

百
十
三
万
六
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
百
九
万
百
円
）

五
十
九
万
九
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
十
六
万
二
千
円
）

七
十
四
万
四
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
七
十
万
七
千
円
）

七
十
一
万
八
千
七
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
十
七
万
九
千
円
）

八
十
六
万
五
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
八
十
二
万
五
千
五
百
円
）

五
十
九
万
九
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
五
十
六
万
二
千
円
）



二
　
発
電
所
の
変
更
の
工

事
で
あ
っ
て
発
電
設
備
の

設
置
の
工
事
以
外
の
変
更

の
工
事
に
係
る
も
の

(

四

)

　
太
陽
電
池
発
電
所
に
係
る
工
事

(

三

)

　
燃
料
電
池
発
電
所
に
係
る
工
事

(

一

)

　
水
力
設
備

に
係
る
工
事

(

五

)

　
風
力
発
電
所
に
係
る
工
事

４
　
汽
力
及
び
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力

と
す
る
火
力
発
電
所
に
係
る
も
の

１
　
完
成
後
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以

上
の
ダ
ム
に
係
る
工
事
で
、
基
礎
地
盤
に

堤
体
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
設
し
、
又
は
堤

体
材
料
を
盛
り
立
て
よ
う
と
す
る
と
き
に

行
う
も
の

５
　
１
か
ら
４
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
以

外
の
も
の

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

十
六
万
九
千
六
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
五
万
九
千
百
円
）

二
十
一
万
四
千
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
十
万
三
千
七
百
円
）

十
二
万
七
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万
六
千
七
百
円
）

十
六
万
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

五
万
三
百
円
）

そ
れ
ぞ
れ
の
原
動
力
設
備
の
種
類
及
び
出
力
に
応
ず
る
金
額

を
合
算
し
て
得
た
額

十
三
万
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
千
二
百
円
）

十
一
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
三
千
百
円
）

十
七
万
八
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万
九
千
三
百
円
）

十
四
万
九
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
四
万
六
百
円
）

十
七
万
八
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万
九
千
三
百
円
）

十
四
万
九
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
四
万
六
百
円
）

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合



(

五

)

　
風
力
設
備
に
係
る
工
事

(

四

)

　
太
陽
電
池
設
備
に
係
る
工
事

(

三

)

　
燃
料
電
池
設
備
に
係
る
工
事

(

二

)

　
火
力
設
備

に
係
る
工
事

２
　
１
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
も
の

１
　
汽
力
又
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
を
原
動
力

と
す
る
も
の

３
　
工
事
の
計
画
に
係
る
全
て
の
工
事
が

完
了
し
た
と
き
に
行
う
も
の

２
　
完
成
後
の
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以

上
の
ダ
ム
に
係
る
工
事
で
、
ダ
ム
の
全
部

又
は
一
部
を
流
水
の
貯
留
の
用
に
供
し
よ

う
と
す
る
と
き
に
行
う
も
の

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

十
一
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
三
千
百
円
）

十
三
万
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
千
二
百
円
）

十
二
万
七
千
二
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
一
万
六
千
七
百
円
）

十
六
万
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

五
万
三
百
円
）

八
万
四
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

七
万
四
千
三
百
円
）

十
万
七
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

九
万
七
千
円
）

十
三
万
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
千
二
百
円
）

三
十
七
万
四
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
三
十
五
万
五
千
九
百
円
）

四
十
三
万
二
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

四
十
一
万
三
千
五
百
円
）

十
一
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
三
千
百
円
）

十
三
万
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
千
二
百
円
）

十
四
万
九
千
八
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
四
万
六
百
円
）

十
六
万
七
千
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
五
万
八
千
七
百
円
）



六
　
需
要
設
備
の
変
更
の
工
事
に
係
る
も
の

五
　
需
要
設
備
の
設
置
の
工
事
に
係
る
も
の

四
　
変
電
所
及
び
送
電
線
路
の
変
更
の
工
事
に
係
る
も
の

三
　
変
電
所
及
び
送
電
線
路
の
設
置
の
工
事
に
係
る
も
の

(
七

)

　
附
帯
設
備
に
係
る
工
事

(

六

)

　
電
気
設
備
に
係
る
工
事

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録

の
保
管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相

互
に
認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方

法
を
用
い
て
行
う
場
合

七
万
四
千
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

六
万
五
千
七
百
円
）

八
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

七
万
三
千
百
円
）

十
一
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
三
千
百
円
）

十
三
万
四
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

二
万
千
二
百
円
）

十
四
万
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三

万
千
百
円
）

十
七
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万
二
千
四
百
円
）

十
八
万
九
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

七
万
千
百
円
）

二
十
二
万
三
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

二
十
一
万
三
千
二
百
円
）

十
万
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
万
千

二
百
円
）

十
二
万
千
五
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

十
一
万
千
七
百
円
）

十
四
万
千
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
三

万
千
百
円
）

十
七
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
六
万
二
千
四
百
円
）

十
一
万
二
千
三
百
円
（
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
十
万
三
千
百
円
）



審
査
方
法

金
額

別
表
第
四
（
第
四
条
関
係
）

３
　
蒸
発
量
二
千
七
百
ト
ン
毎
時
以
上
の
も
の

２
　
蒸
発
量
百
五
十
ト
ン
毎
時
以
上
二
千
七
百
ト

ン
毎
時
未
満
の
も
の

１
　
蒸
発
量
百
五
十
ト
ン
毎
時
未
満
の
も
の

３
　
出
力
九
十
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
も
の

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

一
　
火
力
発
電
所
に
属
す
る

特
定
電
気
工
作
物

２
　
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
九
十
万
キ
ロ

ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

１
　
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

(

二

)

　
ボ
イ
ラ
ー

(

一

)

　
蒸
気
タ
ー

ビ
ン

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

十
七
万
九
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
円

)

区
分

三
十
三
万
七
千
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三

十
一
万
八
千
五
百
円

)

三
十
九
万
四
千
六
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三
十
七
万
六
千
円

)

十
八
万
七
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
八
千
円

)

二
十
二
万
七
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

二
十
一
万
八
千
百
円

)

十
四
万
九
千
八
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

四
万
六
百
円

)

十
七
万
九
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
円

)

三
十
九
万
四
千
六
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三
十
七
万
六
千
円

)

十
八
万
七
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
八
千
円

)

二
十
二
万
七
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

二
十
一
万
八
千
百
円

)

十
四
万
九
千
八
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

四
万
六
百
円

)



(

七

)

　
ガ
ス
化
炉
設
備

(

六

)

　
ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

(

五

)

　
液
化
ガ
ス
設
備

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

(

四

)
　
蒸
気
貯
蔵
器

(

三

)

　
独
立
加
熱
器

２
　
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
も
の

１
　
出
力
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
未
満
の
も
の

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

九
万
三
千
六
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

八
万

四
千
四
百
円

)

十
一
万
二
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

万
三
千
百
円

)

十
三
万
四
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十
二
万

千
二
百
円

)

十
四
万
九
千
八
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

四
万
六
百
円

)

十
七
万
九
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
円

)

十
一
万
二
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

万
三
千
百
円

)

十
三
万
四
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十
二
万

千
二
百
円

)

十
三
万
四
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十
二
万

千
二
百
円

)

十
一
万
二
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

万
三
千
百
円

)

十
一
万
二
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

万
三
千
百
円

)

九
万
三
千
六
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

八
万

四
千
四
百
円

)

三
十
三
万
七
千
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三

十
一
万
八
千
五
百
円

)



改
質
器

(

八

)

　
脱
水
素
設
備

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

三
　
風
力
発
電
所
に
属
す
る
特
定
電
気
工
作
物

二
　
燃
料
電
池
発
電
所
に
属

す
る
特
定
電
気
工
作
物

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

法
定
事
業
者
検
査
の
実
施
場
所
及
び
当
該
検
査
記
録
の
保

管
場
所
で
行
う
場
合

映
像
及
び
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
信
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
方
法
を
用
い

て
行
う
場
合

三
十
三
万
七
千
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三

十
万
九
千
百
円

)

三
十
九
万
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

三

十
六
万
三
千
四
百
円

)

十
四
万
九
千
八
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

四
万
六
百
円

)

十
七
万
九
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

七
万
円

)

十
八
万
七
千
二
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

六
万
八
千
七
百
円

)

二
十
二
万
四
千
七
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

二
十
万
六
千
二
百
円

)

十
一
万
二
千
三
百
円

(

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、

十

万
三
千
百
円

)



電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
関
係
手
数
料
規
則
（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

一
・
二

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

三

第
一
種
電
気
主
任

技
術
者
免
状
又
は
第

二
種
電
気
主
任
技
術

者
免
状
に
係
る
電
気

主
任
技
術
者
試
験
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
四
千
二
百
円

三

第
一
種
電
気
主
任

技
術
者
免
状
又
は
第

二
種
電
気
主
任
技
術

者
免
状
に
係
る
電
気

主
任
技
術
者
試
験
を

受
け
よ
う
と
す
る
者

一
万
二
千
八
百
円

四

第
三
種
電
気
主
任

技
術
者
免
状
に
係
る

電
気
主
任
技
術
者
試

験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

八
千
百
円

四

第
三
種
電
気
主
任

技
術
者
免
状
に
係
る

電
気
主
任
技
術
者
試

験
を
受
け
よ
う
と
す

る
者

五
千
二
百
円

五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

五

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

備
考

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
中
「
六
千
六
百

円
」
と
あ
る
の
は
「
四
千
七
百
五
十
円
」
と
、

第
三
号
中
「
一
万
四
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は

「
一
万
三
千
八
百
円
」
と
、
第
四
号
中
「
八
千

百
円
」
と
あ
る
の
は
「
七
千
七
百
円
」
と
、
第

五
号
中
「
二
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
千
五

百
五
十
円
」
と
す
る
。

備
考

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
表

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
中
「
六
千
六
百

円
」
と
あ
る
の
は
「
四
千
七
百
五
十
円
」
と
、

第
三
号
中
「
一
万
二
千
八
百
円
」
と
あ
る
の
は

「
一
万
二
千
四
百
円
」
と
、
第
四
号
中
「
五
千

二
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
千
八
百
五
十
円
」

と
、
第
五
号
中
「
二
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は

「
千
五
百
五
十
円
」
と
す
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
十
八
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
事
業
法
関
係
手

数
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
三
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

山
際
大
志
郎





令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
二
号

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一
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電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
く
主
任
技
術
者
の
資
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
免
状
交
付
の
手
続
）

（
免
状
交
付
の
手
続
）

第
四
条

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
六
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
、
住
民
票
の
写
し
（
本
籍（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の
記
載

の
あ
る
も
の
に
限
る
。）そ
の
他
の
本
籍
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
確
か
め
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
戸
籍
の

抄
本
等
」
と
い
う
。）（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
を
経
由
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安

監
督
部
長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
第
五

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）並
び
に
第
一
条
第
一
項
の
学
歴
又
は
資
格
及
び
実
務
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
（
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
学
歴
に
係
る
も
の
を
提
出
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
学
校
等
が
作
成
し
た
様
式
第
七
の
単
位
取
得
証
明
書
）
を
添
え
、
産
業
保
安
監
督
部
長
を
経
由
し

て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

様
式
第
六
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
（
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て

は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
）
の

記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）並
び
に
第
一
条
第
一
項
の
学
歴
又
は
資
格
及
び
実
務
の
経
験
を
有
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
学
歴
に
係
る
も
の
を
提
出

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
学
校
等
が
作
成
し
た
様
式
第
七
の
単
位
取
得
証
明
書
）
を
添
え
、
産
業
保
安
監
督
部

長
を
経
由
し
て
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
指
定
試

験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
電
気
主
任
技
術
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。）は
、
様
式
第
六
の

二
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
等（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

経
済
産
業
大
臣
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大

臣
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
次
項
本
文
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
試
験
結

果
通
知
書
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
指
定
試

験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
電
気
主
任
技
術
者
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。）は
、
様
式
第
六
の

二
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
及
び
試
験
結
果
通
知
書
を
添
え
、
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
電
気
主
任
技
術
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
に
よ
り
主
任
技
術
者
免

状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
三
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
等
及

び
試
験
結
果
通
知
書
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
大
臣
が

法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
交
付
事
務
の
委
託
を
行
う
場
合
は
、
様
式
第
六
の
四
の
主
任

技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試

験
機
関
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
指
定
試
験
機
関
が
提

出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）及
び
試
験
結
果
通
知
書
を
添
え
、
指
定
試
験
機
関

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
試
験
機
関
が
そ
の
試
験
事
務
を
行
う
電
気
主
任
技
術
者
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
に
よ
り
主
任
技
術
者
免

状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
の
三
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
又
は

住
民
票
の
写
し
及
び
試
験
結
果
通
知
書
を
添
え
、
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

経
済
産
業
大
臣
が
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
状
交
付
事
務
の
委
託
を
行
う
場
合
は
、
様
式

第
六
の
四
の
主
任
技
術
者
免
状
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
及
び
試
験
結
果
通
知
書
を
添

え
、
指
定
試
験
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
状
の
再
交
付
）

（
免
状
の
再
交
付
）

第
五
条

﹇
略
﹈

第
五
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

主
任
技
術
者
免
状
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
て
そ
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
主
任
技
術

者
免
状
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
主
任
技
術
者
免
状
再
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
等

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
任
技
術
者
免
状
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
つ
て
そ
の
再
交
付
の
申
請
を
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
主
任
技
術

者
免
状
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
主
任
技
術
者
免
状
再
交
付
申
請
書
に
戸
籍
の
抄
本
又

は
住
民
票
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



（
電
気
主
任
技
術
者
試
験
の
方
法
）

（
電
気
主
任
技
術
者
試
験
の
方
法
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

３

一
次
試
験
（
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
合
格
し
た
者
が
、
そ
の
合
格
し
た
一

次
試
験
の
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
二
年
以
内
（
経
済
産
業
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験

が
行
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
試
験
が
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属

す
る
月
ま
で
）
に
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一
の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る

技
術
者
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
一
次
試
験
を
免
除
す
る
。

３

一
次
試
験
（
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
合
格
し
た
者
が
、
そ
の
合
格
し
た
一

次
試
験
の
行
わ
れ
た
年
の
初
め
か
ら
二
年
以
内
（
経
済
産
業
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が

行
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該

試
験
が
行
わ
れ
た
年
の
初
め
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る

月
ま
で
）
に
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一
の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
技
術

者
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
一
次
試
験
を
免
除
す
る
。

（
試
験
科
目
の
免
除
）

（
試
験
科
目
の
免
除
）

第
七
条
の
二

一
次
試
験
（
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
を
除
く
。）の
一
部
の
科
目
に
合
格
し
た

者
に
対
し
て
は
、
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
の
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
以
内
（
経
済
産
業
大
臣
が
天

災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示

し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
が
行
わ
れ
た
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最

初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
月
ま
で
）
に
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一

の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
技
術
者
試
験
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
そ
の
一
次
試
験
の
科

目
を
免
除
す
る
。

第
七
条
の
二

一
次
試
験
の
一
部
の
科
目
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
の
行
わ
れ
た

年
の
初
め
か
ら
三
年
以
内
（
経
済
産
業
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
こ

と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
が
行
わ
れ
た
年

の
初
め
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
月
ま
で
）
に
そ
の
合

格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一
の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
技
術
者
試
験
を
受
け
る
場

合
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
そ
の
一
次
試
験
の
科
目
を
免
除
す
る
。

２

一
次
試
験
（
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
一
部
の
科
目
に
合
格
し
た
者
に
対
し

て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、そ
の
申
請
に
よ
り
そ
の
一
次
試
験
の
科
目
を
免
除
す
る
。

﹇
新
設
﹈

一

そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
が
、
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
つ
て
、
当
該
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
以
内
（
経
済
産
業
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が

行
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
月
ま
で
）

に
そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一
の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
技
術
者
試
験

を
受
け
る
場
合

二

そ
の
合
格
し
た
一
次
試
験
が
、
当
該
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
二
回
目
に
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
つ
て
、
当
該
年
度
の
初
め
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
最
初
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属

す
る
月
ま
で
（
経
済
産
業
大
臣
が
天
災
そ
の
他
の
非
常
事
態
に
よ
り
試
験
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
こ
と
そ
の
他

の
特
別
の
事
情
を
考
慮
し
て
別
に
告
示
し
て
指
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験
が
行
わ
れ
た
年
度
の
初

め
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
二
回
目
に
行
わ
れ
る
試
験
の
実
施
日
の
属
す
る
月
ま
で
）
に
そ
の
合

格
し
た
一
次
試
験
に
係
る
技
術
者
試
験
と
同
一
の
種
類
の
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
技
術
者
試
験
を
受
け
る

場
合

（
技
術
者
試
験
の
実
施
）

（
技
術
者
試
験
の
実
施
）

第
八
条

技
術
者
試
験
は
、
毎
年
度
少
な
く
と
も
一
回
（
第
三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
毎
年
度
二
回
）
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
年
度
に
一
回（
第

三
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
毎
年
度
二
回
）
技
術
者
試
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条

技
術
者
試
験
は
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
り
年
に
一
回
技
術
者
試
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 



主任技術者免状の交付・再交付申請時における添付書類の緩和に関するＱＡ集
NO 質問 回答

1
本籍、氏名及び生年月日を確かめる
に足りる書類とは、具体的にどうい
うものがあるのか。

ご提出いただく書類を元に主任技術者免状が作成されるため、
申請者本人において当該書類に記載されている内容が正しい記
載になっているかご確認ください。
その上で、以下の書類が考えられます。
・薬剤師免許証のコピー
・看護師免許証のコピー
この他、一つの書類だけで本籍、氏名及び生年月日を確かめる
に足りる書類とならない場合には、例として、パスポート（本
籍、生年月日）のコピーに加え、マイナンバーカード（氏名、
生年月日）のコピー（裏面不要）又は運転免許証（氏名、生年
月日）のコピーをあわせて提出することも可能です。

2

本籍、氏名及び生年月日を確かめる
に足りる書類として、要件を満たせ
ば国家資格証のコピーが認められる
が、戸籍の抄本や住民票の写し（本
籍の記載あり）のコピーは認められ
るか。

戸籍の抄本のコピーや、住民票の写し（本籍の記載あり）のコ
ピーも認められます。

3

国家資格証には、一度取得すれば更
新が不要であり、有効期間又は有効
期限が明記されていないものがある
が、この場合の有効期間又は有効期
限の考え方を教えて欲しい。

この場合には、提出先の機関が提出を受ける日前6ヶ月以内に
作成されたものに限定されます。

4

提出先の機関が提出を受ける日前
6ヶ月以内に作成されたものとは、
具体的にはいつ以降のものに作成さ
れたものが有効になるか。

例えば、7月10日に提出先の機関が提出を受けた場合には、1月
10日以降に作成されたものが有効です。



5

本籍を変更しているが、本籍、氏名
及び生年月日を確かめるに足りる書
類として提出する書類には、変更前
の本籍が記載されているがよいか。

現在の申請者の情報が正確に記載されている書類を提出くださ
い。

6
パスポートには、本籍、生年月日及
び氏名が記載されているのではない
か。

パスポートでは、氏名の正確な漢字が確認できないため、氏名
を確認するものとしては適切ではないと考えております。



電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
免
状
の
交
付
の
申
請
）

（
免
状
の
交
付
の
申
請
）

第
六
条

﹇
略
﹈

第
六
条

﹇
略
﹈

２

都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し

そ
の
他
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
確
か
め
る
に
足
り
る
書
類
（
以
下
「
住
民
票
の
写
し
等
」
と
い
う
。）

（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効

な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認

情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
免
状
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

（
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

第
九
条
の
二

﹇
略
﹈

第
九
条
の
二

﹇
略
﹈

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の

あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も

の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）を
提

出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
交
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
住
民
票
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
認
定
証
の
書
換
え
）

（
認
定
証
の
書
換
え
）

第
九
条
の
五

﹇
略
﹈

第
九
条
の
五

﹇
略
﹈

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
書
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

産
業
保
安
監
督
部
長
は
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
証
の
書
換
え
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
同
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
認
定
証
の
書
換
え
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
書
換
え
の
理
由
を
証
明
す
る
書
類

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

様
式
第
二
中
「第
30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
、「写

し

」
を
「写

し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に

あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
中
「第

30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
の
二
中
「第

三
十
条
の
五
第
一
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
、「写

し

」
を
「写

し
等
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の

他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
産
業
保
安
監
督
部
長
が
提
出
を
受
け
る
日
前
六
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）

」
に
改
め
る
。

様
式
第
五
の
四
中
「第

30条
の
５
第
１
項

」
を
「第

30条
の
６
第
１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
三
号

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一





電気工事士法に基づく資格の交付申請時における添付書類の緩和に関するＱＡ集
NO 質問 回答

1
住所、氏名及び生年月日を確か
めるに足りる書類とは、具体的
にどういうものがあるのか。

ご提出いただく書類を元に資格証が作成されるため、
申請者本人において当該書類に記載されている内容が
正しい記載になっているかご確認ください。
その上で、以下の書類のコピーが考えられます。
・マイナンバーカード（裏面不要）
・運転免許証
・住民票記載事項証明書　など
が想定されます。
ただし、書類作成後、パスポートや健康保険証等のよ
うに、申請者本人が、住所、氏名又は生年月日のいず
れかを発行後、自ら記入・修正するようなものについ
ては適当ではありません。
この他、適当でないものの例としては、民間が発行す
る会員証等が考えられます。

2

住所、氏名及び生年月日を確か
めるに足りる書類として、マイ
ナンバーカードや運転免許証等
のコピーが考えられるとのこと
であるが、住民票の写しのコ
ピーを提出することでもよい
か。

住民票の写しのコピーを提出いただくことでも問題あ
りません。

3

国家資格証には、一度取得すれ
ば更新が不要であり、有効期間
又は有効期限が明記されていな
いものがあるが、この場合の有
効期間又は有効期限の考え方を
教えて欲しい。

この場合には、提出先の機関が提出を受ける日前6ヶ月
以内に作成されたものに限定されます。



4

提出先の機関が提出を受ける日
前6ヶ月以内に作成されたもの
とは、具体的にはいつ以降のも
のに作成されたものが有効にな
るか。

例えば、7月10日に提出先の機関が提出を受けた場合に
は、1月10日以降に作成されたものが有効です。

5

住所を変更しているが、住所、
氏名及び生年月日を確かめるに
足りる書類として提出する書類
には、変更前の住所が記載され
ていてもよいか。

現在の申請者の情報が正確に記載されている書類を提
出ください。

6
マイナンバーカードのコピーを
提出する場合、裏面もコピーす
る必要があるか。

マイナンバーカードの場合には、表面だけで住所、氏
名及び生年月日を確認可能ですので、個人番号が記載
されている裏面のコピーは不要です。



1 

 

電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（内規）（２０２１０３１９保局第１号）の一部を改正する規程 

新旧対照表 
 

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  

改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

制定 ２０２１０３１９保局第１号 

 令和３年 ３ 月 ３ １ 日 

一部改正 ２０２２０３２８保局第２号 

令 和 ４ 年  ４ 月  １ 日 

 

 電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（内規） 

 

 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 太田 雄彦  

 

 電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号。以下「規則」という。）第３条

は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第１０６条の規定に基

づき、事業用電気工作物において、感電等による死傷、電気火災、主要電気工作物の破損、

供給支障、ダムによって貯留された流水の異常放流、その他社会的影響の大きい事故が発生

したとき、その施設を管理する電気事業者（法第３８条第３項各号に掲げる事業を営む者に

限る。以下同じ。）又は法第３８条第３項に規定する自家用電気工作物を設置する者（以下

「自家用電気工作物設置者」という。）に対し、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督部長に電気事故に関する報告義務を課すとともに、その報告の範

囲、方法等について定めている。 

 

（略） 

 

【第３条第１項第４号、第５号】主要電気工作物の破損事故 

四 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「主要電気工作物」：規則第１条第２項第３号に掲げているものをいう。主要

２０２１０３１９保局第１号 

 令和３年 ３ 月 ３ １ 日 

 

 

 

 電気関係報告規則第３条及び第３条の２の運用について（内規） 

 

 経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 太田 雄彦  

 

 電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４号。以下「規則」という。）第３条

は、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号。以下「法」という。）第１０６条の規定に基

づき、事業用電気工作物において、感電等による死傷、電気火災、主要電気工作物の破損、

供給支障、ダムによって貯留された流水の異常放流、その他社会的影響の大きい事故が発生

したとき、その施設を管理する電気事業者（法第３８条第３項各号に掲げる事業を営む者に

限る。以下同じ。）又は法第３８条第３項に規定する自家用電気工作物を設置する者（以下

「自家用電気工作物設置者」という。）に対し、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所

を管轄する産業保安監督部長に電気事故に関する報告義務を課すとともに、その報告の範

囲、方法等について定めている。 

 

（略） 

 

【第３条第１項第４号、第５号】主要電気工作物の破損事故 

四 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「主要電気工作物」：規則第１条第２項第４号に掲げているものをいう。主要
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改正後 改正前 

電気工作物は、発電所等の運転、維持又は保安対策上必要不可欠な電気工作物

として定めているものであり、工事計画認可又は届出が必要な電気工作物を基

本としている。同項第３号に規定しているとおり、主要電気工作物は、別に告

示する（平成２８年経済産業省告示第２３８号）「主設備」から構成されてい

る。 

② 「破損事故」：規則第１条第２項第５号に掲げるものをいい、電気工作物が変

形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電

気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、「直ちに、その運転が停止し、

若しくはその運転を停止しなければならなくなること」又は「その使用が不可

能となり、若しくはその使用を中止すること」をいう。 

③～⑤ （略） 

 

（３） （略） 

 

【第３条第１項第６号】発電支障事故 

六 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「発電支障事故」：規則第１条第２項第１０号に掲げる「発電所の電気工作

物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操

作しないことにより当該発電所の発電設備が直ちに運転が停止し、又はその運

転を停止しなければならなくなること」をいい、例えば、以下の事故が挙げら

れる。 

イ～ト （略） 

②・③ （略） 

④ 発電支障事故の対象とする電気工作物は、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、

及び運用する電線路その他の電気工作物に電線路に接続し、かつ、専ら発電事業の用に

供するための発電設備（単一の発電設備の出力が１０万キロワット以上であるものに限

る。）を対象とする。 

 

（３） （略） 

電気工作物は、発電所等の運転、維持又は保安対策上必要不可欠な電気工作物

として定めているものであり、工事計画認可又は届出が必要な電気工作物を基

本としている。同項第４号に規定しているとおり、主要電気工作物は、別に告

示する（平成２８年経済産業省告示第２３８号）「主設備」から構成されてい

る。 

② 「破損事故」：規則第１条第２項第６号に掲げるものをいい、電気工作物が変

形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電

気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、「直ちに、その運転が停止し、

若しくはその運転を停止しなければならなくなること」又は「その使用が不可

能となり、若しくはその使用を中止すること」をいう。 

③～⑤ （略） 

 

（３） （略） 

 

【第３条第１項第６号】発電支障事故 

六 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「発電支障事故」：規則第１条第２項第１１号に掲げる「発電所の電気工作

物の故障、損傷、破損、欠陥又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操

作しないことにより当該発電所の発電設備が直ちに運転が停止し、又はその運

転を停止しなければならなくなること」をいい、例えば、以下の事故が挙げら

れる。 

イ～ト （略） 

②・③ （略） 

④ 発電支障事故の対象とする電気工作物は、一般送配電事業者が維持し、及び運用

する電線路その他の電気工作物に電線路に接続し、かつ、専ら発電事業の用に供

するための発電設備（単一の発電設備の出力が１０万キロワット以上であるもの

に限る。）を対象とする。 

 

（３） （略） 



 

3 

 

改正後 改正前 

 

【第３条第１項第７号、第８号】供給支障事故 

七・八 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「供給支障事故」：規則第１条第２項第７号に掲げる「破損事故又は電気工作物

の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作

物を管理する者を除く。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制

限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の

停止が終了した場合を除く。」ことをいう。 

イ～ハ （略） 

ニ 規則第１条第２項第７号中「当該電気工作物を管理する者を除く。」とあるの

は、自家用電気工作物に事故があって、その事故による支障が電気事業者に波及

したことにより、当該自家用電気工作物設置者への電気の供給が停止又は使用

が制限された場合には、それは供給支障とはみなさないという意味である。す

なわち、専用線で受電している自家用電気工作物設置者の場合、自家用構内の事

故のため、一般送配電事業者又は配電事業者の変電所の引出口遮断器がトリッ

プして停電しても、これは供給支障事故とはみなさない。 

② 「供給支障電力」：規則第１条第２項第８号に掲げている「供給支障事故が発生

した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を

制限する直前と直後との供給電力の差」をいう。 

イ～ハ （略） 

③ 「供給支障時間」：規則第１条第２項第９号に掲げる「供給支障事故が発生し

た時から、電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間」をい

う。なお、規則第３条第１項第７号又は第８号に掲げる供給支障電力を一旦超

過した供給支障事故は、当該供給支障電力を超過した時間から、当該供給支障

が解消されたときまでの時間を、供給支障時間という。ただし、配電線路に係

る供給支障事故については、当該配電線路の発電所又は変電所の引出口遮断器

が投入されたときに、当該配電線路に係る供給支障が終了したものとのとみな

す。 

 

 

【第３条第１項第７号、第８号】供給支障事故 

七・八 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「供給支障事故」：規則第１条第２項第８号に掲げる「破損事故又は電気工作物

の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該電気工作

物を管理する者を除く。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制

限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の

停止が終了した場合を除く。」ことをいう。 

イ～ハ （略） 

ニ 規則第１条第２項第８号中「当該電気工作物を管理する者を除く。」とあるの

は、自家用電気工作物に事故があって、その事故による支障が電気事業者に波及

したことにより、当該自家用電気工作物設置者への電気の供給が停止又は使用

が制限された場合には、それは供給支障とはみなさないという意味である。す

なわち、専用線で受電している自家用電気工作物設置者の場合、自家用構内の事

故のため、一般送配電事業者の変電所の引出口遮断器がトリップして停電して

も、これは供給支障事故とはみなさない。 

② 「供給支障電力」：規則第１条第２項第９号に掲げている「供給支障事故が発生

した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を

制限する直前と直後との供給電力の差」をいう。 

イ～ハ （略） 

③ 「供給支障時間」：規則第１条第２項第１０号に掲げる「供給支障事故が発生

した時から、電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間」をい

う。なお、規則第３条第１項第７号又は第８号に掲げる供給支障電力を一旦超

過した供給支障事故は、当該供給支障電力を超過した時間から、当該供給支障

が解消されたときまでの時間を、供給支障時間という。ただし、配電線路に係

る供給支障事故については、当該配電線路の発電所又は変電所の引出口遮断器

が投入されたときに、当該配電線路に係る供給支障が終了したものとのとみな

す。 
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改正後 改正前 

（３） （略） 

 

【第３条第１項第９号、第１０号、第１１号】他者への波及事故 

九・十 （略） 

十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、配電事業者の配電事業

の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物

と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損事故又は自家用電

気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、配

電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故 

（１）目的 

一般送配電事業者間、配電事業者間、一般送配電事業者及び配電事業者間又は発電事

業者から他の電気事業者への波及事故を規定したものであり、例えば、大規模発電所が

脱落したり、基幹系送電系統を通じた電気事故の波及により大規模な供給支障を誘発し

たりするおそれがある。このため、電気事業者相互の協調のあり方等を検討する必要か

ら、電気事業者から報告を求めるものである（規則第３条第１項第９号及び第１０

号）。一方、自家用電気工作物設置者については、その数も多く、自社の電気事故が他

の電気事業者に波及しないよう、受電設備の保守、管理及び電気事業者と自家用電気工

作物設置者との相互の協調のあり方等を検討する必要があるため、電圧３，０００ボル

ト以上の電圧で受電する自家用電気工作物設置者から報告を求めるものである（規則第

３条第１項第１１号）。 

 

（２）運用上の留意点 

① 電気事故は、本来、事故を発生させた側に責任があることが原則であり、発生

した事故は設置者自身の施設内に留めるのが原則であることから、各種保護装

置や遮断器を設置して波及事故防止対策を講じている。しかしながら、当該装

置等が有効に機能しなかった場合など波及事故が発生した場合は、発端となっ

た事故を発生させた電気事業者又は自家用電気工作物設置者から報告を求め

る。ただし、一般送配電事業又は配電事業の用に供する配電線路等が自動的に

再閉路に成功した場合を除く。 

② （略） 

③ 災害時等における緊急的な送電措置として地域独立系統の運用が行われる。地

域独立系統内において系統側と需要側の保護協調を維持した運用ができない状

（３） （略） 

 

【第３条第１項第９号、第１０号、第１１号】他者への波及事故 

九・十 （略） 

十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特

定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家

用電気工作物の破損事故又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作し

ないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故 

 

（１）目的 

一般送配電事業者間又は発電事業者から他の電気事業者への波及事故を規定したもの

であり、例えば、大規模発電所が脱落したり、基幹系送電系統を通じた電気事故の波及

により大規模な供給支障を誘発したりするおそれがある。このため、電気事業者相互の

協調のあり方等を検討する必要から、電気事業者から報告を求めるものである（規則第

３条第１項第９号及び第１０号）。一方、自家用電気工作物設置者については、その数

も多く、自社の電気事故が他の電気事業者に波及しないよう、受電設備の保守、管理及

び電気事業者と自家用電気工作物設置者との相互の協調のあり方等を検討する必要があ

るため、電圧３，０００ボルト以上の電圧で受電する自家用電気工作物設置者から報告

を求めるものである（規則第３条第１項第１１号）。 

 

 

（２）運用上の留意点 

① 電気事故は、本来、事故を発生させた側に責任があることが原則であり、発生

した事故は設置者自身の施設内に留めるのが原則であることから、各種保護装

置や遮断器を設置して波及事故防止対策を講じている。しかしながら、当該装

置等が有効に機能しなかった場合など波及事故が発生した場合は、発端となっ

た事故を発生させた電気事業者又は自家用電気工作物設置者から報告を求め

る。ただし、一般送配電事業の用に供する配電線路等が自動的に再閉路に成功

した場合を除く。 

② （略） 

（新設） 
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改正後 改正前 

況における波及事故については、報告の対象からは除く。 

 

【第３条の２第１項第４号】主要電気工作物の破損事故 

四 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「主要電気工作物」：規則第１条第２項第３号に掲げているものをいい、別に

告示する（平成２８年経済産業省告示第２３８号）「主設備」から構成されてい

る。 

② 「破損事故」：規則第１条第２項第５号に掲げるものをいい、電気工作物が変

形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電

気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、「直ちに、その運転が停止し、

若しくはその運転を停止しなければならなくなること」又は「その使用が不可

能となり、若しくはその使用を中止すること」をいう。 

③～⑤ （略） 

 

（３） （略） 

 

 

 

【第３条の２第１項第４号】主要電気工作物の破損事故 

四 （略） 

（１） （略） 

 

（２）語句・文章の解釈 

① 「主要電気工作物」：規則第１条第２項第４号に掲げているものをいい、別に

告示する（平成２８年経済産業省告示第２３８号）「主設備」から構成されてい

る。 

② 「破損事故」：規則第１条第２項第６号に掲げるものをいい、電気工作物が変

形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該電

気工作物の機能が低下又は喪失したことにより、「直ちに、その運転が停止し、

若しくはその運転を停止しなければならなくなること」又は「その使用が不可

能となり、若しくはその使用を中止すること」をいう。 

③～⑤ （略） 

 

（３） （略） 

 

 

附 則（20220328保局第 2号） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

（別紙） 

○電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第 4号）の一部を改正する規程 新旧対照表 

（次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。改正後欄に二

重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するも

のを掲げていないものは、これを削る。） 

NHEA0982
テキストボックス
資料－４



 

改正後 改正前 

制定 20130215商局第 4号 平成 25年 3月 14日付け  

改正 20130318商局第 5号 平成 25年 5月 20日付け  

改正 20130510商局第 1号 平成 25年 5月 31日付け  

改正 20130925商局第 1号 平成 25年 10月 7日付け  

改正 20131213商局第 1号 平成 25年 12月 24日付け 

改正 20140626商局第 2号 平成 26年 7月 18日付け  

改正 20151124商局第 2号 平成 27年 12月 3日付け  

改正 20160309商局第 2号 平成 28年 4月 1日付け   

改正 20160418商局第 7号 平成 28年 5月 25日付け  

改正 20160826商局第 1号 平成 28年 9月 13日付け  

改正 20160905商局第 2号 平成 28年 9月 23日付け  

改正 20170803保局第 1号 平成 29年 8月 14日付け  

改正 20180824保局第 2号 平成 30年 10月 1日付け  

改正 20200220保局第 1号 令和 2年 2月 25日付け   

改正 20200511保局第 2号 令和 2年 5月 13日付け   

改正 20200527保局第 2号 令和 2年 6月 1日付け    

改正 20200806保局第 3号 令和 2年 8月 12日付け   

改正 20210317保局第 1号 令和 3年 3月 31日付け   

改正 20210524保局第 1号 令和 3年 5月 31日付け   

改正 20220328保局第 1号 令和 4年 4月 1日付け   

 

 

電気設備の技術基準の解釈 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

目次～第 8条 （略） 

制定 20130215商局第 4号 平成 25年 3月 14日付け  

改正 20130318商局第 5号 平成 25年 5月 20日付け  

改正 20130510商局第 1号 平成 25年 5月 31日付け  

改正 20130925商局第 1号 平成 25年 10月 7日付け  

改正 20131213商局第 1号 平成 25年 12月 24日付け 

改正 20140626商局第 2号 平成 26年 7月 18日付け  

改正 20151124商局第 2号 平成 27年 12月 3日付け  

改正 20160309商局第 2号 平成 28年 4月 1日付け   

改正 20160418商局第 7号 平成 28年 5月 25日付け  

改正 20160826商局第 1号 平成 28年 9月 13日付け  

改正 20160905商局第 2号 平成 28年 9月 23日付け  

改正 20170803保局第 1号 平成 29年 8月 14日付け  

改正 20180824保局第 2号 平成 30年 10月 1日付け  

改正 20200220保局第 1号 令和 2年 2月 25日付け   

改正 20200511保局第 2号 令和 2年 5月 13日付け   

改正 20200527保局第 2号 令和 2年 6月 1日付け    

改正 20200806保局第 3号 令和 2年 8月 12日付け   

改正 20210317保局第 1号 令和 3年 3月 31日付け   

改正 20210524保局第 1号 令和 3年 5月 31日付け   

 

 

 

電気設備の技術基準の解釈 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

目次～第 8条 （略） 



 

改正後 改正前 

 

【低圧ケーブル】（省令第 6条、第 21条、第 57条第 1項） 

第 9条 （略） 

2・3 （略） 

4 前項各号に規定する性能を満足する MIケーブルの規格は、第 3条及

び次の各号のとおりとする。 

一～三 （略） 

四 銅管は、次に適合するものであること。 

イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「銅及び銅合金の継目無管」の「適用」の欄に規定する

ものであること。 

ロ （略） 

五 （略） 

5 （略） 

 

【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】（省令第 5条第 2項） 

第 15条 高圧又は特別高圧の電路（第 13条各号に掲げる部分、次条に

規定するもの及び直流電車線を除く。）は、次の各号のいずれかに適

合する絶縁性能を有すること。 

 一～三 （略） 

四 特別高圧の電路においては、民間規格評価機関として日本電気技

術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」

の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであ

ること。 

 

【機械器具等の電路の絶縁性能】（省令第 5条第 2項、第 3項） 

第 16条 変圧器（放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧

器、試験用変圧器、計器用変成器、第 191条第 1項に規定する電気集

 

【低圧ケーブル】（省令第 6条、第 21条、第 57条第 1項） 

第 9条 （略） 

2・3 （略） 

4 第 3項各号に規定する性能を満足する MIケーブルの規格は、第 3条

及び次の各号のとおりとする。 

一～三 （略） 

四 銅管は、次に適合するものであること。 

イ 日本産業規格 JIS H 3300（2009）「銅及び銅合金の継目無管」

に規定する銅及び銅合金の継目無管の C 1100、C 1201又は C 1220

であること。 

ロ （略） 

五 （略） 

5 （略） 

 

【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】（省令第 5条第 2項） 

第 15条 高圧又は特別高圧の電路（第 13条各号に掲げる部分、次条に

規定するもの及び直流電車線を除く。）は、次の各号のいずれかに適

合する絶縁性能を有すること。 

 一～三 （略） 

四 特別高圧の電路においては、日本電気技術規格委員会規格 JESC 

E7001（2018）「電路の絶縁耐力の確認方法」の「３．１ 特別高圧

の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認したものであ

ること。 

 

【機械器具等の電路の絶縁性能】（省令第 5条第 2項、第 3項） 

第 16条 変圧器（放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧

器、試験用変圧器、計器用変成器、第 191条第 1項に規定する電気集



 

改正後 改正前 

じん応用装置用の変圧器、同条第 2項に規定する石油精製用不純物除

去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この

章において同じ。）の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性

能を有すること。 

 一 （略） 

二 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格

である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方

法により絶縁耐力を確認したものであること。 

2～5 （略） 

6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器

その他の器具（第 1項から前項までに規定するもの及び使用電圧が低

圧の電気使用機械器具（第 142条第九号に規定するものをいう。）を

除く。以下この項において「器具等」という。）の電路並びに発電所

又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具

の接続線及び母線（電路を構成するものに限る。）は、次の各号のい

ずれかに適合する絶縁性能を有すること。 

一・二 （略） 

三 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格

である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方

法により絶縁耐力を確認したものであること。 

四・五 （略） 

 

【工作物の金属体を利用した接地工事】（省令第 11条） 

第 18条 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建

物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体（以下この条に

おいて「鉄骨等」という。）を、前条第 1項から第 4項までに規定す

る接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合に

は、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するととも

じん応用装置用の変圧器、同条第 2項に規定する石油精製用不純物除

去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この

章において同じ。）の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性

能を有すること。 

 一 （略） 

二 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001（2018）「電路の絶縁耐

力の確認方法」の「３．２ 変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」に

より絶縁耐力を確認したものであること。 

2～5 （略） 

6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器

その他の器具（第 1項から第 5項までに規定するもの及び使用電圧が

低圧の電気使用機械器具（第 142条第九号に規定するものをいう。）

を除く。以下この項において「器具等」という。）の電路並びに発電

所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器

具の接続線及び母線（電路を構成するものに限る。）は、次の各号の

いずれかに適合する絶縁性能を有すること。 

一・二 （略） 

三 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7001（2018）「電路の絶縁耐

力の確認方法」の「３．３ 器具等の電路の絶縁耐力の確認方法」に

より絶縁耐力を確認したものであること。 

四・五 （略） 

 

【工作物の金属体を利用した接地工事】（省令第 11条） 

第 18条 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建

物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体（以下この条に

おいて「鉄骨等」という。）を、第 17条第 1項から第 4項までに規定

する接地工事その他の接地工事に係る共用の接地極に使用する場合に

は、建物の鉄骨又は鉄筋コンクリートの一部を地中に埋設するととも



 

改正後 改正前 

に、等電位ボンディング（導電性部分間において、その部分間に発生

する電位差を軽減するために施す電気的接続をいう。）を施すこと。

また、鉄骨等を A種接地工事又は B種接地工事の接地極として使用す

る場合には、更に次の各号により施設すること。なお、これらの場合

において、鉄骨等は、接地抵抗値によらず、共用の接地極として使用

することができる。 

 一～三 （略） 

四 第一号、第二号及び前号の規定における 1線地絡電流が流れた場

合の接触電圧を推定するために用いる接地抵抗値は、実測値又は民

間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格であ

る「病院電気設備の安全基準」の「適用」の欄に規定する要件によ

ること。 

2・3 （略） 

 

【電気機械器具の熱的強度】（省令第 8条） 

第 20条 電路に施設する変圧器、遮断器、開閉器、電力用コンデンサ又

は計器用変成器その他の電気機械器具は、民間規格評価機関として日

本電気技術規格委員会が承認した規格である「電気機械器具の熱的強

度の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により熱的強度を確認

したとき、通常の使用状態で発生する熱に耐えるものであること。 

 

【変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27 

条の 2）  

第 31条 （略） 

2 測定装置は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認

した規格である「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに 1Hz～100kHz

の交流磁界及び交流電界の測定－第１部：測定器に対する要求事項」

の「適用」の欄に規定するものであること。  

に、等電位ボンディング（導電性部分間において、その部分間に発生

する電位差を軽減するために施す電気的接続をいう。）を施すこと。

また、鉄骨等を A種接地工事又は B種接地工事の接地極として使用す

る場合には、更に次の各号により施設すること。なお、これらの場合

において、鉄骨等は、接地抵抗値によらず、共用の接地極として使用

することができる。 

一～三 （略） 

四 第一号、第二号及び第三号の規定における 1線地絡電流が流れた

場合の接触電圧を推定するために用いる接地抵抗値は、実測値又は

日本産業規格 JIS T 1022（2006）「病院電気設備の安全基準」の

「附属書（参考）建築構造体の接地抵抗の計算」によること。 

 

2・3 （略） 

 

【電気機械器具の熱的強度】（省令第 8条） 

第 20条 電路に施設する変圧器、遮断器、開閉器、電力用コンデンサ又

は計器用変成器その他の電気機械器具は、日本電気技術規格委員会規

格 JESC E7002（2018）「電気機械器具の熱的強度の確認方法」の規定

により熱的強度を確認したとき、通常の使用状態で発生する熱に耐え

るものであること。 

 

【変圧器等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27 

条の 2）  

第 31条 （略） 

2 測定装置は、日本産業規格 JIS C 1910（2004）「人体ばく露を考慮

した低周波磁界及び電界の測定－測定器の特別要求事項及び測定の手

引き」に適合する 3軸のものであること。  

 



 

改正後 改正前 

3 （略） 

 

【高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等】（省令第 

14 条） 

第 34条 （略） 

2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ（ヒューズ以外

の過電流遮断器と組み合わせて 1 の過電流遮断器として使用するもの

を除く。）は、次の各号のいずれかのものであること。 

一 （略） 

二 次に適合する高圧限流ヒューズ  

イ 構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承

認した規格である「高圧限流ヒューズ」の「適用」の欄に規定す

る要件に適合すること。 

ロ 完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が

承認した規格である「高圧限流ヒューズ」の「適用」の欄に規定

する要件に適合すること。  

3 （略） 

 

【サイバーセキュリティの確保】（省令第 15条の 2） 

第 37条の 2 省令第 15条の 2に規定するサイバーセキュリティの確保

は、次の各号によること。 

一 スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会

規格 JESC Z0003（2019）「スマートメーターシステムセキュリティ

ガイドライン」によること。配電事業者においても同規格に準じる

こと。 

二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC 

Z0004（2019）「電力制御システムセキュリティガイドライン」によ

ること。配電事業者においても同規格に準じること。 

3 （略） 

 

【高圧又は特別高圧の電路に施設する過電流遮断器の性能等】（省令第 

14 条） 

第 34条 （略） 

2 過電流遮断器として高圧電路に施設する包装ヒューズ（ヒューズ以外

の過電流遮断器と組み合わせて 1 の過電流遮断器として使用するもの

を除く。）は、次の各号のいずれかのものであること。 

一 （略） 

二 次に適合する高圧限流ヒューズ  

イ 構造は、日本産業規格 JIS C 4604（1988）「高圧限流ヒュー

ズ」の「6 構造」に適合すること。 

  

ロ 完成品は、日本産業規格 JIS C 4604（1988）「高圧限流ヒュー

ズ」の「7 試験方法」の試験方法により試験したとき、「5 性

能」に適合すること。  

3 （略） 

 

【サイバーセキュリティの確保】（省令第 15条の 2） 

第 37条の 2 省令第 15条の 2に規定するサイバーセキュリティの確保

は、次の各号によること。 

一 スマートメーターシステムにおいては、日本電気技術規格委員会

規格 JESC Z0003（2019）「スマートメーターシステムセキュリティ

ガイドライン」によること。 

 

二 電力制御システムにおいては、日本電気技術規格委員会規格 JESC 

Z0004（2019）「電力制御システムセキュリティガイドライン」によ

ること。 



 

改正後 改正前 

 

【変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27 

条の 2）  

第 39条 （略） 

2 測定装置は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認

した規格である「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに 1Hz～100kHz

の交流磁界及び交流電界の測定－第１部：測定器に対する要求事項」

の「適用」の欄に規定するものであること。  

3 （略） 

 

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】（省令第 33条） 

第 40条 ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧

縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所及びガス絶縁機器又は

圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力

以下の圧力で作動するとともに、民間規格評価機関として日本電気

技術規格委員会が承認した規格である「安全弁」に適合する安全弁

を設けること。 

三・四 （略） 

2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次

の各号によること。 

一 （略） 

二 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。 

イ 材料、材料の許容応力及び構造は、民間規格評価機関として日

本電気技術規格委員会が承認した規格である「圧力容器の構造－

一般事項」に準じること。 

ロ・ハ （略） 

 

【変電所等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27 

条の 2）  

第 39条 （略） 

2 測定装置は、日本産業規格 JIS C 1910（2004）「人体ばく露を考慮

した低周波磁界及び電界の測定－測定器の特別要求事項及び測定の手

引き」に適合する 3 軸のものであること。  

 

3 （略） 

 

【ガス絶縁機器等の圧力容器の施設】（省令第 33条） 

第 40条 ガス絶縁機器等に使用する圧力容器は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 ガス圧縮機を有するものにあっては、ガス圧縮機の最終段又は圧

縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所及びガス絶縁機器又は

圧縮絶縁ガスを通じる管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力

以下の圧力で作動するとともに、日本産業規格 JIS B 8210（2009）

「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。 

 

三・四 （略） 

2 開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置に使用する圧力容器は、次

の各号によること。 

一 （略） 

二 空気タンクは、前号の規定に準じるほか、次によること。 

イ 材料、材料の許容応力及び構造は、日本産業規格 JIS B 8265

（2010）「圧力容器の構造－一般事項」に準じること。 

 

ロ・ハ （略） 



 

改正後 改正前 

三・四 （略） 

五 空気圧縮機の最終段又は圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇

所及び空気タンク又は、圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所

には最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、民間規格評価機

関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「安全弁」

に適合する安全弁を設けること。ただし、圧力 1MPa未満の圧縮空気

装置にあっては、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をも

ってこれに替えることができる。 

六・七 （略） 

3 （略） 

 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第 4条） 

第 46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線（電気機械器

具内の電線を除く。）は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者

以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号

に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この

限りでない。 

一～五 （略） 

六 完成品は、次に適合するものであること。  

イ～二 （略） 

ホ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「プラスチック－実験室光源による暴露試験方法 第 1

部：通則」及び日本産業規格 JIS K 7350-2（2008）「プラスチッ

ク－実験室光源による暴露試験方法－第 2部：キセノンアークラ

ンプ」の試験方法により試験したとき、クラックが生じないこ

と。  

ヘ・ト （略） 

 

三・四 （略） 

五 空気圧縮機の最終段又は圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇

所及び空気タンク又は、圧縮空気を通じる管のこれに近接する箇所

には最高使用圧力以下の圧力で作動するとともに、日本産業規格 

JIS B 8210（2009）「蒸気用及びガス用ばね安全弁」に適合する安

全弁を設けること。ただし、圧力 1MPa未満の圧縮空気装置にあって

は、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全装置をもってこれに替

えることができる。 

六・七 （略） 

3 （略） 

 

【太陽電池発電所等の電線等の施設】（省令第 4条） 

第 46条 太陽電池発電所に施設する高圧の直流電路の電線（電気機械器

具内の電線を除く。）は、高圧ケーブルであること。ただし、取扱者

以外の者が立ち入らないような措置を講じた場所において、次の各号

に適合する太陽電池発電設備用直流ケーブルを使用する場合は、この

限りでない。 

一～五 （略） 

六 完成品は、次に適合するものであること。  

イ～二 （略） 

ホ 日本産業規格 JIS K 7350-1（1995）「プラスチック－実験室光

源による暴露試験方法 第 1部：通則」及び日本産業規格 JIS K 

7350-2（2008）「プラスチック－実験室光源による暴露試験方法

－第 2部：キセノンアークランプ」の試験方法により試験したと

き、クラックが生じないこと。 

 

ヘ・ト （略） 

 



 

改正後 改正前 

【常時監視をしない発電所の施設】（省令第 46条第 2項） 

第 47条の 2 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監

視をしない発電所は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 第 3項から第 6項まで、第 8項、第 9項及び第 11項の規定におけ

る「随時巡回方式」は、次に適合するものであること。 

イ （略） 

ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合する

ものであること。 

(イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者又は

配電事業者が電気を供給する需要場所（当該発電所と同一の構

内又はこれに準ずる区域にあるものを除く。）が停電しないこ

と。 

(ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者又は

配電事業者が運用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障

を及ぼさないこと。 

ハ （略） 

三・四 （略） 

2～10 （略） 

11 第 1項に規定する発電所のうち、工事現場等に施設する移動用発電

設備（貨物自動車等に設置されるもの又は貨物自動車等で移設して使

用することを目的とする発電設備をいう。）であって、随時巡回方式

により施設するものは、次の各号によること。 

一～五 （略） 

六 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統と電気的に

接続しないこと。 

七～十 （略） 

 

【常時監視をしない発電所の施設】（省令第 46条第 2項） 

第 47条の 2 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監

視をしない発電所は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 第 3項から第 6項まで、第 8項、第 9項及び第 11項の規定におけ

る「随時巡回方式」は、次に適合するものであること。 

イ （略） 

ロ 発電所は、電気の供給に支障を及ぼさないよう、次に適合する

ものであること。 

(イ) 当該発電所に異常が生じた場合に、一般送配電事業者が電

気を供給する需要場所（当該発電所と同一の構内又はこれに準

ずる区域にあるものを除く。）が停電しないこと。 

 

(ロ) 当該発電所の運転又は停止により、一般送配電事業者が運

用する電力系統の電圧及び周波数の維持に支障を及ぼさないこ

と。 

ハ （略） 

三・四 （略） 

2～10 （略） 

11 第 1項に規定する発電所のうち、工事現場等に施設する移動用発電

設備（貨物自動車等に設置されるもの又は貨物自動車等で移設して使

用することを目的とする発電設備をいう。）であって、随時巡回方式

により施設するものは、次の各号によること。 

一～五 （略） 

六 一般送配電事業者が運用する電力系統と電気的に接続しないこ

と。 

七～十 （略） 

 



 

改正後 改正前 

【電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27条

の 2）  

第 50条 （略） 

2 測定装置は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認

した規格である「人体ばく露を考慮した直流磁界並びに 1Hz～100kHz

の交流磁界及び交流電界の測定－第１部：測定器に対する要求事項」

の「適用」の欄に規定するものであること。 

3 （略） 

 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第 32 条第 1 項）  

第 56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各

号のいずれかに適合するものであること。  

一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

イ （略）  

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 

(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「一般構造用圧 延鋼材」の「適用」の欄に規定す

るもの 

(ロ) （略） 

ハ （略） 

二・三 （略） 

四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格

は、次のとおりとする。  

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定す

るものを管状に溶接したもの  

 

【電線路からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止】（省令第 27条

の 2）  

第 50条 （略） 

2 測定装置は、日本産業規格 JIS C 1910（2004）「人体ばく露を考慮

した低周波磁界及び電界の測定－測定器の特別要求事項及び測定の手

引き」に適合する 3 軸のものであること。 

 

3 （略） 

 

【鉄筋コンクリート柱の構成等】（省令第 32 条第 1 項）  

第 56条 電線路の支持物として使用する鉄筋コンクリート柱は、次の各

号のいずれかに適合するものであること。  

一 次に適合する材料で構成されたものであること。 

イ （略）  

ロ 形鋼、平鋼及び棒鋼は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧 延鋼

材」に規定する一般構造用圧延鋼材のうち SS400 又 は SS490  

 

(ロ） （略） 

ハ （略） 

二・三 （略） 

四 第三号に規定する性能を満足する複合鉄筋コンクリート柱の規格

は、次のとおりとする。  

イ 鋼管は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3101（2017）「一般構造用圧延鋼材」

に規定する一般構造用圧延鋼材のうち SS400、 SS490 又は 

SS540 を管状に溶接したもの  

 



 

改正後 改正前 

(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧

延鋼材を管状に溶接したもの  

(ハ)～(ホ) （略）  

ロ～ニ （略） 

 

【鉄柱及び鉄塔の構成等】（省令第 32条第 1項） 

第 57条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は、次の各号

に適合するもの又は次項の規定に適合する鋼管柱であること。 

 一 （略） 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔

を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定する

もの 

(ロ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧

延鋼材 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3114（2016）「溶接構造用耐候性熱間

圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

(ニ) 日本産業規格 JIS G 3129（2018）「鉄塔用高張力鋼鋼材」

に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材 

(ホ) （略） 

(ヘ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「「鉄塔用 690N/mm2高張力山 形鋼」の架空電線

路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用 690N/mm2高張

力山形鋼 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3106（2017）「溶接構造用圧延鋼材」

に規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの  

 

(ハ)～(ホ) （略）  

ロ～ニ （略） 

 

【鉄柱及び鉄塔の構成等】（省令第 32条第 1項） 

第 57条 架空電線路の支持物として使用する鉄柱又は鉄塔は、次の各号

に適合するもの又は第 2項の規定に適合する鋼管柱であること。 

一 （略） 

二 鉄柱（鋼板組立柱を除く。以下この条において同じ。）又は鉄塔

を構成する鋼板、形鋼、平鋼及び棒鋼は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」

に規定する一般構造用圧延鋼材のうち SS400、SS490又は SS540 

 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」

に規定する溶接構造用圧延鋼材 

 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3114（2008）「溶接構造用耐候性熱間

圧延鋼材」に規定する溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 

(ニ) 日本産業規格 JIS G 3129（2005）「鉄塔用高張力鋼鋼材」

に規定する鉄塔用高張力鋼鋼材 

(ホ) （略） 

(ヘ) 民間規格評価機関のうち日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「「鉄塔用 690N/mm2高張力山 形鋼」の架空電線

路の支持物の構成材への適用」に規定する鉄塔用 690N/mm2高張

力山形鋼 



 

改正後 改正前 

  ロ・ハ （略） 

 三 （略） 

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充て

んしたものを含む。）は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧

延鋼材を管状に溶接したもの 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3444（2016）「一般構造用炭素鋼鋼

管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK490又

は STK540 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3474（2014）「鉄塔用高張力鋼管」

（JIS G 3474（2016R）にて追補 2）に規定する鉄塔用高張力鋼

管 

ロ～ホ （略） 

五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは、日本産業規格 JIS B 1051

（2014）「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質・強度区分

を規定したボルト、小ねじ及び植込みボルト－並目ねじ及び細目ね

じ」又は JIS B 1186（2013）「摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナ

ット・平座金のセット」に規定するボルトであること。 

2 前項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものである

こと。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「一般構造用圧延鋼材」の「適用」の欄に規定するもの

を管状に溶接したもの 

  ロ・ハ （略） 

 三 （略） 

四 鉄柱又は鉄塔を構成する鋼管（コンクリート又はモルタルを充て

んしたものを含む。）は、次によること。 

イ 鋼材は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に

規定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3444（2010）「一般構造用炭素鋼鋼

管」に規定する一般構造用炭素鋼鋼管のうち STK400、STK490又

は STK540 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3474（2008）「鉄塔用高張力鋼管」

（JIS G 3474（2011）にて追補）に規定する鉄塔用高張力鋼管 

 

ロ～ホ （略） 

五 鉄柱又は鉄塔を構成するボルトは、日本産業規格 JIS B 1051

（2000）「炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質－第 1部：

ボルト、ねじ及び植込みボルト」又は JIS B 1186（1995）「摩擦接

合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット」（JIS B 1186

（2007）にて追補）に規定するボルトであること。 

2 第 1項各号の規定によらない鋼管柱は、次の各号に適合するものであ

ること。 

一 鋼管は、次のいずれかであること。 

イ 日本産業規格 JIS G 3101（2010）「一般構造用圧延鋼材」に規

定する一般構造用圧延鋼材のうち SS400、SS490又は SS540を管状

に溶接したもの 

 



 

改正後 改正前 

ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「溶接構造用圧延鋼材」に規定する溶接構造用圧延鋼材

を管状に溶接したもの 

ハ 日本産業規格 JIS G 3444（2016）「一般構造用炭素鋼鋼管」に

規定する一般構造用炭素鋼管のうち STK400、STK500又は STK490 

ニ 日本産業規格 JIS G 3445（2016）「機械構造用炭素鋼鋼管」に

規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち 13種、14種、15種、16種

又は 17種 

二～四 （略） 

 

【低高圧架空電線と植物との接近】（省令第 5条第 1項、第 29条） 

第 79条 低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等によ

り、植物に接触しないように施設すること。ただし、次の各号のいず

れかによる場合は、この限りでない。 

 一・二 （略） 

三 高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、民間規格評価機関と

して日本電気技術規格委員会が承認した規格である「耐摩耗性能を

有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法」の「適用」の欄

に規定する要件に適合する防護具に収めて施設すること。 

 

【35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差】（省令

第 28条、第 29条、第 48条第 3項） 

第 106条 （略） 

2～5 （略） 

6 特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、106-5表によること。ただ

し、特別高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、民間規格評価機

関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「耐摩耗性能

を有する「ケーブル用防護具」の構造及び試験方法」の「適用」の欄

ロ 日本産業規格 JIS G 3106（2008）「溶接構造用圧延鋼材」に規

定する溶接構造用圧延鋼材を管状に溶接したもの 

 

ハ 日本産業規格 JIS G 3444（2010）「一般構造用炭素鋼鋼管」に

規定する一般構造用炭素鋼管のうち STK400、STK500又は STK490 

ニ 日本産業規格 JIS G 3445（2010）「機械構造用炭素鋼鋼管」に

規定する機械構造用炭素鋼鋼管のうち 13種、14種、15種、16種

又は 17種 

二～四 （略） 

 

【低高圧架空電線と植物との接近】（省令第 5条第 1項、第 29条） 

第 79条 低圧架空電線又は高圧架空電線は、平時吹いている風等によ

り、植物に接触しないように施設すること。ただし、次の各号のいず

れかによる場合は、この限りでない。 

 一・二 （略） 

三 高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、日本電気技術規格委

員会規格 JESC E2020（2016）「耐摩耗性能を有する『ケーブル用防

護具』の構造及び試験方法」の「２．技術的規定」に適合する防護

具に収めて施設すること。 

 

【35,000V以下の特別高圧架空電線と工作物等との接近又は交差】（省令

第 28条、第 29条、第 48条第 3項） 

第 106条 （略） 

2～5 （略） 

6 特別高圧架空電線と植物との離隔距離は、106-5表によること。ただ

し、特別高圧の架空電線にケーブルを使用し、かつ、日本電気技術規

格委員会規格 JESC E2020（2016）「耐摩耗性能を有する『ケーブル用



 

改正後 改正前 

に規定する要件に適合する防護具に収めて施設する場合は、この限り

でない。 

106-5表 

特別高圧架空電線の種類 離隔距離 

特別高圧絶縁電線又はケーブル 接触しないこと 

高圧絶縁電線 0.5m以上 

その他 2m以上 

（略） 

 

【低圧屋上電線路の施設】（省令第 20条、第 28条、第 29条、第 30

条、第 37条） 

第 113条 （略）  

2 低圧屋上電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。 

一・二 （略） 

三 バスダクト工事により、次に適合するように施設 すること。  

イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「バスダクト工事による低圧屋上電線路の施設」の「適

用」の欄に規定する要件によること。 

ロ （略） 

3・4 （略） 

 

【地中電線路の施設】（省令第 21条第 2項、第 47条） 

第 120条 （略） 

2 （略） 

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。 

防護具』の構造及び試験方法」の「２．技術的規定」に適合する防護

具に収めて施設する場合は、この限りでない。 

106-5表 

特別高圧架空電線の種類 離隔距離 

特別高圧絶縁電線又はケーブル 接触しないこと 

高圧絶縁電線 0.5m以上 

その他 2m以上 

（略） 

 

【低圧屋上電線路の施設】（省令第 20条、第 28条、第 29条、第 30

条、第 37条） 

第 113条 （略）  

2 低圧屋上電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。 

一・二 （略） 

三 バスダクト工事により、次に適合するように施設 すること。  

イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6001（2011） 「バスダク

ト工事による低圧屋上電線路の施設」の 「3．技術的規定」によ

ること。 

ロ （略） 

3・4 （略） 

 

【地中電線路の施設】（省令第 21条第 2項、第 47条） 

第 120条 （略） 

2 （略） 

3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。 



 

改正後 改正前 

イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。 

(イ)・(ロ) （略） 

(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収め

ること。 

(１)・(２) （略） 

(３) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認

した規格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性

のある難燃性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に

規定する試験に適合すること。 

ロ （略） 

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によるこ

と。ただし、一般用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に

施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格 JESC E6007(2021)

「直接埋設式（砂巻き）による低圧地中電線の施設」の「３．技術的

規定」により施設する場合はこの限りでない。 

一～三 （略） 

5～7 （略） 

 

【地中電線路の加圧装置の施設】（省令第 34条） 

第 122条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置（以下この

条において「加圧装置」という。）は、次の各号によること。 

 一～四 （略） 

五 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、減圧弁が故障し

た場合に圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、次によるこ

と。 

イ 圧力管であって最高使用圧力が 0.3Mpa以上のもの及び圧力タン

クの材料、材料の許容応力及び構造は、民間規格評価機関として

イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。 

(イ)・(ロ) （略） 

(ハ) 地中電線を、次のいずれかに適合する管又はトラフに収め

ること。 

(１)・(２) （略） 

(３) 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7003（2005）「地中

電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方

法」の「２．技術的規定」に規定する試験に適合すること。 

 

ロ （略） 

4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によるこ

と。 

 

 

 

一～三 （略） 

5～7 （略） 

 

【地中電線路の加圧装置の施設】（省令第 34条） 

第 122条 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置（以下この

条において「加圧装置」という。）は、次の各号によること。 

 一～四 （略） 

五 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、減圧弁が故障し

た場合に圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、次によるこ

と。 

イ 圧力管であって最高使用圧力が 0.3MPa以上のもの及び圧力タン

クの材料、材料の許容応力及び構造は、日本産業規格 JIS B 8265



 

改正後 改正前 

日本電気技術規格委員会が承認した規格である「圧力容器の構造

－一般事項」に適合するものであること。 

ロ 圧力タンク又は圧力管のこれに近接する箇所及び圧縮機の最終

段又は圧力管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧

力で作動するとともに、民間規格評価機関として日本電気技術規

格委員会が承認した規格である「安全弁」に適合する安全弁を設

けること。ただし、圧力 1Mpa未満の圧縮機にあっては、最高使用

圧力以下で作動する安全装置をもってこれに代えることができ

る。 

 

【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】（省令第 30条） 

第 125条 （略） 

2～4 （略） 

5 第 1項から前項までの規定における「不燃性」及び「自消性のある難

燃性」は、それぞれ次の各号によること。 

一・二 （略） 

三 「自消性のある難燃性の管」は、次のいずれかによること。 

イ・ロ （略） 

ハ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「地中電線を収める管又はトラフの「自消性のある難燃

性」試験方法」の「適用」の欄に規定する要件に規定する試験に

適合すること。 

 

【臨時電線路の施設】（省令第 4条） 

第 133条 架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間

が 6月以内のものは、第 59条第 7項の規定によらず、支線を用いてそ

の強度を分担させることができる。 

2～5 （略） 

（2003）「圧力容器の構造－一般事項」（JIS B 8265（2008）に

て追補）に適合するものであること。 

ロ 圧力タンク又は圧力管のこれに近接する箇所及び圧縮機の最終

段又は圧力管のこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧

力で作動するとともに、日本産業規格 JIS B 8210（2009）「蒸気

用及びガス用ばね安全弁」に適合する安全弁を設けること。ただ

し、圧力 1MPa未満の圧縮機にあっては、最高使用圧力以下で作動

する安全装置をもってこれに代えることができる。 

 

 

【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】（省令第 30条） 

第 125条 （略） 

2～4 （略） 

5 第 1項から第 4項までの規定における「不燃性」及び「自消性のある

難燃性」は、それぞれ次の各号によること。 

一・二 （略） 

三 「自消性のある難燃性の管」は、次のいずれかによること。 

イ・ロ （略） 

ハ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E7003（2005）「地中電線を

収める管又はトラフの「自消性のある難燃性」試験方法」の

「２．技術的規定」に規定する試験に適合すること。 

 

 

【臨時電線路の施設】（省令第 4条） 

第 133条 架空電線路の支持物として使用する鉄塔であって、使用期間が

6月以内のものは、第 59条第 7項の規定によらず、支線を用いてその

強度を分担させることができる。 

2～5 （略） 



 

改正後 改正前 

6 低圧、高圧又は 35,000V以下の特別高圧の架空電線を、民間規格評価

機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「臨時電線

路に適用する防護具及び離隔距離」の「適用」の欄に規定する要件に

より施設する場合は、当該電線と造営物との離隔距離は、第 71条、第

78条及び第 106条の規定によらないことができる。 

7～9 （略） 

 

【特殊な低圧屋内配線工事】（省令第 56条第 1項、第 57条第 1項、第

64条） 

第 165条 （略） 

2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 

一～四 （略） 

五 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品（ヘッダダ

クトを除き、セルラダクト相互を接続するもの及びセルラダクトの

端に接続するものに限る。）は、次に適合するものであること。 

イ・ロ （略） 

ハ ダクトの内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装を施

したものであること。ただし、民間規格評価機関として日本電気

技術規格委員会が承認した規格である「デッキプレート」の「適

用」の欄に規定するものに適合するものにあっては、この限りで

ない。 

ニ ダクトの板厚は、165-1表に規定する値以上であること。 

165-1表 

ダクトの最大幅 ダクトの板厚 

150mm以下 1.2mm 

150mmを超え 200mm以下 1.4mm（民間規格評価機関として日本電気技

術規格委員会が承認した規格である「デッ

6 低圧、高圧又は 35,000V以下の特別高圧の架空電線を、日本電気技術

規格委員会規格 JESC E2021（2016）「臨時電線路に適用する防護具及

び離隔距離」の「２．技術的規定」により施設する場合は、当該電線

と造営物との離隔距離は、第 71条、第 78条及び第 106条の規定によ

らないことができる。 

7～9 （略） 

 

【特殊な低圧屋内配線工事】（省令第 56条第 1項、第 57条第 1項、第

64条） 

第 165条 （略） 

2 セルラダクト工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。 

一～四 （略） 

五 セルラダクト工事に使用するセルラダクト及び附属品（ヘッダダ

クトを除き、セルラダクト相互を接続するもの及びセルラダクトの

端に接続するものに限る。）は、次に適合するものであること。 

イ・ロ （略） 

ハ ダクトの内面及び外面は、さび止めのためにめっき又は塗装を

施したものであること。ただし、日本産業規格 JIS G 3352

（2003）「デッキプレート」の SDP3に適合するものにあっては、

この限りでない。 

 

ニ ダクトの板厚は、165-1表に規定する値以上であること。 

165-1表 

ダクトの最大幅 ダクトの板厚 

150mm以下 1.2mm 

150mmを超え 200mm以下 1.4mm（日本産業規格 JIS G 3352（2003）

「デッキプレート」の SDP2、SDP3又は

SDP2Gに適合するものにあっては 1.2mm） 



 

改正後 改正前 

キプレート」の「適用」の欄に規定するも

のに適合するものにあっては 1.2mm） 

200mmを超えるもの 1.6mm 

  ホ・へ （略） 

 六・七 （略） 

3 （略） 

4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。  

一 （略） 

二 住宅においては、次のいずれかにより施設すること。 

イ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「コンクリート直天井面における平形保護層工事」の

「適用」の欄に規定する要件 

ロ 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規

格である「石膏ボード等の天井面・壁面における平形保護層工

事」の「適用」の欄に規定する要件 

 

【低圧の屋側配線又は屋外配線の施設】（省令第 56条第 1項、第 57条

第 1項、第 63条第 1項） 

第 166条 低圧の屋側配線又は屋外配線（第 184条、第 188条及び第 192

条に規定するものを除く。以下この条において同じ。）は、次の各号

によること。 

一～五（略） 

六 バスダクト工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次による

こと。 

イ 第 163条の規定に準じて施設すること。 

ロ 屋外用のバスダクトを使用し、ダクト内部に水が浸入してたま

らないようにすること。 

 

 

200mmを超えるもの 1.6mm 

  ホ・へ （略） 

 六・七 （略） 

3 （略） 

4 平形保護層工事による低圧屋内配線は、次の各号によること。  

一 （略） 

二 住宅においては、次のいずれかにより施設すること。 

イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6004（2001） 「コンクリ

ート直天井面における平形保護層工事」の 「3．技術的規定」 

  

ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC E6005（2003） 「石膏ボー

ド等の天井面・壁面における平形保護層工事」の「3．技術的規

定」 

 

【低圧の屋側配線又は屋外配線の施設】（省令第 56条第 1項、第 57条

第 1項、第 63条第 1項） 

第 166条 低圧の屋側配線又は屋外配線（第 184条、第 188条及び第 192

条に規定するものを除く。以下この条において同じ。）は、次の各号

によること。 

一～五 （略） 

六 バスダクト工事による低圧の屋側配線又は屋外配線は、次による

こと。 

イ 第 163条の規定に準じて施設すること。 

ロ 屋外用のバスダクトを使用し、ダクト内部に水が浸入してたま

らないようにすること。 



 

改正後 改正前 

ハ 使用電圧が 300Vを超える場合は、民間規格評価機関として日本

電気技術規格委員会が承認した規格である「バスダクト工事によ

る 300Vを超える低圧屋側配線又は屋外配線の施設」の「適用」の

欄に規定する要件によること。 

七・八 （略） 

2 （略） 

 

【特殊な配線等の施設】（省令第 56条第 1項、第 2項、第 57条第 1

項、第 63条第 1項） 

第 172条 （略） 

2 常設の劇場、映画館その他これらに類する場所に施設する低圧電気設

備は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 使用電圧が 300Vを超える低圧の舞台機構装置の屋内配線及び移動

電線は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認し

た規格である「興行場に施設する使用電圧が 300Vを超える低圧の舞

台機構設備の配線」の「適用」の欄に規定する要件により施設する

こと。 

三 フライダクト（差込み接続器等を多数並列に取り付けた、舞台用

の照明設備に電気を供給するためのダクトをいう。）は、次により

施設すること。 

イ 次に掲げる構造のものであること。 

(イ) （略） 

(ロ) ダクトは厚さが 0.8mm以上の鉄板又は民間規格評価機関と

して日本電気技術規格委員会が承認した規格である「フライダ

クトのダクト材料」の「適用」の欄に規定する要件に適合する

ものにより、堅ろうに製作したものであること。 

四・五 （略） 

ハ 使用電圧が 300Vを超える場合は、日本電気技術規格委員会規格 

JESC E6002（2011）「バスダクト工事による 300Vを超える低圧屋

側配線又は屋外配線の施設」の「３．技術的規定」によること。 

 

七・八 （略） 

2 （略） 

 

【特殊な配線等の施設】（省令第 56条第 1項、第 2項、第 57条第 1

項、第 63条第 1項） 

第 172条 （略） 

2 常設の劇場、映画館その他これらに類する場所に施設する低圧電気設

備は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 使用電圧が 300Vを超える低圧の舞台機構装置の屋内配線及び移動

電線は、日本電気技術規格委員会規格 JESC E6003（2016）「興行場

に施設する使用電圧が 300Vを超える低圧の舞台機構設備の配線」の

「２．技術的規定」により施設すること。 

 

三 フライダクト（差込み接続器等を多数並列に取り付けた、舞台用

の照明設備に電気を供給するためのダクトをいう。）は、次により

施設すること。 

イ 次に掲げる構造のものであること。 

(イ)  （略） 

(ロ) ダクトは厚さが 0.8mm以上の鉄板又は日本電気技術規格委

員会規格 JESC E3001（2000）「フライダクトのダクト材料」の

「２．技術的規定」に適合するものにより、堅ろうに製作した

ものであること。 

四・五 （略） 



 

改正後 改正前 

3 エレベータ、ダムウェーター等の昇降路内に施設する、低圧屋内配線

及び低圧の移動電線並びにこれらに直接接続する低圧屋内配線であっ

て、使用電圧が 300V以下のものには、次の各号に適合するエレベータ

用ケーブルを使用することができる。 

一 構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認

した規格である「エレベータ用ケーブル」の「適用」の欄に規定す

る要件に適合すること。 

二 完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承

認した規格である「エレベータ用ケーブル」の「適用」の欄に規定

する要件に適合すること。 

4 水上又は水中における作業船等の低圧屋内配線及び低圧の管灯回路の

配線のケーブル工事には、次の各号に適合する船用ケーブルを使用す

ることができる。 

一 （略） 

二 材料及び構造は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員

会が承認した規格である「船用電線」の「適用」の欄に規定する要

件に適合すること。 

三 完成品は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承

認した規格である「船用電線」の「適用」の欄に規定する要件に適

合するものであること。 

 

【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】（省令第 56条第 1項、第 57

条第 1項、第 59条第 1項、第 63条第 1項、第 64条） 

第 195条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固

定して施設する場合は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。 

3 エレベータ、ダムウェーター等の昇降路内に施設する、低圧屋内配線

及び低圧の移動電線並びにこれらに直接接続する低圧屋内配線であっ

て、使用電圧が 300V以下のものには、次の各号に適合するエレベータ

用ケーブルを使用することができる。 

一 構造は、日本産業規格 JIS C 3408（2000）「エレベータ用ケーブ

ル」の「5 材料、構造及び加工方法」に適合すること。 

 

二 完成品は、日本産業規格 JIS C 3408（2000）「エレベータ用ケー

ブル」の「6 試験方法」の試験方法により試験したとき、「4 特

性」に適合すること。 

4 水上又は水中における作業船等の低圧屋内配線及び低圧の管灯回路の

配線のケーブル工事には、次の各号に適合する船用ケーブルを使用す

ることができる。 

一 （略） 

二 材料及び構造は、日本産業規格 JIS C 3410（2010）「船用電線」

の「5 材料及び品質」及び「6 構造」に適合すること。 

三 完成品は、日本産業規格 JIS C 3410（2010）「船用電線」の「7 

試験方法」の試験方法により試験したとき、「4 特性」に適合する

ものであること。 

 

 

【フロアヒーティング等の電熱装置の施設】（省令第 56条第 1項、第 57

条第 1項、第 59条第 1項、第 63条第 1項、第 64条） 

第 195条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固

定して施設する場合は、次の各号によること。 

一 （略） 

二 発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。 



 

改正後 改正前 

イ 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方

法」の「附属書 A（規定） 発熱線等」の「A.3 性能」（「A.3.2 

外観」及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 2種発熱線に係るもの

に適合すること。 

ロ 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施工方

法」の「附属書 A（規定） 発熱線等」の「A.5.1 外観」及び

「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造及び

材料」に適合すること。 

三～七 （略） 

2・3 （略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管の内

部に発熱線を施設したものをいう。）を施設する場合は、次の各号に

よること。 

一・二 （略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼

鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

ロ～ニ （略） 

四～九 （略） 

 

【パイプライン等の電熱装置の施設】（省令第 56条第 1項、第 57条第 1

項、第 59条第 1項、第 63条第 1項、第 64条、第 76条） 

第 197条 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送

を行う施設の総体をいう。以下この条において同じ。）に発熱線を施

設する場合（第 4項の規定により施設する場合を除く。）は、次の各

号によること。 

一 （略） 

イ 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方

法」の「附属書 発熱線等」の「3 性能」（「3.1 外観及び構造」

を除く。）の第 2種発熱線に係るものに適合すること。＿＿＿＿

＿ 

ロ 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施工方

法」の「附属書 発熱線等」の「5.1 外観」及び「5.2 構造」の試

験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」に適合するこ

と。 

 三～七 （略） 

2・3 （略） 

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置（小口径管の内

部に発熱線を施設したものをいう。）を施設する場合は、次の各号に

よること。 

一・二 （略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼

鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

ロ～ニ （略） 

四～九 （略） 

 

【パイプライン等の電熱装置の施設】（省令第 56条第 1項、第 57条第 1

項、第 59条第 1項、第 63条第 1項、第 64条、第 76条） 

第 197条 パイプライン等（導管及びその他の工作物により液体の輸送

を行う施設の総体をいう。以下この条において同じ。）に発熱線を施

設する場合（第 4項の規定により施設する場合を除く。）は、次の各

号によること。 

一 （略） 



 

改正後 改正前 

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるも

のであること。 

イ・ロ （略） 

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 

(イ) 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施

工方法」の「附属書 A（規定） 発熱線等」の「A.3 性能」

（「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構造」を除く。）の第 3種発熱

線に係るものに適合すること。 

(ロ) 日本産業規格 JIS C 3651（2014）「ヒーティング施設の施

工方法」の「附属書 A（規定） 発熱線等」の「A.5.1外観」及

び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造

及び材料」に適合すること。 

三～八 （略） 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とす

る装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を施設する

場合は、次の各号によること。 

一・二 （略） 

三 熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼鋼管」に

規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3454（2017）「圧力配管用炭素鋼鋼

管」（JIS G 3454（2019）にて追補）に規定する圧力配管用炭

素鋼鋼管 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3456（2019）「高温配管用炭素鋼鋼

管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ニ) 日本産業規格 JIS G 3457（2016）「配管用アーク溶接炭素

鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 

二 発熱線は、次のいずれかのものであって、発生する熱に耐えるも

のであること。 

イ・ロ （略） 

ハ 露出して使用するものにあっては、次に適合するもの 

(イ) 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施

工方法」の「附属書 発熱線等」の「3 性能」（「3.1 外観及び

構造」を除く。）の第 3種発熱線に係るものに適合すること。 

 

(ロ) 日本産業規格 JIS C 3651（2004）「ヒーティング施設の施

工方法」の「附属書 発熱線等」の「5.1外観」及び「5.2 構

造」の試験方法により試験したとき、「4 構造及び材料」に適

合すること。 

三～八 （略） 

2 パイプライン等に電流を直接通じ、パイプライン等自体を発熱体とす

る装置（以下この項において「直接加熱装置」という。）を施設する

場合は、次の各号によること。 

一・二 （略） 

三 発熱体となるパイプライン等は、次に適合するものであること。 

イ 導体部分の材料は、次のいずれかであること。 

(イ) 日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼鋼管」に

規定する配管用炭素鋼鋼管 

(ロ) 日本産業規格 JIS G 3454（2012）「圧力配管用炭素鋼鋼

管」に規定する圧力配管用炭素鋼鋼管 

 

(ハ) 日本産業規格 JIS G 3456（2010）「高温配管用炭素鋼鋼

管」に規定する高温配管用炭素鋼鋼管 

(ニ) 日本産業規格 JIS G 3457（2005）「配管用アーク溶接炭素

鋼鋼管」に規定する配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 



 

改正後 改正前 

(ホ) 日本産業規格 JIS G 3459（2017）「配管用ステンレス鋼

管」（JIS G 3459（2019）にて 追補）に規定する配管用ステン

レス鋼管 

ロ～二 （略） 

四～七 （略） 

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によ

ること。 

一・二 （略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2019）「配管用炭素鋼

鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

ロ～二 （略） 

四～八 （略） 

4 （略） 

 

【電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設】（省令第 4

条、第 7条、第 44条第 1項、第 56条第 1項、第 57 条第 1項、第 59条

第 1項、第 63条第 1項）  

第 199条の 2 電気自動車等（道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸

省令第 67号）第 17条の 2第 5項に規定される電力により作動する原

動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。）から供給設

備（電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を

供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項において

同じ。）を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合は、次の

各号により施設すること。 

 一～十 （略） 

2 一般用電気工作物が設置された需要場所において、電気自動車等を充

電する場合の電路は、次の各号により施設すること。 

(ホ) 日本産業規格 JIS G 3459（2012）「配管用ステンレス鋼

管」に規定する配管用ステンレス鋼管 

 

ロ～二 （略） 

四～七 （略） 

3 パイプライン等に表皮電流加熱装置を施設する場合は、次の各号によ

ること。 

一・二 （略） 

三 小口径管は、次によること。 

イ 小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452（2010）「配管用炭素鋼

鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。 

ロ～二 （略） 

四～八 （略） 

4 （略） 

 

【電気自動車等から電気を供給するための設備等の施設】（省令第 4

条、第 7条、第 44条第 1項、第 56条第 1項、第 57 条第 1項、第 59条

第 1項、第 63条第 1項）  

第 199条の 2 電気自動車等（道路運送車両の保安基準（昭和 26年運輸

省令第 67号）第 17条の 2第 3項に規定される電力により作動する原

動機を有する自動車をいう。以下この条において同じ。）から供給設

備（電力変換装置、保護装置又は開閉器等の電気自動車等から電気を

供給する際に必要な設備を収めた筐体等をいう。以下この項において

同じ。）を介して、一般用電気工作物に電気を供給する場合は、次の

各号により施設すること。 

 一～十 （略） 

2 一般用電気工作物である需要場所において、電気自動車等を充電する

場合の電路は、次の各号により施設すること。 



 

改正後 改正前 

一・二 （略） 

 

【IEC 60364規格の適用】（省令第 4条） 

第 218条 需要場所に施設する省令第 2条第 1項に規定する低圧で使用

する電気設備は、第 3条から第 217条までの規定によらず、218-1表に

掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設する

ことができる。ただし、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配

電事業者の電気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧

の電気の供給に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。 

218-1表 

規格番号（制定年） 規格名 備考 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-5-53

（2020） 

低圧電気設備－第 5-53部：電

気機器の選定及び施工－安全

保護、断路、開閉、制御及び

監視のための機器 

532.2、534を

除く。 

（略） （略） （略） 

(備考) （略） 

注：（略） 

2・3 （略） 

 

【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】（省令第 1条） 

第 220条 この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用

語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。 

一 発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停

電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非常用予備電源以外のもの

一・二 （略） 

 

【IEC 60364規格の適用】（省令第 4条） 

第 218条 需要場所に施設する省令第 2条第 1項に規定する低圧で使用

する電気設備は、第 3条から第 217条までの規定によらず、218-1表に

掲げる日本産業規格又は国際電気標準会議規格の規定により施設する

ことができる。ただし、一般送配電事業者及び特定送配電事業者の電

気設備と直接に接続する場合は、これらの事業者の低圧の電気の供給

に係る設備の接地工事の施設と整合がとれていること。 

218-1表 

規格番号（制定年） 規格名 備考 

（略） （略） （略） 

IEC 60364-5-53

（2019） 

低圧電気設備－第 5-53部：

電気機器の選定及び施工－安

全保護、断路、開閉、制御及

び監視のための機器 

532.2、534を

除く。 

（略） （略） （略） 

(備考) （略） 

注：（略） 

2・3 （略） 

 

【分散型電源の系統連系設備に係る用語の定義】（省令第 1条） 

第 220条 この解釈において用いる分散型電源の系統連系設備に係る用

語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。 

一 発電設備等 発電設備又は電力貯蔵装置であって、常用電源の停

電時又は電圧低下発生時にのみ使用する非常用予備電源以外のもの 

 



 

改正後 改正前 

（第十六号に定める主電源設備及び第十七号に定める従属電源設備

を除く。） 

二 分散型電源 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 38条第 3

項第一号、第三号又は第五号に掲げる事業を営む者以外の者が設置

する発電設備等であって、一般送配電事業者若しくは配電事業者が

運用する電力系統又は第十四号に定める地域独立系統に連系するも

の 

三～十三 （略） 

十四 地域独立系統 災害等による長期停電時に、隣接する一般送配

電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者が運用する電力系統か

ら切り離した電力系統であって、その系統に連系している発電設備

等並びに第十六号に定める主電源設備及び第十七号に定める従属電

源設備で電気を供給することにより運用されるもの 

十五 地域独立系統運用者 地域独立系統の電気の需給の調整を行う

者 

十六 主電源設備 地域独立系統の電圧及び周波数を維持する目的で

地域独立系統運用者が運用する発電設備又は電力貯蔵装置 

十七 従属電源設備 主電源設備の電気の供給を補う目的で地域独立

系統運用者が運用する発電設備又は電力貯蔵装置 

十八 地域独立運転 主電源設備のみが、又は主電源設備及び従属電

源設備が地域独立系統の電源となり当該系統にのみ電気を供給して

いる状態 

 

【限流リアクトル等の施設】（省令第 4条、第 20条） 

第 222条 分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者

が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が

設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれ

があるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の

 

 

二 分散型電源 電気事業法（昭和 39年法律第 170号）第 38条第 3

項第一号又は第四号に掲げる事業を営む者以外の者が設置する発電

設備等であって、一般送配電事業者が運用する電力系統に連系する

もの 

 

三～十三 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

【限流リアクトル等の施設】（省令第 4条、第 20条） 

第 222条 分散型電源の連系により、一般送配電事業者が運用する電力

系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器

の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、

分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限



 

改正後 改正前 

短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に

逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。 

 

【一般送配電事業者又は配電事業者との間の電話設備の施設】（省令第 4

条、第 50条第 1項） 

第 225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合

（スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。）は、分散

型電源設置者の技術員駐在所等と電力系統を運用する一般送配電事業

者又は配電事業者の技術員駐在所等との間に、次の各号のいずれかの

電話設備を施設すること。 

一・二 （略） 

三 一般加入電話又は携帯電話等であって、次のいずれにも適合する

もの 

イ 分散型電源が高圧又は 35,000V以下の特別高圧で連系するもの

（スポットネットワーク受電方式で連系するものを含む。） であ

ること。 

ロ 災害時等において通信機能の障害により当該一般送配電事業者

又は配電事業者と連絡が取れない場合には、当該一般送配電事業

者又は配電事業者との連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者

において発電設備等の解列又は運転を停止すること。 

ハ 次に掲げる性能を有すること。 

 

(イ) 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通

話が可能な方式（交換機を介する代表番号方式ではなく、直接

技術員駐在所へつながる単番方式）であること。 

(ロ)・(ハ) （略） 

 

 

する装置を施設すること。ただし、低圧の電力系統に逆変換装置を用

いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。 

 

【一般送配電事業者との間の電話設備の施設】（省令第 4条、第 50条第

1項） 

第 225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合

（スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。）は、分散

型電源設置者の技術員駐在箇所等と電力系統を運用する一般送配電事

業者の営業所等との間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設する

こと。 

一・二 （略） 

三 次に適合する場合は、一般加入電話又は携帯電話等 

 

 

イ 高圧又は 35,000V以下の特別高圧で連系する場合（スポットネ

ットワーク受電方式で連系する場合を含む。）であること。 

 

 

 

 

ロ 一般加入電話又は携帯電話等は、次に適合するものであるこ

と。 

(イ) 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通

話が可能な方式（交換機を介する代表番号 方式ではなく、直接

技術員駐在箇所へつながる単番方式）であること。 

(ロ)・(ハ) （略） 

ハ 災害時等において通信機能の障害により当該一般送配電事業者

と連絡が取れない場合には、当該一般送配電事業者との連絡が取



 

改正後 改正前 

 

 

 

【低圧連系時の施設要件】（省令第 14条、第 20条） 

第 226条 （略） 

2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合

は、逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型

電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、

この限りでない。 

 

【低圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第 20

条、第 44条第 1項） 

第 227条 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号に

より、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設する

こと。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再

閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系

統から解列されていること。 

三 保護リレー等は、次によること。  

イ 227-1表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可

能な場所に設置すること。 

227-1表 

保護リレー等 逆変換装置を用いて

連系する場合 

逆変換装置を用いず

に連系する場合 

検出する

異常 

種類 
逆潮流有

りの場合 

逆潮流無

しの場合 

逆潮流有

りの場合

※1 

逆潮流無

しの場合 

れるまでの間、分散型電源設置者において発電設備等の解列又は

運転を停止すること。 

 

【低圧連系時の施設要件】（省令第 14条、第 20条） 

第 226条 （略） 

2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合

は、逆潮流を生じさせないこと。 

 

 

 

【低圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第 20

条、第 44条第 1項） 

第 227条 低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号に

より、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設する

こと。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる

場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列され

ていること。 

三 保護リレー等は、次によること。  

イ 227-1表に規定する保護リレー等を受電点その他異常の検出が可

能な場所に設置すること。 

227-1表 

保護リレー等 逆変換装置を用いて

連系する場合 

逆変換装置を用いず

に連系する場合 

検出する

異常 

 

種類 
逆潮流有

りの場合 

逆潮流無

しの場合 
逆潮流無しの場合 



 

改正後 改正前 

発電電圧

異常上昇 

過電圧リ

レー 
○※2 ○※2 ○※2 ○※2 

発電電圧

異常低下 

不足電圧

リレー 
○※2 ○※2 ○※2 ○※2 

系統側短

絡事故 

不足電圧

リレー 
○※3 ○※3 ○※6 ○※6 

系統側地

絡事故・

高低圧混

触事故

（間接） 

短絡方向

リレー 

  
○※7 ○※7 

単独運転

検出装置 

○※4 

○※5 

○※4 

○※8 

単独運転

又は逆充

電 

単独運転

検出装置 
○※2 

逆充電検

出機能を

有する装

置 

  

○※2 

周波数上

昇リレー 
○  ○  

周波数低

下リレー 
○ ○ ○ ○ 

逆電力リ

レー 
 ○  ○※9 

不足電力

リレー 
   ○※10 

※1：逆変換装置を用いて連系する分散型電源と同等の単独運転検出及び

解列ができる場合に限る。 

発電電圧

異常上昇 

過電圧リ

レー 
○※1 ○※1 ○※1 

発電電圧

異常低下 

不足電圧

リレー 
○※1 ○※1 ○※1 

系統側短

絡事故 

不足電圧

リレー 
○※2 ○※2 ○※5 

系統側地

絡事故・

高低圧混

触事故

（間接） 

短絡方向

リレー 

  
○※6 

単独運転

検出装置 

○※3 

○※4 

○※7 

単独運転

又は逆充

電 

単独運転

検出装置 
○※1 

逆充電検

出機能を

有する装

置 

 

○※1 

周波数上

昇リレー 
○   

周波数低

下リレー 
○ ○ ○ 

逆電力リ

レー 
 ○ ○※8 

不足電力

リレー 
  ○※9 

（新設） 

 



 

改正後 改正前 

※2：分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護でき

る場合は省略できる。  

※3：発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護でき

る場合は省略できる。  

※4：受動的方式及び能動的方式のそれぞれ 1方式以上を含むものである

こと。系統側地絡事故・高低圧混触事故（間接）については、単独運

転検出用の受動的方式等により保護すること。  

※5：逆潮流有りの分散型電源と逆潮流無しの分散型電源が混在する場合

は、単独運転検出装置を設置すること。 逆充電検出機能を有する装置

は、不足電圧検出機能及び不足電力検出機能の組み合わせ等により構

成されるもの、単独運転検出装置は、受動的方式及び能動的方式のそ

れぞれ 1方式以上を含むものであること。系統側地絡事故・高低圧混

触事故（間接）については、単独運転検出用の受動的方式等により保

護すること。  

※6：誘導発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出

用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。  

※7：同期発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出

用の不足電圧リレー又は過電流リレーにより、系統側短絡事故を検出

し、保護できる場合は省略できる。  

 

※8：高速で単独運転を検出し、分散型電源を解列することのできる受動

的方式のものに限る。  

※9：※8に示す装置で単独運転を検出し、保護できる場合は省略でき

る。  

※10：分散型電源の出力が、構内の負荷より常に小さく、※8に示す装置

及び逆電力リレーで単独運転を検出し、保護できる場合は省略でき

る。この場合には、※9は省略できない。  

(備考) （略） 

※1：分散型電源自体の保護用に設置するリレーにより検出し、保護でき

る場合は省略できる。  

※2：発電電圧異常低下検出用の不足電圧リレーにより検出し、保護でき

る場合は省略できる。  

※3：受動的方式及び能動的方式のそれぞれ 1方式以上を含むものである

こと。系統側地絡事故・高低圧混触事故（間接）については、単独運

転検出用の受動的方式等により保護すること。  

※4：逆潮流有りの分散型電源と逆潮流無しの分散型電源が混在する場合

は、単独運転検出装置を設置すること。 逆充電検出機能を有する装置

は、不足電圧検出機能及び不足電力検出機能の組み合わせ等により構

成されるもの、単独運転検出装置は、受動的方式及び能動的方式のそ

れぞれ 1方式以上を含むものであること。系統側地絡事故・高低圧混

触事故（間接）については、単独運転検出用の受動的方式等により保

護すること。  

※5：誘導発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出

用の不足電圧リレーにより検出し、保護できる場合は省略できる。  

※6：同期発電機を用いる場合は、設置すること。発電電圧異常低下検出

用の不足電圧リレー又は過電流リレーにより、系統側短絡事故を検出

し、保護できる場合は省略できる。  

 

※7：高速で単独運転を検出し、分散型電源を解列することのできる受動

的方式のものに限る。  

※8：※7に示す装置で単独運転を検出し、保護できる場合は省略でき

る。  

※9：分散型電源の出力が、構内の負荷より常に小さく、※7に示す装置

及び逆電力リレーで単独運転を検出し、保護できる場合は省略でき

る。この場合には、※8は省略できない。 

(備考) （略） 



 

改正後 改正前 

  ロ （略） 

 四 （略） 

2 （略） 

 

【高圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第 20

条、第 44条第 1項） 

第 229条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号に

より、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設する

こと。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再

閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系

統から解列されていること。 

三 保護リレー等は、次によること。 

イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可

能な場所に設置すること。 

229-1表 

保護リレー等 逆変換装置を用いて

連系する場合 

逆変換装置を用い

ずに連系する場合 

検出する異

常 

種類 逆潮流

有りの

場合 

逆潮流無

しの場合 

逆潮流

有りの

場合 

逆潮流

無しの

場合 

発電電圧異

常上昇 

過電圧リレ

ー 
○※1 ○※1 ○※1 ○※1 

発電電圧異

常低下 

不足電圧リ

レー 
○※1 ○※1 ○※1 ○※1 

  ロ （略） 

 四 （略） 

2 （略） 

 

【高圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第 20

条、第 44条第 1項） 

第 229条 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号に

より、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設する

こと。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる

場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列され

ていること。 

三 保護リレー等は、次によること。 

イ 229-1表に規定する保護リレー等を受電点その他故障の検出が可

能な場所に設置すること。 

229-1表 

保護リレー等 逆変換装置を用い

て連系する場合 

逆変換装置を用い

ずに連系する場合 

検出する

異常 

種類 逆潮流

有りの

場合 

逆潮流無

しの場合 

逆潮流

有りの

場合 

逆潮流

無しの

場合 

発電電圧

異常上昇 

過電圧リレ

ー 
○※1 ○※1 ○※1 ○※1 

発電電圧

異常低下 

不足電圧リ

レー 
○※1 ○※1 ○※1 ○※1 



 

改正後 改正前 

系統側短絡

事故 

不足電圧リ

レー 
○※2 ○※2 ○※9 ○※9 

短絡方向リ

レー 
  ○※10 ○※10 

系統側地絡

事故 

地絡過電圧

リレー 
○※3 ○※3 ○※11 ○※11 

単独運転 周波数上昇

リレー 
○※4  ○※4  

周波数低下

リレー 
○ ○※7 ○ ○※7 

逆電力リレ

ー 
 ○※8  ○ 

転送遮断装

置又は単独

運転検出装

置 

○ 

※5※6 
 

○ 

※5※6

※12 

 

※1～5 （略） 

※6：単独運転検出装置は、能動的方式を 1方式以上含むものであって、

次の全てを満たすものであること。なお、地域独立系統に連系する場合

は、当該系統おいても単独運転検出ができるものであること。 

（1）～（3） （略） 

※7～12 （略） 

(備考) （略） 

  ロ （略） 

系統側短

絡事故 

不足電圧リ

レー 
○※2 ○※2 ○※9 ○※9 

短絡方向リ

レー 
  ○※10 ○※10 

系統側地

絡事故 

地絡過電圧

リレー 
○※3 ○※3 ○※11 ○※11 

単独運転 周波数上昇

リレー 
○※4  ○※4  

周波数低下

リレー 
○ ○※7 ○ ○※7 

逆電力リレ

ー 
 ○※8  ○ 

転送遮断装

置又は単独

運転検出装

置 

○ 

※5※6 
 

○ 

※5※6

※12 

 

※1～5 （略） 

※6：単独運転検出装置は、能動的方式を 1方式以上含むものであって、

次の全てを満たすものであること。 

 

（1）～（3） （略） 

※7～12 （略） 

(備考) （略） 

  ロ （略） 



 

改正後 改正前 

 四 （略） 

 

【特別高圧連系時の施設要件】（省令第 18条第 1項、第 42条） 

第 230条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合（スポット

ネットワーク受電方式で連系する場合を除く。）は、次の各号による

こと。 

一 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電線路等の事故時等

に、他の電線路等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所

の電線路引出口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷にな

ったときは、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者におい

て、分散型電源の出力を適切に抑制すること。 

二・三 （略） 

四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事

業者又は配電事業者が運用する電力系統において電磁誘導障害防止対

策や地中ケーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な

対策を施すこと。 

 

【特別高圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第

20条、第 44条第 1項） 

第 231条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合（スポット

ネットワーク受電方式で連系する場合を除く。）は、次の各号によ

り、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設するこ

と。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において再

閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系

統から解列されていること。 

三・四 （略） 

 四 （略） 

 

【特別高圧連系時の施設要件】（省令第 18条第 1項、第 42条） 

第 230条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合（スポット

ネットワーク受電方式で連系する場合を除く。）は、次の各号による

こと。 

一 一般送配電事業者が運用する電線路等の事故時等に、他の電線路

等が過負荷になるおそれがあるときは、系統の変電所の電線路引出

口等に過負荷検出装置を施設し、電線路等が過負荷になったとき

は、同装置からの情報に基づき、分散型電源の設置者において、分

散型電源の出力を適切に抑制すること。 

二・三 （略） 

四 前号に規定する中性点接地工事を施すことにより、一般送配電事

業者が運用する電力系統内において電磁誘導障害防止対策や地中ケ

ーブルの防護対策の強化等が必要となった場合は、適切な対策を施

すこと。 

 

【特別高圧連系時の系統連系用保護装置】（省令第 14条、第 15条、第

20条、第 44条第 1項） 

第 231条 特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合（スポット

ネットワーク受電方式で連系する場合を除く。）は、次の各号によ

り、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設するこ

と。 

一 （略） 

二 一般送配電事業者が運用する電力系統において再閉路が行われる

場合は、当該再閉路時に、分散型電源が当該電力系統から解列され

ていること。 

三・四 （略） 



 

改正後 改正前 

2 （略） 

 

【地域独立運転時の主電源設備及び従属電源設備の保護装置】（省令第 14

条、第 15条、第 20条、第 44条第 1項） 

第 233条 地域独立運転を行う場合は、次の各号により、主電源設備及

び従属電源設備を施設すること。 

一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、主電源設備及び従

属電源設備を自動的に解列すること。 

イ 主電源設備の異常又は故障 

ロ 地域独立系統の短絡事故又は地絡事故 

ハ 地域独立系統の需要場所（地域独立系統との協調をとることが

できないものに限る。）における短絡事故又は地絡事故 

二 従属電源設備の異常又は故障を保護リレー等により検出し、従属

電源設備を自動的に解列すること。 

2 地域独立系統に隣接する一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配

電事業者が運用する電力系統と地域独立系統の接続が行われる場合

は、当該接続時に、主電源設備及び従属電源設備が地域独立系統から

解列されていること。 

 

【地域独立系統運用者との間の電話設備の施設】（省令第 4条、第 50条

第 1項） 

第 234条 地域独立運転を行う場合は、地域独立系統運用者の技術員駐

在所等と次の各号に掲げる者の技術員駐在所等との間に、電話設備を

施設すること。 

一 隣接する電力系統を運用する一般送配電事業者、配電事業者又は

特定送配電事業者 

二 主電源設備を設置する者 

2 前項の電話設備は次の各号のいずれかとする。 

2 （略） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



 

改正後 改正前 

一 電力保安通信用電話設備 

二 電気通信事業者の専用回線電話 

三 一般加入電話又は携帯電話等であって、次のいずれにも適合する

もの 

イ 主電源設備及び従属電源設備が高圧又は 35,000V以下の特別高

圧で連系するもの（スポットネットワーク受電方式で連系するも

のを含む。） であること。 

ロ 災害時等において通信機能の障害により地域独立運転を行う地

域独立系統に隣接する電力系統を運用する事業者と連絡が取れな

い場合には、当該事業者との連絡が取れるまでの間、地域独立系

統運用者において主電源設備及び従属電源設備の解列又は運転の

停止をすること。 

ハ 次に掲げる性能を有すること。 

(イ) 地域独立系統運用者側の交換機を介さずに直接技術員との

通話が可能な方式（交換機を介する代表番号方式ではなく、直

接技術員駐在所へつながる単番方式）であること。 

(ロ) 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。 

(ハ) 停電時においても通話可能なものであること。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

○電気設備の技術基準の解釈（20130215商局第4号）の一部を改正する規程 新旧対照表                     

（次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。） 

改正案 現行 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

改正 20200527保局第2号 令和2年6月1日付け 

改正 20200806保局第3号 令和2年8月12日付け 

改正 20210317保局第1号 令和3年3月31日付け 

改正 20210524保局第1号 令和3年5月31日付け 

改正 20220328保局第1号 令和4年4月1日付け 

改正 20220530保局第1号 令和4年6月10日付け 

 

電気設備の技術基準の解釈 

制定 20130215商局第4号 平成25年3月14日付け 

改正 20130318商局第5号 平成25年5月20日付け 

改正 20130510商局第1号 平成25年5月31日付け 

改正 20130925商局第1号 平成25年10月7日付け 

改正 20131213商局第1号 平成25年12月24日付け 

改正 20140626商局第2号 平成26年7月18日付け 

改正 20151124商局第2号 平成27年12月3日付け 

改正 20160309商局第2号 平成28年4月1日付け 

改正 20160418商局第7号 平成28年5月25日付け 

改正 20160826商局第1号 平成28年9月13日付け 

改正 20160905商局第2号 平成28年9月23日付け 

改正 20170803保局第1号 平成29年8月14日付け 

改正 20180824保局第2号 平成30年10月1日付け 

改正 20200220保局第1号 令和2年2月25日付け 

改正 20200511保局第2号 令和2年5月13日付け 

改正 20200527保局第2号 令和2年6月1日付け 

改正 20200806保局第3号 令和2年8月12日付け 

改正 20210317保局第1号 令和3年3月31日付け 

改正 20210524保局第1号 令和3年5月31日付け 

改正 20220328保局第1号 令和4年4月1日付け 
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改正案 現行 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

【サイバーセキュリティの確保】（省令第15条の2） 

第37条の2 省令第15条の2に規定するサイバーセキュリティの確保は、次の

各号によること。 

一・二  （略） 

三 自家用電気工作物（発電事業の用に供するものを除く。）に係る遠隔監

視システム及び制御システムにおいては、「自家用電気工作物に係るサイ

バーセキュリティの確保に関するガイドライン（内規）」（20220530保局

第1号 令和4年6月10日）によること。 

【サイバーセキュリティの確保】（省令第15条の2） 

第37条の2 省令第15条の2に規定するサイバーセキュリティの確保は、次の

各号によること。 

一・二  （略） 

（新設） 

 

附 則（20220530保局第1号） 

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。 

2 この規程の施行の際現に設置され、又は設置のための工事に着手している電気工作物についてのこの規程による改正後の電気設備の技術基準の解釈第37

条の2第3号の適用については、この規程の施行後最初に行う変更の工事が完成するまでの間は、なお従前の例によることができる。 
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一

（
経
済
産
業
委
員
会
）

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
産
業
保
安
分
野
に
お
け
る
革
新
技
術
の
進
展
及
び
人
材
の
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
、
高
度
な
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
保
安
の
促
進
に
向
け
た
認
定
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
の
要

請
、
自
然
災
害
の
頻
発
及
び
電
力
の
供
給
構
造
の
変
化
を
踏
ま
え
、
燃
料
電
池
自
動
車
に
係
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
除

外
、
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
災
害
時
連
携
計
画
の
策
定
の
義
務
化
、
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
届
出
制
度
の
創
設
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
一
部
改
正
（
１
及
び
２
の
改
正
事
項
は
ガ
ス
事
業
法
及
び
電
気
事
業
法
に
つ
い
て
も
同
様
）

１

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
つ
つ
、
自
立
的
に
高
度
な
保
安
を
確
保
で
き
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
認
定
制
度
を
創
設
し
、

認
定
事
業
者
に
対
し
て
保
安
規
制
に
関
す
る
手
続
及
び
検
査
の
特
例
を
措
置
す
る
。

２

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
等
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理

推
進
機
構
（
以
下
「
Ｉ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
原
因
究
明
の
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

道
路
運
送
車
両
法
が
適
用
さ
れ
る
燃
料
電
池
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
除
外
す
る
。

NHEA0982
テキストボックス
資料－6



二

二

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
対
し
、
災
害
時
連
携
計
画
の
作
成
及
び
届
出
を
義
務
付
け
る
。

三

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

１

小
規
模
な
太
陽
光
・
風
力
発
電
設
備
を
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
と
位
置
付
け
、
設
備
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
の

維
持
、
設
備
の
基
礎
情
報
の
届
出
及
び
設
備
の
使
用
前
の
安
全
確
認
を
義
務
付
け
る
。

２

荷
重
及
び
外
力
に
対
し
て
安
全
な
構
造
が
特
に
必
要
な
特
殊
電
気
工
作
物
の
工
事
計
画
の
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
特

殊
電
気
工
作
物
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
登
録
適
合
性
確
認
機
関
の
確
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

四

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

Ｉ
Ｐ
Ａ
の
業
務
に
、
一
の
２
の
調
査
を
追
加
す
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
二
章
の
二

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
二

（
略
）

第
三
章

電
気
工
作
物

第
三
章

電
気
工
作
物

第
一
節

定
義
（
第
三
十
八
条
）

第
一
節

定
義
（
第
三
十
八
条
）

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
一
款

（
略
）

第
一
款

（
略
）

第
二
款

自
主
的
な
保
安
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
二
款

自
主
的
な
保
安
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
三
款

（
略
）

第
三
款

（
略
）

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
五
条
）

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
五
条
）

第
五
款

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）

第
五
款

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）

第
六
款

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
（
第
五
十
五
条
の
三
―
第
五

（
新
設
）

十
五
条
の
十
三
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
六
章

登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試

第
六
章

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試
験
機
関
及
び
登
録
調
査
機

験
機
関
及
び
登
録
調
査
機
関

関

第
一
節

登
録
適
合
性
確
認
機
関
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
条
）

（
新
設
）

第
二
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
（
第
八
十
条
の
二
―
第
八
十
条
の

第
一
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
条
）

六
）

第
三
節

指
定
試
験
機
関
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
八
条
）

第
二
節

指
定
試
験
機
関
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
八
条
）

第
四
節

登
録
調
査
機
関
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
六
条
）

第
三
節

登
録
調
査
機
関
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
六
条
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）
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第
八
章

雑
則
（
第
百
条
―
第
百
十
四
条
の
二
）

第
八
章

雑
則
（
第
百
条
―
第
百
十
四
条
の
二
）

第
九
章

罰
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
九
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
九
条
）

附
則

附
則

第
三
章

電
気
工
作
物

第
三
章

電
気
工
作
物

第
一
節

定
義

第
一
節

定
義

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
次
に

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む

掲
げ
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
出
力
発
電
設
備
（
経
済
産
業

。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
規
模
発
電
設

省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
気
の
発
電
用
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、

備
（
低
圧
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
を
い
う
。
第
一

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
百
六
条
第
七

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
電
気
に
係
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て

項
及
び
第
百
七
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
発
電
用
の
電
気
工

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
発
電

作
物
と
同
一
の
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

用
の
電
気
工
作
物
と
同
一
の
構
内
に
設
置
す
る
も
の
又
は
爆
発
性
若
し
く

に
設
置
す
る
も
の
又
は
爆
発
性
若
し
く
は
引
火
性
の
物
が
存
在
す
る
た
め

は
引
火
性
の
物
が
存
在
す
る
た
め
電
気
工
作
物
に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る

電
気
工
作
物
に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
多
い
場
所
で
あ
つ
て
、

お
そ
れ
が
多
い
場
所
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
所
に
設
置
す
る

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。

も
の
を
除
く
。

一

電
気
を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
低
圧
受
電
電
線

一

他
の
者
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
で
受
電
し

路
（
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
に
お
い
て
低

、
そ
の
受
電
の
場
所
と
同
一
の
構
内
に
お
い
て
そ
の
受
電
に
係
る
電
気

圧
の
電
気
を
他
の
者
か
ら
受
電
し
、
又
は
他
の
者
に
受
電
さ
せ
る
た
め

を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
作
物
（
こ
れ
と
同
一
の
構
内
に
、
か
つ
、

の
電
線
路
を
い
う
。
次
号
ロ
及
び
第
三
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

電
気
的
に
接
続
し
て
設
置
す
る
小
出
力
発
電
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
つ

）
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物

て
、
そ
の
受
電
の
た
め
の
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以

と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

外
の
場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

二

小
規
模
発
電
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

二

構
内
に
設
置
す
る
小
出
力
発
電
設
備
（
こ
れ
と
同
一
の
構
内
に
、
か

イ

出
力
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
出
力
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ
と

つ
、
電
気
的
に
接
続
し
て
設
置
す
る
電
気
を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
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。

作
物
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
電
に
係
る
電
気
を
前
号
の
経
済

ロ

低
圧
受
電
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所

産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
で
他
の
者
が
そ
の
構
内
に
お
い

に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

て
受
電
す
る
た
め
の
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の

こ
と
。

場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
事
業
用

（
新
設
）

電
気
工
作
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
構
内
に
設

置
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。

一

小
規
模
発
電
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

出
力
が
第
一
項
第
二
号
イ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
出
力
以
上

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

低
圧
受
電
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所

に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の

４

（
略
）

３

（
略
）

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
款

自
主
的
な
保
安

第
二
款

自
主
的
な
保
安

（
保
安
規
程
）

（
保
安
規
程
）

第
四
十
二
条

事
業
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く

第
四
十
二
条

事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
事
業
用
電
気
工
作
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。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
事
業
用
電
気
工

物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
主
務
省

作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
主
務

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必

な
事
業
用
電
気
工
作
物
の
組
織
ご
と
に
保
安
規
程
を
定
め
、
当
該
組
織
に

要
な
事
業
用
電
気
工
作
物
の
組
織
ご
と
に
保
安
規
程
を
定
め
、
当
該
組
織

お
け
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
（
第
五
十
一
条
第
一
項
の
自
主
検
査

に
お
け
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
（
第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五

又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
の
事
業
者
検
査
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ

十
二
条
第
一
項
の
自
主
検
査
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
工
事
）
の

の
工
事
）
の
開
始
前
に
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
始
前
に
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
主
任
技
術
者
）

（
主
任
技
術
者
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

自
家
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く
。
）
を
設

２

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

置
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け

、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

て
、
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
を
主
任
技
術
者
と
し

な
い
者
を
主
任
技
術
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
届
出
）

第
四
十
六
条

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
小
規

第
四
十
六
条

削
除

模
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
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、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
が
小

規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査

（
技
術
基
準
の
適
合
性
確
認
）

第
四
十
八
条
の
二

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し

（
新
設
）

て
安
全
な
構
造
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
（
以
下
「
特
殊
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九

条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
の
確
認
（
以
下
「
適

合
性
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
特
殊
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
適
合
性
確

認
を
行
い
、
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
証

明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
前
検
査
）

（
使
用
前
検
査
）

第
四
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
設

第
四
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
設

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
又
は
第
四
十
八
条

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
又
は
前
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用

事
業
用
電
気
工
作
物
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規

電
気
工
作
物
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
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定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

出
を
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
公
共
の
安
全
の
確
保
上

て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
公
共
の
安
全
の
確
保
上
特
に
重

特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
百
十
二
条
の
三

要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
百
十
二
条
の
三
第
三
項

第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の

に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
工
事
に

工
事
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
の
検
査
を

つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
の
検
査
を
受
け
、

受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

こ
れ
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

一

そ
の
工
事
が
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け

一

そ
の
工
事
が
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
工
事
の
計
画
（
同
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

た
工
事
の
計
画
（
同
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

出
を
し
た
工
事
の
計
画
（
同
項
後
段
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

た
工
事
の
計
画
（
同
項
後
段
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し

更
を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
も
の
を
含
む
。
）
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
自
主
検
査
（
以
下
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い

２

前
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る

い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

使
用
前
自
主
検
査
を
行
う
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
使

３

使
用
前
自
主
検
査
を
行
う
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
使

用
前
自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時

用
前
自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時

期
（
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係

期
（
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係

る
使
用
前
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め

る
使
用
前
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
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る
時
期
）
に
、
事
業
用
電
気
工
作
物
（
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用

る
時
期
）
に
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
事
業
用
電
気
工
作
物

の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す

以
外
の
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者

設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の

に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
が
行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
者
に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
が
行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

（
設
置
者
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
自
己
確
認
）

（
設
置
者
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
自
己
確
認
）

第
五
十
一
条
の
二

（
略
）

第
五
十
一
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
同
項
（

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
同
項
（

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た

場
合
に
は
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
主
務
省
令

場
合
に
は
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
主
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
の
結
果
（
当
該
事
業
用
電
気
工
作

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

物
が
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
設
置
者

な
ら
な
い
。

が
当
該
確
認
を
委
託
し
て
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
委
託
先
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
含
む
。

）
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
自
主
検
査
）

（
溶
接
事
業
者
検
査
）

第
五
十
二
条

発
電
用
の
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ー
ビ
ン
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定

第
五
十
二
条

発
電
用
の
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ー
ビ
ン
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定

め
る
機
械
若
し
く
は
器
具
で
あ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」

め
る
機
械
若
し
く
は
器
具
で
あ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え

ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る

ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る

も
の
又
は
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
し
た
ボ
イ
ラ
ー
等
で
あ
つ
て
輸
入

も
の
又
は
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
し
た
ボ
イ
ラ
ー
等
で
あ
つ
て
輸
入

し
た
も
の
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
溶
接
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る

し
た
も
の
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
溶
接
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
使
用
の
開
始
前
に
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
使
用
の
開
始
前
に
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て

自
主
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な

事
業
者
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

２

前
項
の
自
主
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
溶
接
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
溶
接
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務

主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ

省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
自
家
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
）

（
自
家
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
）

第
五
十
三
条

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
自
家
用
電
気

第
五
十
三
条

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
自
家
用
電
気

工
作
物
の
使
用
の
開
始
の
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け

工
作
物
の
使
用
の
開
始
の
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
第

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同

四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く

条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の

は
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
自
家
用
電
気
工

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
使
用
す
る
場
合
及
び
主

作
物
を
使
用
す
る
場
合
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

第
五
十
五
条

次
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

第
五
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と

「
特
定
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定

こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該
特
定
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
自
主
検
査
を

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該
特
定
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
事
業

行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

前
項
の
自
主
検
査
（
以
下
「
定
期
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

２

前
項
の
検
査
（
以
下
「
定
期
事
業
者
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

は
、
そ
の
特
定
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め

、
そ
の
特
定
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
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る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

定
期
自
主
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
定

３

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該

期
自
主
検
査
の
際
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気
工
作

定
期
事
業
者
検
査
の
際
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気

物
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
し
、
一
定
の
期
間
が
経
過
し

工
作
物
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
し
、
一
定
の
期
間
が
経

た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し

過
し
た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部
分
が

合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部

同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ

分
が
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
と
見
込

る
時
期
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定

ま
れ
る
時
期
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
省
令

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ

存
す
る
と
と
も
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
主

を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

定
期
自
主
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
定
期
自

４

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
定
期

主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
（
第

事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場

（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係
る
定
期
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係
る
定
期
事
業
者
検
査
の
過
去
の
評

果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
）
に
、
特
定
電
気
工
作
物
（
原
子

定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
）
に
、
原
子
力
を
原
動
力

力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省

と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気
工
作
物
以
外
の
特
定
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て

令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大

受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
審
査
を

臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
審
査
は
、
特
定
電
気
工
作
物
の
安
全
管
理
を
旨
と
し
て
、
定
期

５

前
項
の
審
査
は
、
特
定
電
気
工
作
物
の
安
全
管
理
を
旨
と
し
て
、
定
期

自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
、
工
程
管
理
そ
の
他
主
務

事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
、
工
程
管
理
そ
の
他
主

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

６

第
五
十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
審
査
に

６

第
五
十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
審
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と

の
は
「
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
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あ
る
の
は
「
当
該
特
定
電
気
工
作
物
」
と
、
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
あ

あ
る
の
は
「
当
該
特
定
電
気
工
作
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
定
期
自
主
検
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
款

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者

（
新
設
）

（
認
定
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
三

事
業
用
電
気
工
作
物
（
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電

用
の
も
の
を
除
き
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
事
業
用
電
気

工
作
物
の
組
織
ご
と
に
、
高
度
な
保
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
単
に
「

認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
基
準
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
四

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

一

保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向

上
さ
せ
る
仕
組
み
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

保
安
の
確
保
の
方
法
が
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
欠
格
条
項
）
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（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
五

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

認
定
の
申
請
に
係
る
組
織
に
お
い
て
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
を

開
始
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

認
定
の
申
請
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し

て
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害

を
発
生
さ
せ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

第
五
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

２

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置

す
る
者
の
地
位
の
承
継
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
用
電
気
工

作
物
を
設
置
す
る
者
が
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
承
継
が
分
割
に
よ
る
承
継
で
あ
つ
て
、
認
定
に
係
る
事
業
の

全
部
を
承
継
す
る
も
の
で
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
の
更
新
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
六

認
定
は
、
五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ

て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

第
五
十
五
条
の
三
及
び
第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
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更
新
に
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
七

認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置

者
」
と
い
う
。
）
は
、
保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
又
は
保
安
の
確
保
の

方
法
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
八

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
電
気

工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
に
限
る
。
）
の
地

位
を
承
継
し
た
者
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
な
い
と
き
、
又
は

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
高
度
保
安

実
施
設
置
者
の
地
位
を
承
継
し
な
い
。

一

そ
の
行
う
承
継
が
分
割
に
よ
る
承
継
で
あ
つ
て
、
認
定
に
係
る
事
業

の
全
部
を
承
継
す
る
も
の
で
な
い
と
き
。

二

そ
の
認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て

、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を

発
生
さ
せ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
と
き
。

三

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
。

（
認
定
の
取
消
し
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
九

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
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き
る
。

一

認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て
、
そ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を
発
生

さ
せ
た
と
き
。

二

認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て
、
そ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
の
発
生

の
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
き
。

三

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
工
作
物
の
使
用
の
一
時
停
止
の
命
令

又
は
使
用
の
制
限
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

四

第
五
十
五
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

五

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
に
至
つ

た
と
き
。

六

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

（
保
安
規
程
に
係
る
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
は
、
保
安
規
程
を
定
め
、

（
新
設
）

又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
安
規
程
を

保
存
し
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
任
技
術
者
に
係
る
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
一

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
は
、
第
四
十
三
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
主
任
技
術
者
の
選
任
又
は
そ
の
解
任
に
つ
い
て
は
、
同
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条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
選
任
又
は
解
任
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
の
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
二

第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、

（
新
設
）

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
定
期
安
全
管
理
検
査
の
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
三

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
あ
つ
て
、
第
五
十
五

（
新
設
）

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
も
の

は
、
同
項
の
自
主
検
査
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
定
期
に
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
認
定
高
度
保
安
実

施
設
置
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
章

登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指

第
六
章

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試
験
機
関
及
び
登
録
調

定
試
験
機
関
及
び
登
録
調
査
機
関

査
機
関

第
一
節

登
録
適
合
性
確
認
機
関

第
一
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

（
登
録
）

（
登
録
）

第
六
十
七
条

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
六
十
七
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、

単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
（
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り
、
適
合
性
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

以
下
単
に
「
審
査
の
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
審
査
（
以
下
「
安
全
管
理
審
査
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る

者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

一

第
五
十
一
条
第
三
項
の
審
査

二

第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
六
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

第
六
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
五
十
一
条
第

こ
と
が
で
き
な
い
。

三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
六
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申

第
六
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申

請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次

請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
経

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は

済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一

特
殊
電
気
工
作
物
の
性
能
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
を
用
い
て
適

（
新
設
）

合
性
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
適
合
性
確
認
を
実
施
し
、
そ
の
人

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
安
全
管
理
審
査
を
実
施
し
、
そ
の

数
が
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

人
数
が
審
査
の
区
分
ご
と
に
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三

百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、

百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、

機
械
工
学
若
し
く
は
建
築
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

機
械
工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
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し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通

若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務

算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
に

校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
に

お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学
若
し
く
は
建
築
学
の
課

お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の

程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に

課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法

基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
で

に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）

あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実

で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る

務
又
は
適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従
事
し

実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従

た
経
験
を
有
す
る
も
の

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経
験

安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経

を
有
す
る
者

験
を
有
す
る
者

三

登
録
申
請
者
が
、
特
殊
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号

二

登
録
申
請
者
が
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の

及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
」
と

規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
審
査
対
象

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

電
気
工
作
物
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
殊
電
気

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
対
象

工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項

電
気
工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第

に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又

員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職

は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
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員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ

員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え

と
。

て
い
る
こ
と
。

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

）
が
、
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間

）
が
、
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二

に
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を

年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ

含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

登
録
は
、
適
合
性
確
認
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て

２

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、
安
全
管
理

す
る
も
の
と
す
る
。

審
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

審
査
の
区
分

三

登
録
を
受
け
た
者
が
適
合
性
確
認
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

登
録
を
受
け
た
者
が
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

（
登
録
の
更
新
）

（
登
録
の
更
新
）

第
七
十
条

登
録
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の

第
七
十
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、
三

更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失

年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば

う
。

、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
合
性
確
認
の
義
務
）

（
安
全
管
理
審
査
の
義
務
）

第
七
十
一
条

登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
適
合
性
確
認
機
関
」
と
い

第
七
十
一
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
受

う
。
）
は
、
適
合
性
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正

け
た
者
（
以
下
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
安
全
管

当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
適
合
性
確
認
を
行
わ
な
け

理
審
査
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
安
全
管
理
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

２

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

２

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
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る
方
法
に
よ
り
適
合
性
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
方
法
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
を
行
う
と
き
は
、
第
六
十
九

３

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
を
行
う
と
き
は
、
第
六

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
適
合
性
確
認
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
安
全
管
理
審
査
を
実
施
さ
せ
な

な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
七
十
二
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か

第
七
十
二
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
安
全
管
理
審

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
七
十
三
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
の
業
務
に
関
す
る

第
七
十
三
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
に
関

規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
適

す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め

合
性
確
認
の
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
適
合
性
確
認
の
実
施
方
法
、
適
合
性
確
認
に
関
す
る

２

業
務
規
程
に
は
、
安
全
管
理
審
査
の
実
施
方
法
、
安
全
管
理
審
査
に
関

料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お

す
る
料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
業
務
規
程

（
新
設
）

が
適
合
性
確
認
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。（
業
務
の
休
廃
止
）

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
七
十
四
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又

第
七
十
四
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
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は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令

部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
七
十
五
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内

第
七
十
五
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以

に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は

内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又

収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
（
電

は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
（

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

。
）
で
作
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ

じ
。
）
で
作
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
百
二

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
百

十
六
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事

二
十
六
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間

業
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
適
合
性
確

２

使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
電
気
工
作
物
を
設
置

認
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と

す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
の
業
務
時

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録

間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

適
合
性
確
認
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機

関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
適
合
命
令
）

（
適
合
命
令
）

第
七
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
第
六
十
九
条

第
七
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
第
六
十
九

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

の
登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必

そ
の
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
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要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
七
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
第
七
十
一
条

第
七
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
第
七
十
一

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
適
合
性
確
認
機

条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
安
全
管
理
審

関
に
対
し
、
適
合
性
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
適
合
性
確
認
の
方
法
そ

査
機
関
に
対
し
、
安
全
管
理
審
査
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
安
全
管
理
審
査

の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
七
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の

第
七
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
次
の
各
号

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五

て
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
安
全
管
理
審

で
き
る
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条

一

第
五
十
一
条
第
五
項
（
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

、
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項

、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

四

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項

の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
）

（
帳
簿
の
記
載
）

第
七
十
九
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
適
合
性
確
認
の

第
七
十
九
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
安
全
管
理
審
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業
務
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

査
の
業
務
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
適
合
性
確
認
業
務
の
実
施
）

（
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
安
全
管
理
審
査
業
務
の
実
施
）

第
八
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な
い
と
き
、
第
七

第
八
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又

四
項
の
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な
い
と
き
、
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

は
廃
止
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取

安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
が
あ

り
消
し
、
又
は
登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
対
し
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全

つ
た
と
き
、
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
天

第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
安
全
管
理
審
査
機

災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施

関
に
対
し
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

た
と
き
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
安
全

、
当
該
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き

管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た

る
。

と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
安
全
管
理
審
査
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部

は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
適
合
性
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の

又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
引
継
ぎ

他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

（
新
設
）

（
登
録
）

第
八
十
条
の
二

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
（

（
新
設
）

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
（
次
条
に
お
い
て

単
に
「
審
査
の
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
審
査
（
以
下
「
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安
全
管
理
審
査
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

行
う
。

一

第
五
十
一
条
第
三
項
の
審
査

二

第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査

（
登
録
の
基
準
）

第
八
十
条
の
三

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し

（
新
設
）

た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
安
全
管
理
審
査
を
実
施
し
、
そ
の

人
数
が
審
査
の
区
分
ご
と
に
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大

学
令
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学

若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は

運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し

て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械

工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維

持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
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務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者

二

登
録
申
請
者
が
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
審
査
対
象

電
気
工
作
物
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
対
象

電
気
工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又

は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役

員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え

て
い
る
こ
と
。

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

）
が
、
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二

年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ

つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

登
録
は
、
安
全
管
理
審
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
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て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

審
査
の
区
分

四

登
録
を
受
け
た
者
が
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

（
業
務
規
程
）

第
八
十
条
の
四

登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」

（
新
設
）

と
い
う
。
）
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務

の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
安
全
管
理
審
査
の
実
施
方
法
、
安
全
管
理
審
査
に
関

す
る
料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
八
十
条
の
五

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
次
の
各

（
新
設
）

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を

定
め
て
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

第
五
十
一
条
第
五
項
（
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
又
は
次
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
五
条
第
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二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

四

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
六
条
又
は
第
七
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
準
用
）

第
八
十
条
の
六

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七

（
新
設
）

十
四
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は

、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六

十
八
条
第
二
号
及
び
第
八
十
条
第
一
項
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
十
条
の
五
」
と
、
第
七
十
条
第
二
項
中
「
前
三
条
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
三
の
規
定
並
び
に
第
八
十
条

の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
規
定
」
と
、
第
七
十
一
条
の
見

出
し
及
び
第
八
十
条
第
二
項
中
「
適
合
性
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管

理
審
査
」
と
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
七
条
中
「
適
合
性
確
認
を
」
と

あ
る
の
は
「
安
全
管
理
審
査
を
」
と
、
第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
第
六
十

九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」

と
、
第
七
十
二
条
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
名
称
又
は
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事

業
所
の
所
在
地
」
と
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
第
一

項
及
び
第
八
十
条
第
一
項
中
「
適
合
性
確
認
の
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管

理
審
査
の
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
自
主
検
査
を
行
う
電
気
工
作

物
を
設
置
す
る
者
」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
三
第
一
項
各
号
」
と
、
第
八
十
条
の
見
出
し

中
「
適
合
性
確
認
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管
理
審
査
業
務
」
と
読
み
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替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
節

登
録
調
査
機
関

第
三
節

登
録
調
査
機
関

（
登
録
）

（
登
録
）

第
八
十
九
条

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
八
十
九
条

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定

単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
路
維
持
運
用
者
の
委
託
を
受
け
て
調
査
業
務

り
、
電
線
路
維
持
運
用
者
の
委
託
を
受
け
て
調
査
業
務
を
行
お
う
と
す
る

を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
九
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者

第
九
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

手
続
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

登
録
は
、
調
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も

２

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
は
、
調
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ

の
と
す
る
。

る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
登
録
の
取
消
し
）

（
登
録
の
取
消
し
）

第
九
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
調
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
九
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
調
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と

き
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
九
十
六
条

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及

第
九
十
六
条

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及

び
第
七
十
九
条
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

び
第
七
十
九
条
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

お
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

十
五
条
」
と
、
第
七
十
条
第
二
項
中
「
前
三
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「

十
五
条
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
事

第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
条
の
規
定
並
び
に
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用

業
者
検
査
を
行
う
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
調

す
る
第
六
十
八
条
の
規
定
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
殊
電
気
工

査
機
関
が
調
査
業
務
を
行
う
一
般
用
電
気
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者

作
物
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
調
査
機
関
が
調
査
業
務
を
行
う
一
般

」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

用
電
気
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十

九
十
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
条
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七

十
九
条
第
一
項
中
「
適
合
性
確
認
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
業
務
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

雑
則

第
八
章

雑
則

（
調
査
の
要
請
）

第
百
五
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
そ
の
他

（
新
設
）

の
保
安
の
確
保
上
特
に
重
要
な
者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
に

お
い
て
保
安
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
、
又
は

生
じ
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
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独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
に
対
し
、
そ
の
原
因
究
明
の
た
め
の

調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
百
六
条

（
略
）

第
百
六
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
一

７

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
一

般
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
発
電
設
備
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
有

般
用
電
気
工
作
物
（
小
出
力
発
電
設
備
に
限
る
。
）
の
所
有
者
又
は
占
有

者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
の
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ

者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
の
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

10

10

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登

11

11

録
適
合
性
確
認
機
関
又
は
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務

録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報

又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

12

13

12

13

（
立
入
検
査
）

（
立
入
検
査
）

第
百
七
条

（
略
）

第
百
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

の
職
員
に
、
一
般
用
電
気
工
作
物
の
設
置
の
場
所
（
当
該
一
般
用
電
気
工

の
職
員
に
、
一
般
用
電
気
工
作
物
の
設
置
の
場
所
（
当
該
一
般
用
電
気
工

作
物
が
小
規
模
発
電
設
備
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
居
住

作
物
が
小
出
力
発
電
設
備
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
居
住

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
立
ち
入
り
、
一
般
用
電
気
工

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
立
ち
入
り
、
一
般
用
電
気
工

作
物
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

作
物
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
場
所
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
居
住
者

い
る
場
所
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
居
住
者
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の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

８

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

８

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

の
職
員
に
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
又
は
登

の
職
員
に
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
又
は
登
録
調
査
機
関
の
事
務
所
又

録
調
査
機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳

は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
～

（
略
）

９
～

（
略
）

18

18

（
聴
聞
の
特
例
）

（
聴
聞
の
特
例
）

第
百
八
条

（
略
）

第
百
八
条

（
略
）

２

第
二
条
の
九
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
六

２

第
二
条
の
九
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
六

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
八
第
一
項
か
ら

で
、
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
八
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
、
第
三
十

二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
、
第
三
十

七
条
の
十
一
第
二
項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
の
五
、
第
八
十
四
条
の

七
条
の
十
一
第
二
項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
四
条
の
五
、
第
八
十
七
条

五
、
第
八
十
七
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
九
条
の
十
一
又
は
第
九
十
九

、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
九
条
の
十
一
又
は
第
九
十
九
条
の
十
四
の
規
定

条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、

に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ

公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
百
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

第
百
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

第
五
十
五
条
の
三
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
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五

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
適
合
性
確

（
新
設
）

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六

第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
条
第
一
項

五

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
安
全
管
理

の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
安
全
管
理
審
査
を
受
け
よ
う
と

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

す
る
者

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
十
二
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
百
十
二
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第

三

第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二

四
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
。

第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
。

四

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
二
条
（
第
八
十
条
の
六
に
お
い

四

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第
九
十

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四
条
（
第
八
十
条
の
六
に
お

三
条
又
は
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
三
条
又
は
第
九
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

五

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
適
合
性
確
認

五

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
安
全
管
理
審

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

六

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
適
合
性
確
認
の

六

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
安
全
管
理
審
査

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は
自

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は

ら
行
つ
て
い
た
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な

自
ら
行
つ
て
い
た
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行

い
こ
と
と
す
る
と
き
。

わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
。

七

第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
安
全
管
理

（
新
設
）

審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

八

第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
条
第
一
項

（
新
設
）
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の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は
自
ら
行
つ
て
い
た
安

全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る

と
き
。

九
～
十
三

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

第
九
章

罰
則

第
九
章

罰
則

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該

違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰

違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

第
七
十
八
条
又
は
第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
適
合
性
確
認
又

十
三

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
停
止
の
命

は
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

令
に
違
反
し
た
と
き
。

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の

一

第
二
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
八
第
一
項

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
八
第
一
項

、
第
七
条
第
四
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
七
条
第
四
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
七

。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
七

の
二
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
七
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
二
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
七
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二

の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
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条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の

条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の

二
十
五
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の
三
十
二

二
十
五
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の
三
十
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
、

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第

は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第

五
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第

三
項
、
第
五
十
五
条
の
七
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四

七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と

条
（
第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

き
。

よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
二
十
六
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
三
及
び
第
二
十
七

五

第
二
十
六
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
三
及
び
第
二
十
七

条
の
二
十
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五

条
の
二
十
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項

（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
五
十
五

（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て

条
の
十
一
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、

、
記
録
を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た

又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

と
き
。

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

八
の
二

第
五
十
五
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
保
安
規
程
を
保
存
せ
ず

（
新
設
）

、
又
は
保
安
規
程
の
提
出
を
拒
ん
だ
と
き
。

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

第
五
十
七
条
第
四
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の
六

十
一

第
五
十
七
条
第
四
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に

及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
五
十
七

反
し
て
第
五
十
七
条
第
四
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の

条
第
四
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽

る
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

の
記
載
を
し
た
と
き
。

十
二

第
五
十
七
条
第
五
項
又
は
第
七
十
九
条
第
二
項
（
第
八
十
条
の
六

十
二

第
五
十
七
条
第
五
項
、
第
七
十
九
条
第
二
項
又
は
第
九
十
六
条
に
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及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
保

反
し
て
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

存
し
な
か
つ
た
と
き
。

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

第
百
二
十
六
条

第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の
六
及
び
第
九
十
六
条

第
百
二
十
六
条

第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等
を
備
え
て
置
か
ず
、

を
備
え
て
置
か
ず
、
財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若

財
務
諸
表
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載

し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
七
十
五
条

を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
第
七
十
五
条
第
二
項
各
号
（
第
九

第
二
項
各
号
（
第
八
十
条
の
六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

過
料
に
処
す
る
。
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○
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
四
章

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

第
四
章

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

業
務
等
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）

第
三
節

業
務
等
（
第
五
十
一
条
―
第
五
十
四
条
）

第
四
節

（
略
）

第
四
節

（
略
）

第
五
章

（
略
）

第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

第
四
章

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

第
四
章

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

第
三
節

業
務
等

第
三
節

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
等
）

（
業
務
の
範
囲
等
）

第
五
十
一
条

機
構
は
、
第
四
十
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務

第
五
十
一
条

機
構
は
、
第
四
十
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務

を
行
う
。

を
行
う
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
六
十
条

（
新
設
）

の
二
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
。

十
一

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
七
十
条

（
新
設
）

の
二
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
。

十
二

（
略
）

十

（
略
）
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十
三

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
百
五
条
の

（
新
設
）

二
に
規
定
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
。

十
四
～
十
七

（
略
）

十
一
～
十
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
の
定
義
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
等
」
と
は
、
一
般
用

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
電
気
事
業

電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三

法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

る
一
般
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

）
及
び
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
規
模

事
業
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
家
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
電
気
事
業
法
第

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
自
家
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
電
気
事
業
法
第

三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
事
業
用
電

三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
（
発
電
所
、
変
電
所

気
工
作
物
及
び
発
電
所
、
変
電
所
、
最
大
電
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の

、
最
大
電
力
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
需
要
設
備
（
電
気
を
使
用
す
る
た

需
要
設
備
（
電
気
を
使
用
す
る
た
め
に
、
そ
の
使
用
の
場
所
と
同
一
の
構

め
に
、
そ
の
使
用
の
場
所
と
同
一
の
構
内
（
発
電
所
又
は
変
電
所
の
構
内

内
（
発
電
所
又
は
変
電
所
の
構
内
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
電
気
工
作
物

を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
電
気
工
作
物
（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号

（
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
）

に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
）
の
総
合
体
を
い
う
。
）
そ
の
他
の

の
総
合
体
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

。
）
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
工
事
」
と
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
等
又

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
工
事
」
と
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
又
は

は
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
し
、
又
は
変
更
す
る
工
事
を
い
う
。
た
だ

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
し
、
又
は
変
更
す
る
工
事
を
い
う
。
た
だ
し

し
、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。

、
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
工
事
を
除
く
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
電
気
工
事
士
等
）

（
電
気
工
事
士
等
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

第
一
種
電
気
工
事
士
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て

２

第
一
種
電
気
工
事
士
又
は
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
を
受
け
て
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い
る
者
（
以
下
「
第
二
種
電
気
工
事
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
一

い
る
者
（
以
下
「
第
二
種
電
気
工
事
士
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
、
一

般
用
電
気
工
作
物
等
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
一
般
用
電
気
工
作
物
等

般
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
一
般
用
電
気
工
作
物
の
保

の
保
安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令

安
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
作
業
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
電
気
工
事
士
等
の
義
務
）

（
電
気
工
事
士
等
の
義
務
）

第
五
条

電
気
工
事
士
、
特
種
電
気
工
事
資
格
者
又
は
認
定
電
気
工
事
従
事

第
五
条

電
気
工
事
士
、
特
種
電
気
工
事
資
格
者
又
は
認
定
電
気
工
事
従
事

者
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
第
三
条
第
二
項

者
は
、
一
般
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
に
従
事
す
る
と
き

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
電
気

は
電
気
事
業
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
基

事
業
法
第
五
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
、

準
に
、
自
家
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
第
三
条
第
一
項

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
第
三
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る

の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
作
業
を
除
く
。
）
又
は
自
家
用
電
気
工
作
物

と
き
は
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適

に
係
る
電
気
工
事
の
作
業
（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
経
済
産
業
省

合
す
る
よ
う
に
そ
の
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

令
で
定
め
る
作
業
を
除
く
。
）
に
従
事
す
る
と
き
は
同
法
第
三
十
九
条
第

一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
作
業
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
電
気
工
事
士
試
験
）

（
電
気
工
事
士
試
験
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

第
一
種
電
気
工
事
士
試
験
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
に
関
し
て
必

２

第
一
種
電
気
工
事
士
試
験
は
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
に
関
し
て
必

要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
、
第
二
種
電
気
工
事
士
試
験
は
一
般
用
電

要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
、
第
二
種
電
気
工
事
士
試
験
は
一
般
用
電

気
工
作
物
等
の
保
安
に
関
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
行
う
。

気
工
作
物
の
保
安
に
関
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
に
つ
い
て
行
う
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）
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○
電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
用
品
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
電
気
用
品
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
を
い

う
。

う
。

一

一
般
用
電
気
工
作
物
等
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

一

一
般
用
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七

七
十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び

十
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
を
い
う

同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。
）
の

。
）
の
部
分
と
な
り
、
又
は
こ
れ
に
接
続
し
て
用
い
ら
れ
る
機
械
、
器

部
分
と
な
り
、
又
は
こ
れ
に
接
続
し
て
用
い
ら
れ
る
機
械
、
器
具
又
は

具
又
は
材
料
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

材
料
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
も
の

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
使
用
の
制
限
）

（
使
用
の
制
限
）

第
二
十
八
条

電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
気
事

第
二
十
八
条

電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
電
気
事

業
者
、
同
法
第
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設

業
者
、
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設

置
す
る
者
、
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第

置
す
る
者
、
電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
、
同
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
、
同
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
特
種
電
気
工
事
資
格
者
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
工
事

る
特
種
電
気
工
事
資
格
者
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
工
事

従
事
者
は
、
第
十
条
第
一
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば

従
事
者
は
、
第
十
条
第
一
項
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば

、
電
気
用
品
を
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気

、
電
気
用
品
を
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気

工
作
物
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

工
作
物
の
設
置
又
は
変
更
の
工
事
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、

第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の

第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の

三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十

三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十

四
条
の
五
関
係
）

四
条
の
五
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可

、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証

課

税

標

準

税

率

、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証

課

税

標

準

税

率

明
の
事
項

明
の
事
項

一
～
百
三

（
略
）

一
～
百
三

（
略
）

百
四

小
売
電
気
事
業
の
登
録
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
の
指
定

百
四

小
売
電
気
事
業
の
登
録
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
の
指
定

旧
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く

旧
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く

は
電
気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る

は
電
気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る

電
線
路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
送
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
振
替

電
線
路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
送
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
振
替

供
給
の
相
手
方
の
変
更
の
許
可
、
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
電

供
給
の
相
手
方
の
変
更
の
許
可
、
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
電

気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線

気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線

路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
小
売
供
給

路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
小
売
供
給

の
登
録
、
特
定
供
給
の
許
可
、
認
定
電
気
使
用
者
情
報
利
用
者
等

の
登
録
、
特
定
供
給
の
許
可
、
認
定
電
気
使
用
者
情
報
利
用
者
等

協
会
の
認
定
又
は
電
気
工
作
物
に
係
る
登
録
適
合
性
確
認
機
関
、

協
会
の
認
定
又
は
電
気
工
作
物
に
係
る
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
若
し
く
は
登
録
調
査
機
関
の
登
録

若
し
く
は
登
録
調
査
機
関
の
登
録
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㈠
～
㈩

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈠
～
㈩

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
気
事
業
法
第
四
十
八
条
の

登
録
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

十
一

二
第
一
項
（
登
録
適
合
性
確
認

九
万
円

機
関
の
登
録
）
の
登
録
（
更
新

の
登
録
を
除
く
。
）

・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

・

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二

十
三

十
一

十
二

百
五
～
百
六
十

（
略
）

百
五
～
百
六
十

（
略
）
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○
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、

第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の

第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の

三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十

三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十

四
条
の
五
関
係
）

四
条
の
五
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可

、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証

課

税

標

準

税

率

、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証

課

税

標

準

税

率

明
の
事
項

明
の
事
項

一
～
百

（
略
）

一
～
百

（
略
）

百
一

ガ
ス
小
売
事
業
の
登
録
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事

百
一

ガ
ス
小
売
事
業
の
登
録
、
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ
ス
小
売
事

業
者
の
指
定
旧
供
給
区
域
等
の
変
更
の
許
可
、
認
定
高
度
保
安
実

業
者
の
指
定
旧
供
給
区
域
等
の
変
更
の
許
可
、
一
般
ガ
ス
導
管
事

施
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
認
定
、
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
の
許
可
若
し

業
の
許
可
若
し
く
は
ガ
ス
の
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
又
は
登
録

く
は
ガ
ス
の
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
、
認
定
高
度
保
安
実
施
一

ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
の
登
録
若
し
く
は
特
定
ガ
ス
用
品
に
係
る

般
ガ
ス
導
管
事
業
者
、
認
定
高
度
保
安
実
施
特
定
ガ
ス
導
管
事
業

検
査
機
関
の
登
録

者
若
し
く
は
認
定
高
度
保
安
実
施
ガ
ス
製
造
事
業
者
の
認
定
又
は

登
録
ガ
ス
工
作
物
検
査
機
関
の
登
録
若
し
く
は
特
定
ガ
ス
用
品
に

係
る
検
査
機
関
の
登
録

㈠
～
㈢

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈠
～
㈢

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈣

ガ
ス
事
業
法
第
三
十
四
条
の

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）
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二
（
認
定
）
の
認
定
高
度
保
安

九
万
円

実
施
ガ
ス
小
売
事
業
者
の
認
定

（
更
新
の
認
定
を
除
く
。
）

㈤

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈣

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈥

ガ
ス
事
業
法
第
七
十
一
条
の

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

二
（
認
定
）
の
認
定
高
度
保
安

九
万
円

実
施
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
の

認
定
（
更
新
の
認
定
を
除
く
。

）
㈦

ガ
ス
事
業
法
第
八
十
四
条
の

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

二
（
認
定
）
の
認
定
高
度
保
安

九
万
円

実
施
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
者
の

認
定
（
更
新
の
認
定
を
除
く
。

）
㈧

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
条
の
二

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

（
認
定
）
の
認
定
高
度
保
安
実

九
万
円

施
ガ
ス
製
造
事
業
者
の
認
定
（

更
新
の
認
定
を
除
く
。
）

㈨

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈤

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈩

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十
六
条

申
請
件
数

一
件
に
つ
き

㈥

ガ
ス
事
業
法
第
百
四
十
六
条

申
請
件
数

一
件
に
つ
き

第
一
項
（
検
査
機
関
の
登
録
）

九
万
円
（
既

第
一
項
（
検
査
機
関
の
登
録
）

九
万
円
（
既

の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く

に
㈩
に
掲
げ

の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く

に
㈥
に
掲
げ

。
）

る
登
録
を
受

。
）

る
登
録
を
受

け
て
い
る
者

け
て
い
る
者

に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は

、
一
万
五
千

、
一
万
五
千
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円
）

円
）

百
二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
等
に
係
る
認
定
完
成
検
査
実
施
者
、
認
定

百
二

高
圧
ガ
ス
の
製
造
等
に
係
る
認
定
完
成
検
査
実
施
者
若
し
く

保
安
検
査
実
施
者
若
し
く
は
認
定
高
度
保
安
実
施
者
の
認
定
、
容

は
認
定
保
安
検
査
実
施
者
の
認
定
、
容
器
検
査
所
、
登
録
容
器
等

器
検
査
所
、
登
録
容
器
等
製
造
業
者
若
し
く
は
外
国
登
録
容
器
等

製
造
業
者
若
し
く
は
外
国
登
録
容
器
等
製
造
業
者
の
登
録
又
は
登

製
造
業
者
の
登
録
又
は
登
録
特
定
設
備
製
造
業
者
若
し
く
は
外
国

録
特
定
設
備
製
造
業
者
若
し
く
は
外
国
登
録
特
定
設
備
製
造
業
者

登
録
特
定
設
備
製
造
業
者
の
登
録

の
登
録

㈠
・
㈡

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈠
・
㈡

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈢

高
圧
ガ
ス
保
安
法
第
三
十
九

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

条
の
十
三
（
認
定
）
の
認
定
高

九
万
円

度
保
安
実
施
者
の
認
定
（
更
新

の
認
定
を
除
く
。
）

㈣
～
㈧

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈢
～
㈦

（
略
）

（
略
）

（
略
）

百
三

（
略
）

百
三

（
略
）

百
四

小
売
電
気
事
業
の
登
録
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
の
指
定

百
四

小
売
電
気
事
業
の
登
録
、
み
な
し
小
売
電
気
事
業
者
の
指
定

旧
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く

旧
供
給
区
域
の
変
更
の
許
可
、
一
般
送
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く

は
電
気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る

は
電
気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る

電
線
路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
送
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
振
替

電
線
路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
送
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
振
替

供
給
の
相
手
方
の
変
更
の
許
可
、
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
電

供
給
の
相
手
方
の
変
更
の
許
可
、
配
電
事
業
の
許
可
若
し
く
は
電

気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線

気
の
供
給
区
域
の
変
更
若
し
く
は
供
給
区
域
外
に
設
置
す
る
電
線

路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
小
売
供
給

路
に
よ
る
供
給
の
許
可
、
特
定
送
配
電
事
業
者
に
よ
る
小
売
供
給

の
登
録
、
特
定
供
給
の
許
可
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
の
認

の
登
録
、
特
定
供
給
の
許
可
、
認
定
電
気
使
用
者
情
報
利
用
者
等

定
、
認
定
電
気
使
用
者
情
報
利
用
者
等
協
会
の
認
定
又
は
電
気
工

協
会
の
認
定
又
は
電
気
工
作
物
に
係
る
登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
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作
物
に
係
る
登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
若
し
く
は
登
録
調
査
機
関
の
登
録

若
し
く
は
登
録
調
査
機
関
の
登
録

㈠
～
㈨

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈠
～
㈨

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈩

電
気
事
業
法
第
五
十
五
条
の

認
定
件
数

一
件
に
つ
き

（
新
設
）

三
（
認
定
）
の
認
定
高
度
保
安

九
万
円

実
施
設
置
者
の
認
定
（
更
新
の

認
定
を
除
く
。
）

～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

㈩
～

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
一

十
四

十
三

百
五
～
百
六
十

（
略
）

百
五
～
百
六
十

（
略
）
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○
電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
）
（
附
則
第
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
電
気
工
事
業
を
営
む
者
の
登
録
等
及
び
そ
の
業
務

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
電
気
工
事
業
を
営
む
者
の
登
録
等
及
び
そ
の
業
務

の
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
し
、
も

の
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
し
、
も

つ
て
一
般
用
電
気
工
作
物
等
及
び
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
の
確
保
に

つ
て
一
般
用
電
気
工
作
物
及
び
自
家
用
電
気
工
作
物
の
保
安
の
確
保
に
資

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
等
」
と
は
電
気
工
事
士
法

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
電
気
工
事
士
法
第

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
等
を
、
「
自
家
用
電
気

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
用
電
気
工
作
物
を
、
「
自
家
用
電
気
工
作

工
作
物
」
と
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

物
」
と
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。

（
主
任
電
気
工
事
士
の
設
置
）

（
主
任
電
気
工
事
士
の
設
置
）

第
十
九
条

登
録
電
気
工
事
業
者
は
、
そ
の
一
般
用
電
気
工
作
物
等
に
係
る

第
十
九
条

登
録
電
気
工
事
業
者
は
、
そ
の
一
般
用
電
気
工
作
物
に
係
る
電

電
気
工
事
（
以
下
「
一
般
用
電
気
工
事
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
営

気
工
事
（
以
下
「
一
般
用
電
気
工
事
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
営
業

業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
営
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、

所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
営
業
所
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
当

当
該
業
務
に
係
る
一
般
用
電
気
工
事
の
作
業
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
第
一

該
業
務
に
係
る
一
般
用
電
気
工
事
の
作
業
を
管
理
さ
せ
る
た
め
、
第
一
種

種
電
気
工
事
士
又
は
電
気
工
事
士
法
に
よ
る
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の

電
気
工
事
士
又
は
電
気
工
事
士
法
に
よ
る
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
の
交

交
付
を
受
け
た
後
電
気
工
事
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る

付
を
受
け
た
後
電
気
工
事
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
第

第
二
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

二
種
電
気
工
事
士
で
あ
つ
て
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

に
該
当
し
な
い
も
の
を
、
主
任
電
気
工
事
士
と
し
て
、
置
か
な
け
れ
ば
な

該
当
し
な
い
も
の
を
、
主
任
電
気
工
事
士
と
し
て
、
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
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ら
な
い
。

な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



一

（
経
済
産
業
委
員
会
）

高
圧
ガ
ス
保
安
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
〇
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
産
業
保
安
分
野
に
お
け
る
革
新
技
術
の
進
展
及
び
人
材
の
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
、
高
度
な
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
保
安
の
促
進
に
向
け
た
認
定
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
気
候
変
動
問
題
へ
の
対
応
の
要

請
、
自
然
災
害
の
頻
発
及
び
電
力
の
供
給
構
造
の
変
化
を
踏
ま
え
、
燃
料
電
池
自
動
車
に
係
る
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
除

外
、
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
災
害
時
連
携
計
画
の
策
定
の
義
務
化
、
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
に
係
る
届
出
制
度
の
創
設
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
一
部
改
正
（
１
及
び
２
の
改
正
事
項
は
ガ
ス
事
業
法
及
び
電
気
事
業
法
に
つ
い
て
も
同
様
）

１

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
つ
つ
、
自
立
的
に
高
度
な
保
安
を
確
保
で
き
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
認
定
制
度
を
創
設
し
、

認
定
事
業
者
に
対
し
て
保
安
規
制
に
関
す
る
手
続
及
び
検
査
の
特
例
を
措
置
す
る
。

２

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
た
場
合
等
に
、
経
済
産
業
大
臣
は
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理

推
進
機
構
（
以
下
「
Ｉ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
原
因
究
明
の
調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

道
路
運
送
車
両
法
が
適
用
さ
れ
る
燃
料
電
池
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
適
用
を
除
外
す
る
。

NHEA0982
テキストボックス
資料－6



二

二

ガ
ス
事
業
法
の
一
部
改
正

一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
に
対
し
、
災
害
時
連
携
計
画
の
作
成
及
び
届
出
を
義
務
付
け
る
。

三

電
気
事
業
法
の
一
部
改
正

１

小
規
模
な
太
陽
光
・
風
力
発
電
設
備
を
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
と
位
置
付
け
、
設
備
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
の

維
持
、
設
備
の
基
礎
情
報
の
届
出
及
び
設
備
の
使
用
前
の
安
全
確
認
を
義
務
付
け
る
。

２

荷
重
及
び
外
力
に
対
し
て
安
全
な
構
造
が
特
に
必
要
な
特
殊
電
気
工
作
物
の
工
事
計
画
の
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
特

殊
電
気
工
作
物
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
登
録
適
合
性
確
認
機
関
の
確
認

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

四

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

Ｉ
Ｐ
Ａ
の
業
務
に
、
一
の
２
の
調
査
を
追
加
す
る
。

五

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
二
章
の
二

（
略
）

第
一
章
～
第
二
章
の
二

（
略
）

第
三
章

電
気
工
作
物

第
三
章

電
気
工
作
物

第
一
節

定
義
（
第
三
十
八
条
）

第
一
節

定
義
（
第
三
十
八
条
）

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
一
款

（
略
）

第
一
款

（
略
）

第
二
款

自
主
的
な
保
安
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
二
款

自
主
的
な
保
安
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
三
款

（
略
）

第
三
款

（
略
）

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
五
条
）

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査
（
第
四
十
七
条
―
第
五
十
五
条
）

第
五
款

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）

第
五
款

承
継
（
第
五
十
五
条
の
二
）

第
六
款

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
（
第
五
十
五
条
の
三
―
第
五

（
新
設
）

十
五
条
の
十
三
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
四
章
・
第
五
章

（
略
）

第
六
章

登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試

第
六
章

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試
験
機
関
及
び
登
録
調
査
機

験
機
関
及
び
登
録
調
査
機
関

関

第
一
節

登
録
適
合
性
確
認
機
関
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
条
）

（
新
設
）

第
二
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
（
第
八
十
条
の
二
―
第
八
十
条
の

第
一
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
（
第
六
十
七
条
―
第
八
十
条
）

六
）

第
三
節

指
定
試
験
機
関
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
八
条
）

第
二
節

指
定
試
験
機
関
（
第
八
十
一
条
―
第
八
十
八
条
）

第
四
節

登
録
調
査
機
関
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
六
条
）

第
三
節

登
録
調
査
機
関
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
六
条
）

第
七
章

（
略
）

第
七
章

（
略
）
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第
八
章

雑
則
（
第
百
条
―
第
百
十
四
条
の
二
）

第
八
章

雑
則
（
第
百
条
―
第
百
十
四
条
の
二
）

第
九
章

罰
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
九
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
百
十
五
条
―
第
百
二
十
九
条
）

附
則

附
則

第
三
章

電
気
工
作
物

第
三
章

電
気
工
作
物

第
一
節

定
義

第
一
節

定
義

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
次
に

第
三
十
八
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
次
に

掲
げ
る
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む

掲
げ
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
出
力
発
電
設
備
（
経
済
産
業

。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
小
規
模
発
電
設

省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
気
の
発
電
用
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、

備
（
低
圧
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
を
い
う
。
第
一

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
百
六
条
第
七

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
電
気
に
係
る
発
電
用
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て

項
及
び
第
百
七
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
発
電
用
の
電
気
工

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
発
電

作
物
と
同
一
の
構
内
（
こ
れ
に
準
ず
る
区
域
内
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

用
の
電
気
工
作
物
と
同
一
の
構
内
に
設
置
す
る
も
の
又
は
爆
発
性
若
し
く

に
設
置
す
る
も
の
又
は
爆
発
性
若
し
く
は
引
火
性
の
物
が
存
在
す
る
た
め

は
引
火
性
の
物
が
存
在
す
る
た
め
電
気
工
作
物
に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る

電
気
工
作
物
に
よ
る
事
故
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
多
い
場
所
で
あ
つ
て
、

お
そ
れ
が
多
い
場
所
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
所
に
設
置
す
る

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。

も
の
を
除
く
。

一

電
気
を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
低
圧
受
電
電
線

一

他
の
者
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
で
受
電
し

路
（
当
該
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
場
所
と
同
一
の
構
内
に
お
い
て
低

、
そ
の
受
電
の
場
所
と
同
一
の
構
内
に
お
い
て
そ
の
受
電
に
係
る
電
気

圧
の
電
気
を
他
の
者
か
ら
受
電
し
、
又
は
他
の
者
に
受
電
さ
せ
る
た
め

を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
作
物
（
こ
れ
と
同
一
の
構
内
に
、
か
つ
、

の
電
線
路
を
い
う
。
次
号
ロ
及
び
第
三
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。

電
気
的
に
接
続
し
て
設
置
す
る
小
出
力
発
電
設
備
を
含
む
。
）
で
あ
つ

）
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物

て
、
そ
の
受
電
の
た
め
の
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以

と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

外
の
場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

二

小
規
模
発
電
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

二

構
内
に
設
置
す
る
小
出
力
発
電
設
備
（
こ
れ
と
同
一
の
構
内
に
、
か

イ

出
力
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
出
力
未
満
の
も
の
で
あ
る
こ
と

つ
、
電
気
的
に
接
続
し
て
設
置
す
る
電
気
を
使
用
す
る
た
め
の
電
気
工
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。

作
物
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
電
に
係
る
電
気
を
前
号
の
経
済

ロ

低
圧
受
電
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所

産
業
省
令
で
定
め
る
電
圧
以
下
の
電
圧
で
他
の
者
が
そ
の
構
内
に
お
い

に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

て
受
電
す
る
た
め
の
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の

こ
と
。

場
所
に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
は
、
事
業
用

（
新
設
）

電
気
工
作
物
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
、
構
内
に
設

置
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
を

除
く
。

一

小
規
模
発
電
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ

出
力
が
第
一
項
第
二
号
イ
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
出
力
以
上

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

低
圧
受
電
電
線
路
以
外
の
電
線
路
に
よ
り
そ
の
構
内
以
外
の
場
所

に
あ
る
電
気
工
作
物
と
電
気
的
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め

る
も
の

４

（
略
）

３

（
略
）

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
節

事
業
用
電
気
工
作
物

第
二
款

自
主
的
な
保
安

第
二
款

自
主
的
な
保
安

（
保
安
規
程
）

（
保
安
規
程
）

第
四
十
二
条

事
業
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く

第
四
十
二
条

事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
事
業
用
電
気
工
作
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。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
事
業
用
電
気
工

物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
主
務
省

作
物
の
工
事
、
維
持
及
び
運
用
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
、
主
務

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必

な
事
業
用
電
気
工
作
物
の
組
織
ご
と
に
保
安
規
程
を
定
め
、
当
該
組
織
に

要
な
事
業
用
電
気
工
作
物
の
組
織
ご
と
に
保
安
規
程
を
定
め
、
当
該
組
織

お
け
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
（
第
五
十
一
条
第
一
項
の
自
主
検
査

に
お
け
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
（
第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五

又
は
第
五
十
二
条
第
一
項
の
事
業
者
検
査
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ

十
二
条
第
一
項
の
自
主
検
査
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
工
事
）
の

の
工
事
）
の
開
始
前
に
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開
始
前
に
、
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
主
任
技
術
者
）

（
主
任
技
術
者
）

第
四
十
三
条

（
略
）

第
四
十
三
条

（
略
）

２

自
家
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
除
く
。
）
を
設

２

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

置
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け

、
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い

て
、
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
を
主
任
技
術
者
と
し

な
い
者
を
主
任
技
術
者
と
し
て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
届
出
）

第
四
十
六
条

小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
小
規

第
四
十
六
条

削
除

模
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
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、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
が
小

規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
な
く
な
つ
た
と
き
。

三

そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
。

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査

第
四
款

工
事
計
画
及
び
検
査

（
技
術
基
準
の
適
合
性
確
認
）

第
四
十
八
条
の
二

事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
荷
重
及
び
外
力
に
対
し

（
新
設
）

て
安
全
な
構
造
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も

の
（
以
下
「
特
殊
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
者
は
、
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九

条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
の
確
認
（
以
下
「
適

合
性
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
を
受
け
た
者
は
、
特
殊
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
適
合
性
確

認
を
行
い
、
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
証

明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
前
検
査
）

（
使
用
前
検
査
）

第
四
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
設

第
四
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け
て
設

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
又
は
第
四
十
八
条

置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
又
は
前
条
第
一
項

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
設
置
若
し
く
は
変
更
の
工
事
を
す
る
事
業
用

事
業
用
電
気
工
作
物
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規

電
気
工
作
物
（
そ
の
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
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定
に
よ
る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

る
命
令
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

出
を
し
て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
公
共
の
安
全
の
確
保
上

て
い
な
い
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
公
共
の
安
全
の
確
保
上
特
に
重

特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
百
十
二
条
の
三

要
な
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
百
十
二
条
の
三
第
三
項

第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の

に
お
い
て
「
特
定
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
工
事
に

工
事
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
の
検
査
を

つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
主
務
大
臣
の
検
査
を
受
け
、

受
け
、
こ
れ
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な

こ
れ
に
合
格
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
合
格
と
す
る
。

一

そ
の
工
事
が
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け

一

そ
の
工
事
が
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
を
受
け

た
工
事
の
計
画
（
同
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

た
工
事
の
計
画
（
同
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更

を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し

出
を
し
た
工
事
の
計
画
（
同
項
後
段
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変

た
工
事
の
計
画
（
同
項
後
段
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
し

更
を
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

た
も
の
を
含
む
。
）
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
自
主
検
査
（
以
下
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い

２

前
項
の
検
査
（
以
下
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

て
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て

、
そ
の
事
業
用
電
気
工
作
物
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る

い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

使
用
前
自
主
検
査
を
行
う
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
使

３

使
用
前
自
主
検
査
を
行
う
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
使

用
前
自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時

用
前
自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時

期
（
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係

期
（
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係

る
使
用
前
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め

る
使
用
前
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
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る
時
期
）
に
、
事
業
用
電
気
工
作
物
（
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用

る
時
期
）
に
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
事
業
用
電
気
工
作
物

の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す

以
外
の
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を

る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者

設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の

に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
が
行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
の
者
に
あ
つ
て
は
主
務
大
臣
が
行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）

（
設
置
者
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
自
己
確
認
）

（
設
置
者
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
の
自
己
確
認
）

第
五
十
一
条
の
二

（
略
）

第
五
十
一
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
同
項
（

３

第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
同
項
（

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
し
た

場
合
に
は
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
主
務
省
令

場
合
に
は
、
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
前
に
、
主
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
の
結
果
（
当
該
事
業
用
電
気
工
作

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

物
が
小
規
模
事
業
用
電
気
工
作
物
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
設
置
者

な
ら
な
い
。

が
当
該
確
認
を
委
託
し
て
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
委
託
先
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
含
む
。

）
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
溶
接
自
主
検
査
）

（
溶
接
事
業
者
検
査
）

第
五
十
二
条

発
電
用
の
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ー
ビ
ン
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定

第
五
十
二
条

発
電
用
の
ボ
イ
ラ
ー
、
タ
ー
ビ
ン
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定

め
る
機
械
若
し
く
は
器
具
で
あ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」

め
る
機
械
若
し
く
は
器
具
で
あ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
等
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
圧
力
以
上
の
圧
力
を
加
え

ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る

ら
れ
る
部
分
（
以
下
「
耐
圧
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
溶
接
を
す
る

も
の
又
は
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
し
た
ボ
イ
ラ
ー
等
で
あ
つ
て
輸
入

も
の
又
は
耐
圧
部
分
に
つ
い
て
溶
接
を
し
た
ボ
イ
ラ
ー
等
で
あ
つ
て
輸
入

し
た
も
の
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
溶
接
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る

し
た
も
の
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
溶
接
に
つ
い
て
主
務
省
令
で
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
使
用
の
開
始
前
に
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て

と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
使
用
の
開
始
前
に
、
当
該
電
気
工
作
物
に
つ
い
て

自
主
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な

事
業
者
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば

ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。

２

前
項
の
自
主
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
溶
接
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の

２

前
項
の
検
査
に
お
い
て
は
、
そ
の
溶
接
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務

主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ

省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
自
家
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
）

（
自
家
用
電
気
工
作
物
の
使
用
の
開
始
）

第
五
十
三
条

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
自
家
用
電
気

第
五
十
三
条

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
そ
の
自
家
用
電
気

工
作
物
の
使
用
の
開
始
の
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け

工
作
物
の
使
用
の
開
始
の
後
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
第

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
認
可
又
は
同

四
十
六
条
第
一
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く

条
第
四
項
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の

は
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
自
家
用
電
気
工

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
自
家
用
電
気
工
作
物
を
使
用
す
る
場
合
及
び
主

作
物
を
使
用
す
る
場
合
及
び
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

な
い
。

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

（
定
期
安
全
管
理
検
査
）

第
五
十
五
条

次
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定

第
五
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と

「
特
定
電
気
工
作
物
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定

こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該
特
定
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
自
主
検
査
を

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
、
当
該
特
定
電
気
工
作
物
に
つ
い
て
事
業

行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

前
項
の
自
主
検
査
（
以
下
「
定
期
自
主
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

２

前
項
の
検
査
（
以
下
「
定
期
事
業
者
検
査
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は

は
、
そ
の
特
定
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め

、
そ
の
特
定
電
気
工
作
物
が
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
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る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

定
期
自
主
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該
定

３

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
当
該

期
自
主
検
査
の
際
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気
工
作

定
期
事
業
者
検
査
の
際
、
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気

物
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
し
、
一
定
の
期
間
が
経
過
し

工
作
物
で
あ
つ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
関
し
、
一
定
の
期
間
が
経

た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し

過
し
た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適

な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部
分
が

合
し
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部

同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ

分
が
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
技
術
基
準
に
適
合
し
な
く
な
る
と
見
込

る
時
期
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定

ま
れ
る
時
期
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
主
務
省
令

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ

存
す
る
と
と
も
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
主

を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

定
期
自
主
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
定
期
自

４

定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
特
定
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
は
、
定
期

主
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
（
第

事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場

（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
一
条
第
七
項
の
通
知
を
受
け
て
い

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係
る
定
期
自
主
検
査
の
過
去
の
評
定
の
結

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
通
知
に
係
る
定
期
事
業
者
検
査
の
過
去
の
評

果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
）
に
、
特
定
電
気
工
作
物
（
原
子

定
の
結
果
に
応
じ
、
主
務
省
令
で
定
め
る
時
期
）
に
、
原
子
力
を
原
動
力

力
を
原
動
力
と
す
る
発
電
用
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省

と
す
る
発
電
用
の
特
定
電
気
工
作
物
以
外
の
特
定
電
気
工
作
物
で
あ
つ
て

令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
の
登
録
を

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
設
置
す
る
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大

受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が
行
う
審
査
を

臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
審
査
は
、
特
定
電
気
工
作
物
の
安
全
管
理
を
旨
と
し
て
、
定
期

５

前
項
の
審
査
は
、
特
定
電
気
工
作
物
の
安
全
管
理
を
旨
と
し
て
、
定
期

自
主
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
、
工
程
管
理
そ
の
他
主
務

事
業
者
検
査
の
実
施
に
係
る
組
織
、
検
査
の
方
法
、
工
程
管
理
そ
の
他
主

省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

６

第
五
十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
審
査
に

６

第
五
十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
審
査
に

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と

の
は
「
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
事
業
用
電
気
工
作
物
」
と
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あ
る
の
は
「
当
該
特
定
電
気
工
作
物
」
と
、
「
使
用
前
自
主
検
査
」
と
あ

あ
る
の
は
「
当
該
特
定
電
気
工
作
物
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
定
期
自
主
検
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
款

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者

（
新
設
）

（
認
定
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
三

事
業
用
電
気
工
作
物
（
原
子
力
を
原
動
力
と
す
る
発
電

用
の
も
の
を
除
き
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

款
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
置
す
る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
を
一
体
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
な
事
業
用
電
気

工
作
物
の
組
織
ご
と
に
、
高
度
な
保
安
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
旨
の
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
単
に
「

認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
の
基
準
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
四

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
認
定
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

一

保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
が
そ
の
業
務
遂
行
能
力
を
持
続
的
に
向

上
さ
せ
る
仕
組
み
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

保
安
の
確
保
の
方
法
が
高
度
な
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
も
の
で
あ

る
こ
と
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
欠
格
条
項
）
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（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
五

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

認
定
の
申
請
に
係
る
組
織
に
お
い
て
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
を

開
始
し
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

二

認
定
の
申
請
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し

て
、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害

を
発
生
さ
せ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

第
五
十
五
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

五

法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

２

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
用
電
気
工
作
物
を
設
置

す
る
者
の
地
位
の
承
継
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
用
電
気
工

作
物
を
設
置
す
る
者
が
事
業
用
電
気
工
作
物
の
使
用
を
開
始
し
た
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
承
継
が
分
割
に
よ
る
承
継
で
あ
つ
て
、
認
定
に
係
る
事
業
の

全
部
を
承
継
す
る
も
の
で
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
認
定
の
更
新
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
六

認
定
は
、
五
年
以
上
十
年
以
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ

て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

第
五
十
五
条
の
三
及
び
第
五
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
の
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更
新
に
準
用
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
七

認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置

者
」
と
い
う
。
）
は
、
保
安
の
確
保
の
た
め
の
組
織
又
は
保
安
の
確
保
の

方
法
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
八

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
用
電
気

工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
に
限
る
。
）
の
地

位
を
承
継
し
た
者
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
な
い
と
き
、
又
は

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
高
度
保
安

実
施
設
置
者
の
地
位
を
承
継
し
な
い
。

一

そ
の
行
う
承
継
が
分
割
に
よ
る
承
継
で
あ
つ
て
、
認
定
に
係
る
事
業

の
全
部
を
承
継
す
る
も
の
で
な
い
と
き
。

二

そ
の
認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て

、
そ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を

発
生
さ
せ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
と
き
。

三

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
。

（
認
定
の
取
消
し
）

（
新
設
）

第
五
十
五
条
の
九

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
が
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
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き
る
。

一

認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て
、
そ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
を
発
生

さ
せ
た
と
き
。

二

認
定
に
係
る
組
織
の
使
用
す
る
事
業
用
電
気
工
作
物
に
関
し
て
、
そ

の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
、
電
気
そ
の
他
に
よ
る
災
害
の
発
生

の
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
を
発
生
さ
せ
た
と
き
。

三

第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
電
気
工
作
物
の
使
用
の
一
時
停
止
の
命
令

又
は
使
用
の
制
限
の
処
分
を
受
け
た
と
き
。

四

第
五
十
五
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

五

第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
に
至
つ

た
と
き
。

六

不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
た
と
き
。

（
保
安
規
程
に
係
る
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
は
、
保
安
規
程
を
定
め
、

（
新
設
）

又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
安
規
程
を

保
存
し
、
経
済
産
業
大
臣
か
ら
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に

こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
任
技
術
者
に
係
る
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
一

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
は
、
第
四
十
三
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
よ
る
主
任
技
術
者
の
選
任
又
は
そ
の
解
任
に
つ
い
て
は
、
同
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条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
要
し
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
当
該
選
任
又
は
解
任
に
係
る
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
前
安
全
管
理
検
査
の
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
二

第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、

（
新
設
）

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
定
期
安
全
管
理
検
査
の
特
例
）

第
五
十
五
条
の
十
三

認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
で
あ
つ
て
、
第
五
十
五

（
新
設
）

条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
も
の

は
、
同
項
の
自
主
検
査
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
定
期
に
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
認
定
高
度
保
安
実

施
設
置
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
章

登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指

第
六
章

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
、
指
定
試
験
機
関
及
び
登
録
調

定
試
験
機
関
及
び
登
録
調
査
機
関

査
機
関

第
一
節

登
録
適
合
性
確
認
機
関

第
一
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

（
登
録
）

（
登
録
）

第
六
十
七
条

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
の
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
六
十
七
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、

単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
（
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り
、
適
合
性
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

以
下
単
に
「
審
査
の
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
審
査
（
以
下
「
安
全
管
理
審
査
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る

者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

一

第
五
十
一
条
第
三
項
の
審
査

二

第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
六
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
登
録
を
受
け
る

第
六
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
第
五
十
一
条
第

こ
と
が
で
き
な
い
。

三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
六
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申

第
六
十
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申

請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次

請
し
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば

に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
経

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は

済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一

特
殊
電
気
工
作
物
の
性
能
を
総
合
的
に
評
価
す
る
手
法
を
用
い
て
適

（
新
設
）

合
性
確
認
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
適
合
性
確
認
を
実
施
し
、
そ
の
人

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
安
全
管
理
審
査
を
実
施
し
、
そ
の

数
が
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

人
数
が
審
査
の
区
分
ご
と
に
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三

学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三

百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、

百
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、

機
械
工
学
若
し
く
は
建
築
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

機
械
工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
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し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通

若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務

算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
に

校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
基
づ
く
専
門
学
校
に

お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学
若
し
く
は
建
築
学
の
課

お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の

程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に

課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法

基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
で

に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）

あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実

で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る

務
又
は
適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従
事
し

実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従

た
経
験
を
有
す
る
も
の

事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

適
合
性
確
認
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経
験

安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経

を
有
す
る
者

験
を
有
す
る
者

三

登
録
申
請
者
が
、
特
殊
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号

二

登
録
申
請
者
が
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の

及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
」
と

規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
審
査
対
象

る
も
の
で
な
い
こ
と
。

電
気
工
作
物
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
殊
電
気

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
対
象

工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第
一
項

電
気
工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第

に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又

員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職

は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
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員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
て
い
る
こ

員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え

と
。

て
い
る
こ
と
。

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

）
が
、
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間

）
が
、
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二

に
当
該
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を

年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ

含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

登
録
は
、
適
合
性
確
認
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て

２

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、
安
全
管
理

す
る
も
の
と
す
る
。

審
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

審
査
の
区
分

三

登
録
を
受
け
た
者
が
適
合
性
確
認
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

登
録
を
受
け
た
者
が
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

（
登
録
の
更
新
）

（
登
録
の
更
新
）

第
七
十
条

登
録
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の

第
七
十
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
は
、
三

更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失

年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば

う
。

、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ
つ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
適
合
性
確
認
の
義
務
）

（
安
全
管
理
審
査
の
義
務
）

第
七
十
一
条

登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
適
合
性
確
認
機
関
」
と
い

第
七
十
一
条

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
受

う
。
）
は
、
適
合
性
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正

け
た
者
（
以
下
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
安
全
管

当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
適
合
性
確
認
を
行
わ
な
け

理
審
査
を
行
う
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る

れ
ば
な
ら
な
い
。

場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
安
全
管
理
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

２

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め

２

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
公
正
に
、
か
つ
、
経
済
産
業
省
令
で
定
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る
方
法
に
よ
り
適
合
性
確
認
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
方
法
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
を
行
う
と
き
は
、
第
六
十
九

３

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
を
行
う
と
き
は
、
第
六

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
者
に
適
合
性
確
認
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば

十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
安
全
管
理
審
査
を
実
施
さ
せ
な

な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
更
の
届
出
）

（
変
更
の
届
出
）

第
七
十
二
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か

第
七
十
二
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
そ
の
名
称
又
は
安
全
管
理
審

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し

査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

う
と
す
る
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
業
務
規
程
）

（
業
務
規
程
）

第
七
十
三
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
の
業
務
に
関
す
る

第
七
十
三
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
に
関

規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
適

す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め

合
性
確
認
の
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
適
合
性
確
認
の
実
施
方
法
、
適
合
性
確
認
に
関
す
る

２

業
務
規
程
に
は
、
安
全
管
理
審
査
の
実
施
方
法
、
安
全
管
理
審
査
に
関

料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め
て
お

す
る
料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
業
務
規
程

（
新
設
）

が
適
合
性
確
認
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
業
務
規
程
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。（
業
務
の
休
廃
止
）

（
業
務
の
休
廃
止
）

第
七
十
四
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又

第
七
十
四
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全



- 93 -

は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業
省
令

部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
経
済
産
業

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

（
財
務
諸
表
等
の
備
置
き
及
び
閲
覧
等
）

第
七
十
五
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内

第
七
十
五
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以

に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は

内
に
、
そ
の
事
業
年
度
の
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又

収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
（
電

は
収
支
計
算
書
並
び
に
事
業
報
告
書
（
こ
れ
ら
の
も
の
が
電
磁
的
記
録
（

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

。
）
で
作
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ

じ
。
）
で
作
成
さ
れ
、
又
は
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が

れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
百
二

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
次
項
及
び
第
百

十
六
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間
事

二
十
六
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
五
年
間

業
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
適
合
性
確

２

使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
事
業
者
検
査
を
行
う
電
気
工
作
物
を
設
置

認
機
関
の
業
務
時
間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と

す
る
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
の
業
務
時

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録

間
内
は
、
い
つ
で
も
、
次
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

適
合
性
確
認
機
関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
、
第
二
号
又
は
第
四
号
の
請
求
を
す
る
に
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機

関
の
定
め
た
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
適
合
命
令
）

（
適
合
命
令
）

第
七
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
第
六
十
九
条

第
七
十
六
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
第
六
十
九

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ

条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、

の
登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
必

そ
の
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
た
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要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
改
善
命
令
）

（
改
善
命
令
）

第
七
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
第
七
十
一
条

第
七
十
七
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
第
七
十
一

の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
適
合
性
確
認
機

条
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
安
全
管
理
審

関
に
対
し
、
適
合
性
確
認
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
適
合
性
確
認
の
方
法
そ

査
機
関
に
対
し
、
安
全
管
理
審
査
を
行
う
べ
き
こ
と
又
は
安
全
管
理
審
査

の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

の
方
法
そ
の
他
の
業
務
の
方
法
の
改
善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
七
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の

第
七
十
八
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
次
の
各
号

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五

て
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
安
全
管
理
審

で
き
る
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項
、
第
七
十
四
条

一

第
五
十
一
条
第
五
項
（
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

、
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
三
条
第
一
項

、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
又
は
次
条
の
規
定
に
違
反
し
た

と
き
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

第
七
十
三
条
第
三
項
又
は
前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た

四

前
二
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項

の
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
帳
簿
の
記
載
）

（
帳
簿
の
記
載
）

第
七
十
九
条

登
録
適
合
性
確
認
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
適
合
性
確
認
の

第
七
十
九
条

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
は
、
帳
簿
を
備
え
、
安
全
管
理
審
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業
務
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

査
の
業
務
に
関
し
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な

い
。

ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
適
合
性
確
認
業
務
の
実
施
）

（
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
安
全
管
理
審
査
業
務
の
実
施
）

第
八
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な
い
と
き
、
第
七

第
八
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又

四
項
の
登
録
を
受
け
る
者
が
い
な
い
と
き
、
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

は
廃
止
の
届
出
が
あ
つ
た
と
き
、
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取

安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
が
あ

り
消
し
、
又
は
登
録
適
合
性
確
認
機
関
に
対
し
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全

つ
た
と
き
、
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
第
五
十
一
条
第
三
項
若
し
く
は

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
が
天

第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
登
録
安
全
管
理
審
査
機

災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施

関
に
対
し
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

た
と
き
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
安
全

、
当
該
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き

管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た

る
。

と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
安
全
管
理
審
査
の
業

務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
又

２

経
済
産
業
大
臣
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部

は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
適
合
性
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の

又
は
一
部
を
自
ら
行
う
場
合
に
お
け
る
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
引
継
ぎ

他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

第
二
節

登
録
安
全
管
理
審
査
機
関

（
新
設
）

（
登
録
）

第
八
十
条
の
二

第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の
登
録
（

（
新
設
）

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
審
査
の
区
分
（
次
条
に
お
い
て

単
に
「
審
査
の
区
分
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
こ
れ
ら
の
審
査
（
以
下
「
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安
全
管
理
審
査
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

行
う
。

一

第
五
十
一
条
第
三
項
の
審
査

二

第
五
十
五
条
第
四
項
の
審
査

（
登
録
の
基
準
）

第
八
十
条
の
三

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し

（
新
設
）

た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
が
次
に
掲

げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は
、
経
済
産

業
省
令
で
定
め
る
。

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
安
全
管
理
審
査
を
実
施
し
、
そ
の

人
数
が
審
査
の
区
分
ご
と
に
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
）
又
は
旧
大

学
令
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械
工
学

若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め

て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は

運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し

て
二
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学

の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学

校
令
に
基
づ
く
専
門
学
校
に
お
い
て
電
気
工
学
、
土
木
工
学
、
機
械

工
学
若
し
く
は
経
営
工
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）
で
あ
つ
て
、
電
気
工
作
物
の
工
事
、
維

持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は
安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
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務
に
通
算
し
て
四
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ハ

電
気
工
作
物
の
工
事
、
維
持
若
し
く
は
運
用
に
関
す
る
実
務
又
は

安
全
管
理
審
査
に
関
す
る
実
務
に
通
算
し
て
六
年
以
上
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者

二

登
録
申
請
者
が
、
第
五
十
一
条
第
三
項
又
は
第
五
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
安
全
管
理
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
審
査
対
象

電
気
工
作
物
設
置
者
」
と
い
う
。
）
に
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

イ

登
録
申
請
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
審
査
対
象

電
気
工
作
物
設
置
者
が
そ
の
親
法
人
（
会
社
法
第
八
百
七
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
親
法
人
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ

登
録
申
請
者
の
役
員
（
持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
持
分
会
社
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
業
務
を
執

行
す
る
社
員
）
に
占
め
る
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又

は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役

員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者
を
含
む
。
）
の
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え

て
い
る
こ
と
。

ハ

登
録
申
請
者
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員

）
が
、
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
（
過
去
二

年
間
に
当
該
審
査
対
象
電
気
工
作
物
設
置
者
の
役
員
又
は
職
員
で
あ

つ
た
者
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

２

登
録
は
、
安
全
管
理
審
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
年
月
日
及
び
登
録
番
号

二

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
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て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

審
査
の
区
分

四

登
録
を
受
け
た
者
が
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

（
業
務
規
程
）

第
八
十
条
の
四

登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
」

（
新
設
）

と
い
う
。
）
は
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
業
務
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
安
全
管
理
審
査
の
業
務

の
開
始
前
に
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

業
務
規
程
に
は
、
安
全
管
理
審
査
の
実
施
方
法
、
安
全
管
理
審
査
に
関

す
る
料
金
の
算
定
方
法
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
定
め

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
の
取
消
し
等
）

第
八
十
条
の
五

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
が
次
の
各

（
新
設
）

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を

定
め
て
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

第
五
十
一
条
第
五
項
（
第
五
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
又
は
次
条
に
お
い
て
準

用
す
る
第
七
十
一
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
第

一
項
若
し
く
は
第
七
十
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
と
き
。

三

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
五
条
第
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二
項
各
号
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
と
き
。

四

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
六
条
又
は
第
七
十
七
条
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

（
準
用
）

第
八
十
条
の
六

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
、
第
七

（
新
設
）

十
四
条
か
ら
第
七
十
七
条
ま
で
、
第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
の
規
定
は

、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六

十
八
条
第
二
号
及
び
第
八
十
条
第
一
項
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
八
十
条
の
五
」
と
、
第
七
十
条
第
二
項
中
「
前
三
条
の
規
定
」
と
あ

る
の
は
「
第
八
十
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
三
の
規
定
並
び
に
第
八
十
条

の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
八
条
の
規
定
」
と
、
第
七
十
一
条
の
見

出
し
及
び
第
八
十
条
第
二
項
中
「
適
合
性
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管

理
審
査
」
と
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
七
条
中
「
適
合
性
確
認
を
」
と

あ
る
の
は
「
安
全
管
理
審
査
を
」
と
、
第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
第
六
十

九
条
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」

と
、
第
七
十
二
条
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
名
称
又
は
安
全
管
理
審
査
を
行
う
事

業
所
の
所
在
地
」
と
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
第
一

項
及
び
第
八
十
条
第
一
項
中
「
適
合
性
確
認
の
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管

理
審
査
の
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
殊
電
気
工
作
物
設
置
者
」

と
あ
る
の
は
「
使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
自
主
検
査
を
行
う
電
気
工
作

物
を
設
置
す
る
者
」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
十
条
の
三
第
一
項
各
号
」
と
、
第
八
十
条
の
見
出
し

中
「
適
合
性
確
認
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
管
理
審
査
業
務
」
と
読
み
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替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

（
略
）

第
二
節

（
略
）

第
四
節

登
録
調
査
機
関

第
三
節

登
録
調
査
機
関

（
登
録
）

（
登
録
）

第
八
十
九
条

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

第
八
十
九
条

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定

単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
線
路
維
持
運
用
者
の
委
託
を
受
け
て
調
査
業
務

り
、
電
線
路
維
持
運
用
者
の
委
託
を
受
け
て
調
査
業
務
を
行
お
う
と
す
る

を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

（
登
録
の
基
準
）

（
登
録
の
基
準
）

第
九
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者

第
九
十
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
申
請
し
た
者

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
を
し
な
け

が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な
手
続
は

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
に
関
し
て
必
要
な

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

手
続
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

登
録
は
、
調
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も

２

第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
は
、
調
査
機
関
登
録
簿
に
次
に
掲
げ

の
と
す
る
。

る
事
項
を
記
載
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
登
録
の
取
消
し
）

（
登
録
の
取
消
し
）

第
九
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
調
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
九
十
五
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
登
録
調
査
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
と
き
。

五

不
正
の
手
段
に
よ
り
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
と

き
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
九
十
六
条

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及

第
九
十
六
条

第
六
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
及

び
第
七
十
九
条
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

び
第
七
十
九
条
の
規
定
は
、
登
録
調
査
機
関
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

お
い
て
、
第
六
十
八
条
第
二
号
中
「
第
七
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九

十
五
条
」
と
、
第
七
十
条
第
二
項
中
「
前
三
条
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「

十
五
条
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
使
用
前
自
主
検
査
又
は
定
期
事

第
八
十
九
条
及
び
第
九
十
条
の
規
定
並
び
に
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用

業
者
検
査
を
行
う
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
調

す
る
第
六
十
八
条
の
規
定
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
項
中
「
特
殊
電
気
工

査
機
関
が
調
査
業
務
を
行
う
一
般
用
電
気
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者

作
物
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
調
査
機
関
が
調
査
業
務
を
行
う
一
般

」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

用
電
気
工
作
物
の
所
有
者
又
は
占
有
者
」
と
、
第
七
十
六
条
中
「
第
六
十

九
十
条
第
一
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

九
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
条
第
一
項
各
号
」
と
、
第
七

十
九
条
第
一
項
中
「
適
合
性
確
認
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
調
査
業
務
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

雑
則

第
八
章

雑
則

（
調
査
の
要
請
）

第
百
五
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
高
度
保
安
実
施
設
置
者
そ
の
他

（
新
設
）

の
保
安
の
確
保
上
特
に
重
要
な
者
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
に

お
い
て
保
安
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
に
関
す
る
重
大
な
事
態
が
生
じ
、
又
は

生
じ
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
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独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
に
対
し
、
そ
の
原
因
究
明
の
た
め
の

調
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
百
六
条

（
略
）

第
百
六
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
一

７

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
一

般
用
電
気
工
作
物
（
小
規
模
発
電
設
備
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
所
有

般
用
電
気
工
作
物
（
小
出
力
発
電
設
備
に
限
る
。
）
の
所
有
者
又
は
占
有

者
又
は
占
有
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
の
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ

者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
の
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

10

10

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
登

11

11

録
適
合
性
確
認
機
関
又
は
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務

録
安
全
管
理
審
査
機
関
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報

又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
報
告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

告
又
は
資
料
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

12

13

12

13

（
立
入
検
査
）

（
立
入
検
査
）

第
百
七
条

（
略
）

第
百
七
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

５

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

の
職
員
に
、
一
般
用
電
気
工
作
物
の
設
置
の
場
所
（
当
該
一
般
用
電
気
工

の
職
員
に
、
一
般
用
電
気
工
作
物
の
設
置
の
場
所
（
当
該
一
般
用
電
気
工

作
物
が
小
規
模
発
電
設
備
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
居
住

作
物
が
小
出
力
発
電
設
備
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
居
住

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
立
ち
入
り
、
一
般
用
電
気
工

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
立
ち
入
り
、
一
般
用
電
気
工

作
物
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

作
物
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
場
所
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
居
住
者

い
る
場
所
に
立
ち
入
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
居
住
者
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の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
・
７

（
略
）

６
・
７

（
略
）

８

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

８

経
済
産
業
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ

の
職
員
に
、
登
録
適
合
性
確
認
機
関
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
又
は
登

の
職
員
に
、
登
録
安
全
管
理
審
査
機
関
又
は
登
録
調
査
機
関
の
事
務
所
又

録
調
査
機
関
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳

は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
又
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

９
～

（
略
）

９
～

（
略
）

18

18

（
聴
聞
の
特
例
）

（
聴
聞
の
特
例
）

第
百
八
条

（
略
）

第
百
八
条

（
略
）

２

第
二
条
の
九
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
六

２

第
二
条
の
九
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
六

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
八
第
一
項
か
ら

で
、
第
二
十
七
条
の
九
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
八
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

第
三
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第

二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
、
第
三
十

二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
十
三
第
六
項
、
第
三
十

七
条
の
十
一
第
二
項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
条
の
五
、
第
八
十
四
条
の

七
条
の
十
一
第
二
項
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
四
条
の
五
、
第
八
十
七
条

五
、
第
八
十
七
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
九
条
の
十
一
又
は
第
九
十
九

、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
九
条
の
十
一
又
は
第
九
十
九
条
の
十
四
の
規
定

条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、

に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ

公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

（
手
数
料
）

第
百
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

第
百
十
二
条

次
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

四
の
二

第
五
十
五
条
の
三
の
認
定
又
は
そ
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る

（
新
設
）

者
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五

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
適
合
性
確

（
新
設
）

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

六

第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
条
第
一
項

五

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
安
全
管
理

の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
安
全
管
理
審
査
を
受
け
よ
う
と

審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

す
る
者

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
公
示
）

（
公
示
）

第
百
十
二
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

第
百
十
二
条
の
二

経
済
産
業
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
官
報
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第

三

第
五
十
一
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二

四
項
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
。

第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
。

四

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
二
条
（
第
八
十
条
の
六
に
お
い

四

第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
、
第
九
十

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
四
条
（
第
八
十
条
の
六
に
お

三
条
又
は
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
三
条
又
は
第
九
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
。

五

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
適
合
性
確
認

五

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
安
全
管
理
審

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

六

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
適
合
性
確
認
の

六

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
安
全
管
理
審
査

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は
自

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は

ら
行
つ
て
い
た
適
合
性
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な

自
ら
行
つ
て
い
た
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行

い
こ
と
と
す
る
と
き
。

わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
。

七

第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
安
全
管
理

（
新
設
）

審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
。

八

第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
条
第
一
項

（
新
設
）
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の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し

く
は
一
部
を
自
ら
行
う
も
の
と
す
る
と
き
、
又
は
自
ら
行
つ
て
い
た
安

全
管
理
審
査
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る

と
き
。

九
～
十
三

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

第
九
章

罰
則

第
九
章

罰
則

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該

第
百
十
七
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該

違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰

違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

第
七
十
八
条
又
は
第
八
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
適
合
性
確
認
又

十
三

第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
停
止
の
命

は
安
全
管
理
審
査
の
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

令
に
違
反
し
た
と
き
。

十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

第
百
二
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反

行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
二
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の

一

第
二
条
の
七
第
二
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
八
第
一
項

三
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
条
の
八
第
一
項

、
第
七
条
第
四
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

、
第
七
条
第
四
項
（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
七

。
）
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
七

の
二
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
七
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

の
二
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
七
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
十
二

の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

の
六
第
四
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
一
第
一
項
、
第
二
十
七
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条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の

条
の
二
十
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
二
十
四
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の

二
十
五
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の
三
十
二

二
十
五
第
一
項
（
第
二
十
七
条
の
二
十
九
及
び
第
二
十
七
条
の
三
十
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
、

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
、

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第

は
第
二
項
、
第
四
十
三
条
第
三
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第

五
項
、
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第

三
項
、
第
五
十
五
条
の
七
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
七
十
四

七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と

条
（
第
八
十
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

き
。

よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

第
二
十
六
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
三
及
び
第
二
十
七

五

第
二
十
六
条
第
三
項
（
第
二
十
七
条
の
十
二
の
十
三
及
び
第
二
十
七

条
の
二
十
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五

条
の
二
十
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項

十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
第
一
項

（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
五
十
五

（
原
子
力
発
電
工
作
物
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て

条
の
十
一
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、

、
記
録
を
せ
ず
、
虚
偽
の
記
録
を
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た

又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

と
き
。

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

八
の
二

第
五
十
五
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
保
安
規
程
を
保
存
せ
ず

（
新
設
）

、
又
は
保
安
規
程
の
提
出
を
拒
ん
だ
と
き
。

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
一

第
五
十
七
条
第
四
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の
六

十
一

第
五
十
七
条
第
四
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に

及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
第
五
十
七

反
し
て
第
五
十
七
条
第
四
項
又
は
第
七
十
九
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の

条
第
四
項
、
第
七
十
九
条
第
一
項
又
は
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

六
及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
第
七
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽

る
事
項
の
記
載
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

の
記
載
を
し
た
と
き
。

十
二

第
五
十
七
条
第
五
項
又
は
第
七
十
九
条
第
二
項
（
第
八
十
条
の
六

十
二

第
五
十
七
条
第
五
項
、
第
七
十
九
条
第
二
項
又
は
第
九
十
六
条
に
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及
び
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
保

反
し
て
帳
簿
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

存
し
な
か
つ
た
と
き
。

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

第
百
二
十
六
条

第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
八
十
条
の
六
及
び
第
九
十
六
条

第
百
二
十
六
条

第
七
十
五
条
第
一
項
（
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

に
お
い
て
準
用
す
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。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
等

場
合
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若
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し
く
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由
が
な
い
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に
第
七
十
五
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を
し
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理
由
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な
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十
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条
第
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八
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九
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お
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十
六
条
に
お
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用
す
る
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合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
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合
を
含
む
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）
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
拒
ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の

ん
だ
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

過
料
に
処
す
る
。



 

主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（２０２１０２０８保局第２号）の一部を改正する案 

新旧対照表 

 

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。   

改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改正案 現行 

１．法第４３条第１項の選任については、次のとおり解釈する。 

（１）～（４） （略） 

（５）一般送配電事業を営む者が設置する一般送配電事業の用に供する発電設備

については、一般送配電事業者又は発電事業者（当該設備を発電事業の用に

供する場合であって、当該発電事業者が法第３８条第３項第５号に掲げる発

電事業を営む者である場合に限る。）として主任技術者を選任しなければな

らない。この場合において、法第４２条に基づく保安規程についても同様に

取り扱う。 

（６）配電事業を営む者が設置する配電事業の用に供する発電設備については、

配電事業者又は発電事業者（当該設備を発電事業の用に供する場合であって

、当該発電事業者が法第３８条第３項第５号に掲げる発電事業を営む者であ

る場合に限る。）として主任技術者を選任しなければならない。この場合に

おいて、法第４２条に基づく保安規程についても同様に取り扱う。 

（７）一般電気事業者が、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律

第７２号。以下（７）において「改正法」という。）の施行後に一般送配電

事業の用に供する電気工作物及び発電事業の用に供する電気工作物につい

て、改正法の施行前に一の主任技術者を選任し、一体として工事、維持及び

運用を行っている場合であって、改正法の施行後も引き続き、一般送配電事

業者及び発電事業者が一体として当該電気工作物の工事、維持及び運用を行

う場合にあっては、一般送配電事業者及び発電事業者として当該一の主任技

術者を選任しているものとみなす。この場合において、一般電気事業者が、

１．法第４３条第１項の選任については、次のとおり解釈する。 

（１）～（４） （略） 

（５）一般送配電事業を営む者が設置する一般送配電事業の用に供する発電設備

については、一般送配電事業者又は発電事業者（当該設備を発電事業の用に

供する場合であって、当該発電事業者が法第３８条第３項第４号の発電事業

者である場合に限る。）として主任技術者を選任しなければならない。この

場合において、法第４２条に基づく保安規程についても同様に取り扱う。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（６）一般電気事業者が、電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律

第７２号。以下（６）において「改正法」という。）の施行後に一般送配電

事業の用に供する電気工作物及び発電事業の用に供する電気工作物につい

て、改正法の施行前に一の主任技術者を選任し、一体として工事、維持及び

運用を行っている場合であって、改正法の施行後も引き続き、一般送配電事

業者及び発電事業者が一体として当該電気工作物の工事、維持及び運用を行

う場合にあっては、一般送配電事業者及び発電事業者として当該一の主任技

術者を選任しているものとみなす。この場合において、一般電気事業者が、
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それぞれ別の法人としての一般送配電事業者及び発電事業者に改組する場合

にあっては、両事業者の連名による主任技術者の選任の届出を行うこととす

る。 

なお、法第４２条に基づく保安規程についても同様に取り扱うこととし、

別の法人として改組する場合にあっては、両事業者の責任分担を明確化した

上で、保安規程を定め、届出を行うこととする。 

それぞれ別の法人としての一般送配電事業者及び発電事業者に改組する場合

にあっては、両事業者の連名による主任技術者の選任の届出を行うこととす

る。 

なお、法第４２条に基づく保安規程についても同様に取り扱うこととし、

別の法人として改組する場合にあっては、両事業者の責任分担を明確化した

上で、保安規程を定め、届出を行うこととする。 

３．規則第５２条第１項の表第６号に掲げる事業場等について行う主任技術者の選

任は、次のとおり解釈する。 

（直接統括する事業場の電気主任技術者の選任） 

（１）発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業

場（以下３．において「被統括事業場」という。）を直接統括する事業場

（以下３．において「統括事業場」という。）のうち、自家用電気工作物で

あって電圧１７０，０００ボルト未満で連系等をするものへの電気主任技術

者の選任は、次に掲げる要件の全てに適合する場合に行うものとする。 

 

  なお、被統括事業場について、その数が７以上（発電所と同一設置者が設

置する送電線路又は変電所を介して電力系統に接続し、これらの電気工作物

を一体として運用する事業場等は１とみなすことができる。このうち、風力

発電所については、複数の発電機を一体として運用する発電所は１とみなす

ことができる。）となる場合は、保安管理業務の遂行上支障となる場合が多

いと考えられるので、特に慎重を期することとする。 

① （略） 

イ 設置者又はその役員若しくは従業員（以下３．において「設置者等」と

いう。）の中から、統括事業場において被統括事業場の保安管理業務を指

揮する電気主任技術者（以下（１）において「統括電気主任技術者」とい

う。）を選任していること。 

ロ （略） 

３．規則第５２条第１項の表第６号に掲げる事業場等について行う主任技術者の選

任は、次のとおり解釈する。 

（新設） 

（１）発電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業

場（以下３．において「被統括事業場」という。）を直接統括する事業場

（以下３．において「統括事業場」という。）のうち、自家用電気工作物で

あって電圧１７０，０００ボルト未満で連系等する風力発電所、太陽電池発

電所、水力発電所又はこれらを系統に連系するための設備への電気主任技術

者の選任は、次に掲げる要件の全てに適合する場合に行うものとする。 

なお、被統括事業場について、発電所の数が７以上（発電所と同一設置者

が設置する送電線路及び変電所を介して電力系統に接続し、それらの電気工

作物を一体として運用する事業場等は１とみなすことができる。このうち、

風力発電所について複数の発電機を一体として運用する事業場等は１とみな

すことができる。）となる場合は、保安管理業務の遂行上支障となる場合が

多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。 

① （略） 

イ 設置者又はその役員若しくは従業員（以下３．において「設置者等」と

いう。）の中から、被統括事業場の規模に応じた知識及び保安経験を有す

る者を、統括事業場に確保していること。 

 

ロ （略） 



 

ハ 統括事業場は、被統括事業場について次の（イ）又は（ロ）による監視

を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること

。 

（削る） 

 

 

（イ）被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈（２０１３０２１５商局

第４号）第４７条第１項若しくは第４７条の２第１項に規定する発電所

又は第４８条第１項に規定する変電所である場合においては、その種類

に応じ、統括事業場を制御所（被統括事業場が変電所である場合にあっ

ては、変電制御所）とみなして、電気設備の技術基準の解釈第４７条、

第４７条の２又は第４８条の規定を適用したものであること。 

（ロ）被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監

視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈

第４８条第３号（ト及びチを除く。）の規定を準用したものであること

。この場合において、「監視制御方式に応じ４８－２表に規定する場所

等」とあるのは「統括事業場」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあ

っては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。 

ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認め

るときは、速やかに統括電気主任技術者に通報できる体制を確保している

こと。 

 

ホ・ヘ （略） 

② （略） 

③ 被統括事業場は、次に掲げる要件の全てに該当する場合を除き、統括事業

場から２時間以内に到達できるところにあること。 

イ 被統括事業場の保安管理業務を専ら担当する技術者（以下この③におい

ハ 統括事業場は、被統括事業場を遠隔監視装置等により常時監視を行い、

異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。 

 

なお、常時監視するにあたっては、電気設備の技術基準の解釈（２０１

３０２１５商局第４号）第４７条の２及び第４８条に定める各項目に準じ

たものであること。 

     （新設） 

 

 

 

 

 

     （新設） 

 

 

 

 

 

ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認め

るときは、速やかに統括事業場において保安管理業務を指揮する電気主任

技術者（以下３．において「統括電気主任技術者」という。）に通報でき

る体制を確保していること。 

ホ・ヘ （略） 

② （略） 

 （新設） 

 

 



 

て「担当技術者」という。）として、被統括事業場の規模に応じた知識及

び技能を有する者を確保していること。ただし、設置者等以外の者から確

保するときは、①ロただし書の規定によること。 

ロ 担当技術者が常時勤務する事務所（以下この③において「担当技術者駐

在所」という。）は、被統括事業場に２時間以内に到達できるところにあ

ること。 

ハ 統括事業場、担当技術者駐在所及び当該担当技術者に係る被統括事業場

（送電線路又は配電線路を管理する事業場にあっては、当該送電線路又は

配電線路を設置する場所を含む。）が、一の一般送配電事業者又は配電事

業者の供給区域内にあること。 

ニ ①ハの規定に基づく統括事業場による被統括事業場の監視に加え、担当

技術者駐在所は、被統括事業場について次の（イ）又は（ロ）による監視

を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保しているこ

と。 

（イ）被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈第４７条第１項若しくは

第４７条の２第１項に規定する発電所又は第４８条第１項に規定する変

電所である場合においては、その種類に応じ、担当技術者を技術員と、

担当技術者駐在所を制御所（被統括事業場が変電所である場合にあって

は、変電制御所）とみなして、電気設備の技術基準の解釈第４７条、第

４７条の２又は第４８条の規定を適用したものであること。 

（ロ）被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監

視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈

第４８条第３号（ト及びチを除く。）の規定を準用したものであること

。この場合において、「監視制御方式に応じ４８－２表に規定する場所

等」とあるのは「担当技術者」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあ

っては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。 

ホ 事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに担当技術者が統括電

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

気主任技術者に通報できる体制を確保していること。 

ヘ 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等

であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に担当技術者が適切な措

置を行う体制を確保していること。 

ト 担当技術者に対する保安教育、災害その他非常の場合に統括電気主任技

術者、担当技術者及び保安組織が採るべき措置並びにサイバーセキュリテ

ィの確保のために必要な措置について、保安規程に規定していること。 

④ 統括電気主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合するこ

と。 

イ （略） 

 （削る） 

 

ロ （略） 

⑤ ①から④までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。 

（直接統括する事業場のダム水路主任技術者の選任） 

（２） （略） 

① 統括事業場において、保安組織が次に掲げる要件の全てに適合すること。 

イ 設置者等の中から、統括事業場において被統括事業場の保安管理業務を

指揮するダム水路主任技術者（以下（２）において「統括ダム水路主任技

術者」という。）を選任していること。  

ロ （略） 

ハ 統括事業場は、被統括事業場について遠隔監視装置等により監視を行い

、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。 

ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認め

るときは、速やかに統括ダム水路主任技術者に通報できる体制を確保して

いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 統括電気主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合するこ

と。 

イ （略） 

ロ 被統括事業場は、統括事業場から２時間以内に到達できるところにある

こと。 

ハ （略） 

④ ①から③までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。 

 （新設） 

（２） （略） 

① 統括事業場において、保安組織が次に掲げる要件の全てに適合すること。 

イ 設置者等の中から、被統括事業場の規模に応じた知識及び保安経験を有

する者を、 統括事業場に確保していること。  

 

ロ （略） 

ハ 統括事業場は、被統括事業場を遠隔監視装置等により監視を行い、異常

が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。 

ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認め

るときは、速やかに統括事業場において保安管理業務を指揮するダム水路

主任技術者（以下３．において「統括ダム水路主任技術者」という。）に

通報できる体制を確保していること。 



 

ホ・ヘ （略） 

② （略） 

③ 被統括事業場は、同一水系又は近傍水系であって、かつ、次に掲げる要件

の全てに該当するものを除き、統括事業場から２時間以内に到達できるとこ

ろにあること。 

イ 統括事業場からの到達時間が２時間を超える被統括事業場を専ら担当す

る技術者（以下この③において「担当技術者」という。）を確保している

こと。ただし、設置者等以外の者から確保するときは、①ロただし書の規

定に基づいていること。 

ロ 担当技術者が常時勤務する事務所（以下この③において「担当技術者駐

在所」という。）は、被統括事業場から２時間以内に到達できるところに

あること。 

ハ ①ハの規定に基づく統括事業場による被統括事業場の監視に加え、担当

技術者駐在所は、被統括事業場について遠隔監視装置等により監視を行

い、異常が生じた場合に通報を受ける体制を確保していること。 

ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認め

るときは、速やかに担当技術者が統括ダム水路主任技術者に通報できる体

制を確保していること。 

ホ 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等

であっても常に、統括ダム水路主任技術者の指示の下に担当技術者が適切

な措置を行う体制を確保していること。 

へ 担当技術者に対する保安教育、災害その他非常の場合に統括ダム水路主

任技術者、担当技術者及び保安組織が採るべき措置並びにサイバーセキュ

リティの確保のために必要な措置について、保安規程に規定しているこ

と。 

④ 統括ダム水路主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合する

こと。 

ホ・ヘ （略） 

② （略） 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 統括ダム水路主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合する

こと。 



 

イ （略） 

 （削る） 

 

ロ （略） 

⑤ （略） 

イ （略） 

ロ 被統括事業場は、同一水系又は近傍水系であって、かつ、統括事業場か

ら２時間以内に到達できるところにあること。 

ハ （略） 

④ （略） 

４．規則第５２条第２項の承認は、次の基準により行うものとする。 

（自家用電気工作物に接続する電線路） 

（１）規則第５２条第２項第１号から第４号までのいずれかの事業場に接続する

電線路（電圧７，０００ボルト以下で連系等をするもので、当該事業場から

電力系統に連系し、若しくは当該事業場から同一設置者が設置する他の電気

工作物に接続するために当該事業場の構外にわたるもの又は当該事業場から

当該事業場と同一敷地内にある他の電気工作物に接続するためのものに限る

。）であって、保安上支障がないと認められるものについては、当該事業場

の一部として取り扱うこととする。 

なお、規則第５２条の２第１号ニ及び第２号ハの算定方法等並びに規則第

５３条第２項第５号の頻度については、それぞれ平成１５年経済産業省告示

第２４９号第３条及び第４条に掲げる当該事業場の算定方法等及び点検頻度

に準ずることとする。 

（２）～（６） （略） 

（委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等） 

（７）規則第５３条第２項第５号の「電気工作物の工事、維持及び運用の保安に

関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が

委託契約に定められていること」は、次に掲げる全ての事項を委託契約書等

から確認できることとする。 

① （略） 

② 月次点検を、次に掲げる要件の全てに従って行うこと。 

 なお、告示第４条第４号に規定する太陽電池発電所（告示第４条第４号の

４．規則第５２条第２項の承認は、次の基準により行うものとする。 

（自家用電気工作物に接続する電線路） 

（１）規則第５２条第２項第１号から第３号までのいずれかの事業場に接続する

電線路（電圧７，０００ボルト以下で連系等をするもので、当該事業場から

電力系統に連系するためのもの又は当該事業場から同一設置者が設置する他

の電気工作物に接続するためのものに限る。）が当該事業場の構外にわたる

場合であって、保安上支障がないと認められるものについては、当該事業場

の一部として取り扱うこととする。 

 

なお、規則第５２条の２第１号ニ及び第２号ハの算定方法等並びに規則第

５３条第２項第５号の頻度については、それぞれ平成１５年経済産業省告示

第２４９号第３条及び第４条に掲げる当該事業場の算定方法等及び点検頻度

に準ずることとする。 

（２）～（６） （略） 

（委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等） 

（７）規則第５３条第２項第５号の「電気工作物の工事、維持及び運用の保安に

関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が

委託契約に定められていること」は、次に掲げる全ての事項を委託契約書等

から確認できることとする。 

① （略） 

② 月次点検を、次に掲げる要件の全てに従って行うこと。 

  なお、告示第４条第４号に規定する太陽電池発電所（告示第４条第４号の



 

２及び第４号の３に規定する受変電設備を除く。以下②において同じ。）又

は告示第４条第８号ロに規定する需要設備に係る月次点検については、電気

管理技術者等が当該設備の設置場所（以下「現地」という。）と異なる場所

（以下「遠隔地」という。）から適確に行える場合にあっては、現地又は遠

隔地のいずれかで行うことができるものとする。このうち、告示第４条第８

号ロに規定する需要設備にあっては、遠隔地から適確に点検を実施できるよ

う措置した需要設備として別紙に定める要件を満たすものであることとし、

３月に１回以上を現地で行わなければならない。また、遠隔地で点検を実施

する場合にあっては、その旨を保安規程に規定すること。 

イ～ハ （略） 

③～⑥ （略） 

（８）・（９） （略） 

（過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置） 

（１０）申請に係る自家用電気工作物が過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第１項に規定する過疎地域（以下

「過疎地域」という。）、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第

１項の規定により指定された離島振興対策実施地域（以下「離島振興対策実

施地域」という。）又は沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第

３条第３号に規定する離島（以下「離島」という。）に設置される場合には

、当該申請の審査に当たっては保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が

生じないよう配慮することとする。 

（高圧一括受電するマンションにおける住居部分及び家庭用燃料電池設備の点検） 

（１１）高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合にあ

っては、住居部分（その住居部分で使用する電気を電気供給事業者から直接

受電するとした場合に、その電気工作物が法第５７条に規定する調査の対象

となるものに限る。）の点検は、（７）②及び③にかかわらず、４年に１回

（住居部分が「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及

２及び第４号の３に規定する受変電設備を除く。以下②において同じ。）又

は告示第４条第８号ロに規定する需要設備に係る月次点検については、電気

管理技術者等が当該設備の設置場所（以下「現地」という。）と異なる場所

（以下「遠隔地」という。）から適確に行える場合にあっては、現地又は遠

隔地のいずれかで行うことができるものとする。このうち、告示第４条第８

号ロに規定する需要設備にあっては、３月に１回以上を現地で行わなければ

ならない。また、遠隔地で点検を実施する場合にあっては、その旨を保安規

程に規定すること。 

 

イ～ハ （略） 

③～⑥ （略） 

（８）・（９） （略） 

（過疎地域等の自家用電気工作物に対する措置） 

（１０）申請に係る自家用電気工作物が過疎地域自立促進特別措置法（平成１２

年法律第１５号）第２条第１項に規定する過疎地域（以下「過疎地域」とい

う。）、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項の規定により

指定された離島振興対策実施地域（以下「離島振興対策実施地域」という。

）又は沖縄振興特別措置法（平成１４年法律第１４号）第３条第３号に規定

する離島（以下「離島」という。）に設置される場合には、当該申請の審査

に当たっては保安管理業務の円滑かつ適切な実施に支障が生じないよう配慮

することとする。 

（高圧一括受電するマンションにおける住居部分及び家庭用燃料電池設備の点検） 

（１１）高圧一括受電するマンションの保安管理を外部委託により行う場合にあ

っては、住居部分（その住居部分で使用する電気を電気供給事業者から直接

受電するとした場合に、その電気工作物が法第５７条に規定する調査の対象

となるものに限る。）の点検は、（７）②及び③にかかわらず、４年に１回

（住居部分が「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及



 

び標準的な調査項目について」（平成１５・１２・１９原院第１２号）３．

に該当する場合には１年に１回）以上の頻度で行うことをもって足りるもの

とする。 

   また、各住居部分と直接に電気的に接続されている家庭用燃料電池発電設

備（以下「当該燃料電池発電設備」という。）の点検は、次の①から⑤まで

に掲げる要件に適合する場合に限り、（７）②及び③にかかわらず、４年に

１回（住居部分が「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要

件及び標準的な調査項目について」３．に該当する場合には１年に１回）以

上の頻度で行うことをもって足りるものとする。この場合の点検において

は、外観点検、漏電遮断器の動作確認並びに当該燃料電池発電設備を製造、

販売した者その他の当該燃料電池発電設備の構造及び性能に精通する者（以

下「機器販売事業者等」という。）による整備記録の確認も併せて行うこ

と。 

① （略） 

（削る） 

 

②・③ （略） 

④設置者又は設置者から委託を受けた機器販売事業者等によって、②の整備記

録が適切に保管されていること。 

⑤ （略） 

び標準的な調査項目について」（平成１５・１２・１９原院第１２号）３．

に該当する場合には１年に１回）以上の頻度で行うことをもって足りるもの

とする。 

   また、各住居部分と直接に電気的に接続されている家庭用燃料電池発電設

備（以下「当該燃料電池発電設備」という。）の点検は、次の①から⑥に掲

げる要件に適合する場合に限り、（７）②及び③にかかわらず、４年に１回

（住居部分が「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及

び標準的な調査項目について」３．に該当する場合には１年に１回）以上の

頻度で行うことをもって足りるものとする。この場合の点検においては、外

観点検、漏電遮断器の動作確認並びに当該燃料電池発電設備を製造、販売し

た者その他の当該燃料電池発電設備の構造及び性能に精通する者（以下「機

器販売事業者等」という。）による整備記録の確認も併せて行うこと。 

 

① （略） 

②当該燃料電池発電設備と直接に電気的に接続されている住居部分から、高圧

一括受電するマンション構内への電気の潮流が発生しないこと。 

③・④ （略） 

⑤設置者又は設置者から委託を受けた機器販売事業者等によって、③の整備記

録が適切に保管されていること。 

⑥ （略） 

別紙 

 

１．本内規４．（７）②の遠隔地から適確に点検を実施できるよう措置した需要設

備の要件 

 本内規４．（７）②の遠隔地から適確に点検を実施できるよう措置した需要設備

の要件を次のとおり定める。 

当該需要設備の点検のために（１）に規定する要件を満たす情報収集機器及び

（新設） 



 

（２）に規定する要件を満たす情報伝送のための通信機器を使用するものであっ

て、これらの機械器具等がそれぞれ（１）（③を除く。）及び（２）に規定する要

件を満たすことについて、（３）に規定する要件を満たす機関による告示第４条第

８号ロに規定する第三者認証を取得したものであること。 

（１）情報収集機器 

情報収集機器は、次の①から③までの全ての要件を満たすものであるこ

と。 

① 次のイからホまでの全ての要件を満たすカメラを使用し、キュービクル式

の受電設備若しくは変電設備の中に施設するものであること又はこれと同等

以上の点検ができることが認められるものであること。 

イ 施設された環境において発生する振動等の影響による位置ずれや脱落等

がないように堅牢に取り付けたものであること。 

ロ 任意の時間に撮影画像をデジタル信号として出力できるものであるこ

と。 

ハ 高圧用の断路器、遮断器、負荷開閉器、変圧器、計器用変成器（零相変

流器を含む。）、調相設備及び避雷器であって、受電設備又は変電設備の

中に設置されているものについて、それぞれ少なくとも一方向から見た場

合において、電路を引き出す部分（製品として当該部分が隠ぺい場所に施

設されているものを除く。）及び本体の大半を撮影できるものであるこ

と。 

ニ 画素数が３００万画素以上のカラー画像であること。 

ホ 撮影の際、撮影箇所の照度が２００ルクス以上となるよう必要な光源が

点灯するものであること。 

② 受電設備の主遮断装置の近傍の電路における電圧及び電流の値が確認でき

るものであること。 

③ 電気管理技術者等と協議の上で、異常な熱を検知する物を施設するもので

あること。 



 

 （２）情報伝送のための通信機器 

情報伝送のための通信機器は、当該受電設備又は変電設備に係る低圧電路

の絶縁監視装置において使用するものを用いることができることとし、これ

を用いない場合にあっては、制御系ネットワーク（当該受電設備又は変電設

備の制御に係るものを除く。）から独立した構成とできるものであること。 

 （３）告示第４条第８号ロに規定する第三者認証を行う機関 

告示第４条第８号ロに規定する第三者認証を行う機関は、機械器具等のう

ち、情報収集機器及び情報伝送のための通信機器がそれぞれ（１）（③を除

く。）及び（２）の要件を満たすものであることの認証（以下単に「認証」

という。）を行うこととし、次の①から⑫までの全ての要件を満たすもので

あること。 

① 一般社団法人又は一般財団法人であること。 

② 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者が役

員にいないこと。 

③ 規則第５２条第２項に規定する保安管理業務に関係する事業者又はその構

成員である者が、役員にいないこと。 

④ 認証の業務を行う部門に管理者を置くこと。 

⑤ 認証の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 

⑥ ⑤に掲げる文書に記載されたところに従い、認証の業務の管理及び精度の

確保を行う部門又は組織を置くこと。 

⑦ 受電設備又は変電設備に取り付ける情報収集機器及び情報伝送のための通

信機器の選定並びに情報収集機器の適正な取付の認証について、規約等を

定めていること。 

⑧ 情報収集機器の適正な取付について、当該機関の職員が製造事業者の工場

等又は需要設備の設置場所において認証できる体制を構築していること。

ただし、既に認証した情報収集機器と同一の型式の情報収集機器を当該認



 

証のときと同一の型式の受電設備又は変電設備の同一の位置に取り付ける

場合にあっては、この限りではない。 

⑨ 全国の認証を受けることを希望する者に対し認証の業務を公正に行うこと

ができる体制を有していること。 

⑩ 認証の業務を行うための６人以上の委員で構成された委員会を設置し、そ

の３分の２以上に、当該機関の構成員以外の者のうちから、学校教育法に

よる大学又は高等専門学校において電気工学に関する学科又は課程を修め

て卒業した者（当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課

程を修了した者を含む。）をあてること。 

⑪ 認証の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、認

証を行った日からこれを５年間保存すること。 

イ 認証の申請をした者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主た

る事務所の所在地) 

ロ 認証の申請を受けた年月日 

ハ 機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能の概要 

ニ 情報収集機器及び情報伝送のための通信機器がそれぞれ（１）（③を

除く。）及び（２）の要件の全部又は一部を満たすものであることの認

証をした日 

ホ ニの認証をした者の氏名 

ヘ 認証の有無（認証をしない場合にあっては、その理由を含む。） 

ト 認証の有無を通知した日 

⑫ ①から⑪までの要件を満たすことについて、毎年度産業保安グループ電

力安全課の確認を受けたものであること。 

 

附 則（２０２２０６１３保局第１号） 

この規程は、令和４年６月２２日から施行する。 
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